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MESSAGE

リスク管理に期待して
良いこと、悪いこと

東京電力福島第一原子力発電所事故の問題
はいまだに収束の兆しが見えない。このよう
な重大事件が発生すると必ず、「リスク管理
体制は十分だったのか」「こうした事態は予
見できなかったのか」という議論が生じる。
想定外の事象が発生すると、リスク管理は役
に立たないという、ある意味でリスク管理に
対する失望感に似た感情も起こってくる。同
様の失望感は、2008年の米国のサブプライム
ローン（低所得者向け住宅ローン）問題をき
っかけに生じた金融危機のときにも持ち上が
ったと記憶している。しかし、そのような議
論の背後には必ず、リスク管理への過大な期
待や誤解があるように思う。リスク管理に何
を期待するべきかについて、あらためて考え
てみたい。

リスク管理に携わる者なら多くがすでに理
解しているように、「リスクの予見」という観
点からすれば、リスク管理は無力に等しい。
一つにはリスク計量の難しさがある。関連す
る事象の数が多くなるにつれて、それらの相
互作用までも含めてリスクとして認識し、そ
の大きさを見積もるのは至難の技である。

たとえリスク量が把握できたとしても、そ
れに基づいた適正な対策と判断ができるのか
というと、これも非常に難しい。金融機関の
ような民間企業ばかりでなく、原子力発電所
のような公共政策的色彩の強い問題において
さえ、システム全体の効率性と安全性とは常
に天秤にかけて議論される。これら二律背反
の条件が拮抗するなかにあって、過去一度も
発生したことのないレベルの事象について、
リスクがあるからという理由でコストをかけ

執行役員金融ITイノベーション事業本部副本部長

小粥泰樹
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て対策を講じるのは難しい。高さ15メートル
超の津波を学者が予想していたとして、それ
が過去一度も発生していない状況下で防波堤
建造の判断を下せるかということである。

結局、想定外の事象が発生するたびに、今
後はそのような事象が起こっても対応できる
ようにと、リスクのモニタリング方法を見直
したりシステムの設計を変更したりすること
になる。常に後追いになるのはリスク管理の
一つの宿命といえるかもしれない。

では、リスク管理は無力かというと、そう
ではないだろう。リスクの予見に関しては多
くは期待できないが、現状を把握して伝える
手段、すなわちコミュニケーションの手段と
しては広く浸透しつつあるのではないか。

実際、金融機関におけるリスク管理の役割
の変遷を振り返ってみると、BIS規制（銀行
の自己資本比率に関する規制）が導入された
1980年代から90年代にかけては、自己資本規
制に則ったリスクの計量方法に関心の中心が
あった。しかし2000年を越えたころから内部
統制論議の高まりなどを背景に、経営管理プ
ロセス内でリスク管理を活用することを意識
した議論が多くなり、その役割は、組織間の
コミュケーション手段として活用される方向
に拡大している。前述の金融危機の問題を大
きくした原因の一つに、想定外の事象が発生
した際の組織横断的な情報共有の不備が指摘
されている。コミュニケーションの手段とし
てのリスク管理が期待されるゆえんでもある。

コミュニケーションを軸に考えていくとリ
スク管理の果たす役割も拡大する。たとえ

ば、企業内の組織間コミュニケーションだけ
でなく、外部とのコミュニケーションの例と
してIR（投資家向け広報）もリスク管理の
対象となる。特定の企業に投資している投資
家にとっては、当然のことながら、当該企業
への投資はリスクを伴う。投資家にとって企
業業績の変動が想定内であれば、自分の管理
プロセスのなかで管理可能なリスクとして扱
うことができて安心だが、想定外の業績変動
が発生すると、その企業への投資意欲を大き
く減退させることになる。企業にとっては、
投資家から見て「ビックリ」となる想定外の
事象が少なくなるように情報開示すること
が、自社への投資リスクを低減することにな
るし、自社の株価の下落リスクを緩和できる
という意味で、まさに自社のリスク管理にも
なっている。

投資家だけでなく、顧客・監督当局などさ
まざまなステークホルダー（利害関係者）と
の間でも、適切なコミュニケーションはその
企業にとってのリスク管理になる。これらは
すでに事業会社や金融機関のリスク管理の担
当部署の多くが実施していることかもしれな
いが、外部からの要請に受身で対応するので
はなく、プロアクティブに（先を見越して）
リスク管理の対象とするという発想は、まだ
比較的新しいのではないだろうか。リスク管
理に多くを期待するのではなく、コミュニケ
ーションを成り立たせる一つのスキルセット

（必要な知識や技能）であると見なすこと
で、むしろ、リスク管理のさまざまに役に立
つ形を発想できるようになると思う。

（おかいやすき）
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オープンガバメントの促進に向けた
民間プラットフォーム活用戦略
ソーシャルCRMを起点とした開かれた政府・自治体の実現

C O N T E N T S
Ⅰ　行政の自前による情報プラットフォームの
苦戦

Ⅱ　政府・自治体によるソーシャルCRMとオー
プンガバメント

要約

NAVIGATION & SOLUTION

1	 政府・自治体などが自前で構築し運営する情報プラットフォームは、利便性は
高いものの、国民への普及では苦戦している。一方で、すでに普及している民
間プラットフォームを活用することで成果を上げている民間企業や政府・自治
体が登場し始めている。政府・自治体による民間プラットフォームの活用の背
景には、「オープンガバメント」確立の促進がある。

2	 政府・自治体による民間ソーシャルメディアの普及においては、導入時と運用
時それぞれに取るべき戦略がある。導入時には、「自前でつくらず既存サービ
スを活用すること」が重要である。運用時には、「利用目的を明確にし、提供
する情報の特性によって利用するメディアを使い分けたうえで、それらを有機
的に連動させること」が重要である。

3	 ソーシャルメディアの活用で生じる主なリスクには、「信頼性の喪失や風評被
害・イメージの悪化」「情報漏えい、プライバシーの侵害」「金銭上の被害」
「法律違反」が挙げられる。主な解決方法としては、職員向け利用ガイドライ
ンや認証済みアカウントの運用などが有効である。

4	 ソーシャルメディアなどの民間プラットフォームは、災害時の政府・自治体の
情報発信および情報収集にも活用された。災害時にかぎらずとも、政府・自治
体による民間プラットフォームの活用は、電子行政サービスの利便性向上や効
率化につなげることが可能であり、オープンガバメントの確立を促進させる。

伊藤智久 安岡寛道 冨田勝己 崎村夏彦

Ⅲ　政府・自治体におけるソーシャルメディア
の普及施策

Ⅳ　ソーシャルメディアによって生じる新たな
リスクと対策

Ⅴ　オープンガバメントの促進に向けて
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Ⅰ	 行政の自前による情報プラット
	 フォームの苦戦

1	 地域SNSと電子証明書の現状
わが国において、地域活性化のためのツー

ルとしてIT（情報技術）が使われ始めてか
ら20年以上が経過した。当初は、地域ごとに
運営されるパソコン通信による草の根BBSで
あったが、技術革新やネットワークインフラ
の整備に伴い、インターネット上のメーリン
グリストや電子掲示板へと進歩してきた。そ
して、近年ではソーシャルメディアを活用し
た地域活性化が注目を集めている。その先駆
けとして利用されたのがブログであり、個人
による地域情報発信のツールとして、その後
もさまざまなブログツールが登場し、普及し
た。さらに2004年ごろからは、特定の地域に
特化した会員制のソーシャル・ネットワーキ
ング・サービス（SNS）である地域SNSが、
地域内のコミュニケーションツールとして利
用され始め、全国的に普及した。

地域活性化のためのこのような情報プラッ
トフォームは、ビジネスと地域貢献を目的に
民間企業が自前で運営していることが多い
が、自治体などの公共機関によって構築さ
れ、運営されるケースも少なくない。たとえ
ば、市民電子会議室の成功事例として有名な
神奈川県藤沢市の「市民電子会議室」や、熊
本県八代市が運営する地域SNS「ごろっとや
っちろ」などが顕著な例である。

しかし、自治体が自前で構築し運営してい
るこのような情報プラットフォームには、利
用が伸び悩んでいる地域SNSも多い。たとえ
ば、福岡県には筑後田園都市推進評議会が
2008年度から運営している地域SNS「ちっご

ねっと」があり、その活用を通して住民同士
の新たな交流が生まれ、ビジネスマッチング
が図られてはいるものの、会員数が約1200人
のまま伸び悩んでいた。さらに、運営費の負
担も問題となっていたため、大牟田市や久留
米市がそれぞれ運営している地域SNSと統合
することによって活路を見出そうとしてい
る。2005年末から増加し始めた地域SNSは、
10年２月時点の519カ所をピークにやや減少
し、11年２月では469カ所になっている。

次に、視野をさらに広げて、電子政府で利
用可能な認証プラットフォームである証明書
やクレデンシャル（ID注1とパスワードに代
表される電子証明書注2）はどうであろうか。
これらは、インターネット上で行政サービス
を利用するための認証プラットフォームとし
てだけでなく、実社会における自らの身分証
明書にもなるため利便性が高いとされてお
り、1999年以降、各国で導入され始めてい
る。しかしながら、発行が義務化されている
国を除けば、発行機関が行政のみの国におけ
る電子証明書の配布状況は、１％程度ときわ
めて低い（次ページの表１）。

2	 なぜ電子行政サービスが
	 使われないか

電子証明書も地域SNSも、国民にとっての
メリットがあるものの、実際には一部の人の
利用にとどまっているケースや、盛り上がり
が続かないSNSも少なくない。地域SNSが盛
り上がらない理由には運営体制をはじめとし
て複数の要因が考えられるが、大きな要因は、
利用者数がなかなか伸びない点にあると思わ
れる。SNSのようなネットワーク外部性注3が
働くサービスでは、利用者数がサービス自体
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の価値に直結する。利用者数の増加が限定的
である理由は、利用し始めるまでの障壁（エ
ントリー障壁）の多さにある。

地域SNSの場合、利用者はまずそのSNSの
存在を認知しなければならない。次に地域
SNSのメリットを、SNS自体の利便性も含め
て 理 解 す る 必 要 が あ る。 そ の う え で、

「Twitter（ツイッター）」や「Facebook（フ
ェイスブック）」とは異なる、地域ならでは
のSNSにユーザーIDやパスワードなどの情
報を登録しなければならない──など、エン
トリー障壁が多重に存在する。

電子証明書の場合はどうであろうか。手続
きの詳細は各国で異なるが、基本的には身分
を証明できる書類をそろえて役所に提出し、
発行に関する諸々の手続きを経て、一定期間
後に手元に電子証明書が届くという流れが一
般的である。こうした諸々の手続きと、利用
できるまでに要する期間そのものが障壁とな
る。電子証明書など利用頻度が高くないサー
ビスに、多大な負荷をかけてまで利用しよう

という国民は多くないだろう。
結果的に、地域SNSも電子証明書もともに

メリットはあるが、どちらもエントリー障壁
が多いことから利用者がそもそも増えず、コ
ミュニケーションや認証手段のデファクトス
タンダード（事実上の標準）にはなりきれず
に認知度も高まらない、という悪循環に陥っ
てしまっている。

こうしたサービスの利用に当たっては、新
たな情報収集や内容理解、情報登録といった
手間を利用者に取らせないことがエントリー
障壁の突破につながる。たとえば地域SNS
が、すでに多くの人が利用しているTwitter
やFacebook上でサービス提供されていたら
どうであろうか。あるいは電子証明書が、す
でに誰もが持っている媒体（運転免許証や健
康保険証）であったらどうであろうか。この
ような取り組みはまだ実現こそしていない
が、実現すればおそらく利用者数や利用件数
は現状を上回ると予想される。

サービス全体を行政側が自前で構築・運営

表1　各国の電子証明書の普及状況

エストニア ベルギー オーストリア デンマーク フィンランド スウェーデン 韓国 米国 日本

人口（人） 約134万 約1,058万 約823万 約551万 約532万 約918万 約4,846万 3億914万 1億2,715万

発行枚数（枚、年） 約105万（2009） 約850万（2008） 約10万枚（2007） 約134万（2009） 約24万（2009） 約230万（2009） 約1,790万（2008） 約429万（2010） 約113万（2009）

人口に対する発行比率 約80%注1 約80%注1 約1% 約24% 約5% 約26% 約37% 約1.4% 約1%

証明書の取得 義務（15歳以上） 義務（12歳以上） 任意 任意 任意 任意 任意（半強制） 任意 任意

発行機関 民間 行政、民間 行政 民間（委託） 行政、民間 行政、民間 民間 行政（職員）、民間 行政

導入年 2002年 2003年 2004年 2003年 1999年 2002年 1999年 2005年 2004年

証明書格納場所 ICカード（SIMカー
ド?）

ICカード ICカード、ハードウェ
ア証明書

ソフトウェア証明書 ICカード、SIMカー
ド

ハードウェア・ソフ
トウェア証明書

ICカード、その他ハー
ドウェア・ソフトウェ
ア証明書

ICカード（HSPD-12） ICカード

価格 10ユーロ（初回限定） おおむね10～ 15ユーロ eCardは無料 無料 48ユーロ 無料 無料（用途限定） ─ 500円

電子証明書 署名・認証各1枚 署名・認証各1枚 署名用2枚 署名・認証兼用 署名・認証各1枚 署名・認証各1枚 署名・認証兼用 HSPD-12注2 署名用1枚

注 1）強制配布のため、必ずしも利用率を表すものではない
　 2）HSPD-12：Homeland Security Presidential Directive 12、SIM：Subscriber Identity Module
出所）「電子政府ガイドライン作成検討会　セキュリティ分科会報告書」などをもとに作成
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することで継続性を担保するということも重
要であるが、利便性の高いサービスを、より
多くの人により早く利用してもらうには、そ
のチャネル（経路）や媒体を利用者が日常的
に使用しているものに合わせることが肝要で
ある。

Ⅱ	 政府・自治体によるソーシャル
	 CRMとオープンガバメント

1	 民間企業によるソーシャル
	 CRMの取り組み

政府・自治体が自前で構築・運営している
地域SNSや電子証明書などのプラットフォー
ムの利用が伸び悩んでいる一方で、民間企業
では、外部のソーシャルメディアを活用する
取り組みが増加している。数多くの民間企業
が自社の公式TwitterアカウントやFacebook
のファンページを持ち、消費者の声を分析
し、これらを新たな顧客接点として活用し始
めている。

たとえばパソコンメーカー大手のDell（デ
ル）は、2007年からTwitter上に公式アカウ
ントを運用して消費者向けにアウトレット情
報を提供しており、これによる売上高は300
万ドル以上である。Dellは、アウトレット情
報以外にも、顧客サポートや改善提案・要望
を受け付けるTwitterアカウントを運用し、
消費者と直接、コミュニケーションをしてい
る。

また、コーヒーチェーン大手のスターバッ
クスがFacebook上で運用しているファンペ
ージには、全世界で2000万人以上の利用者が
登録している。ファンページ上では毎日数千
以上のやり取りがあるだけでなく、スターバ
ックスはこのファンページを通して、顧客の
知恵を活用した革新的なサービスを創造して
いる。たとえばファンページ上で「使い捨て
のコーヒーカップの廃棄量を減らすアイデア
コンペ」が実施された。コンペでは、顧客が
環境負荷削減のためマイカップを持参し、う
まくいけばコーヒーが無料になるチャンスを

表1　各国の電子証明書の普及状況

エストニア ベルギー オーストリア デンマーク フィンランド スウェーデン 韓国 米国 日本

人口（人） 約134万 約1,058万 約823万 約551万 約532万 約918万 約4,846万 3億914万 1億2,715万

発行枚数（枚、年） 約105万（2009） 約850万（2008） 約10万枚（2007） 約134万（2009） 約24万（2009） 約230万（2009） 約1,790万（2008） 約429万（2010） 約113万（2009）

人口に対する発行比率 約80%注1 約80%注1 約1% 約24% 約5% 約26% 約37% 約1.4% 約1%

証明書の取得 義務（15歳以上） 義務（12歳以上） 任意 任意 任意 任意 任意（半強制） 任意 任意

発行機関 民間 行政、民間 行政 民間（委託） 行政、民間 行政、民間 民間 行政（職員）、民間 行政

導入年 2002年 2003年 2004年 2003年 1999年 2002年 1999年 2005年 2004年

証明書格納場所 ICカード（SIMカー
ド?）

ICカード ICカード、ハードウェ
ア証明書

ソフトウェア証明書 ICカード、SIMカー
ド

ハードウェア・ソフ
トウェア証明書

ICカード、その他ハー
ドウェア・ソフトウェ
ア証明書

ICカード（HSPD-12） ICカード

価格 10ユーロ（初回限定） おおむね10～ 15ユーロ eCardは無料 無料 48ユーロ 無料 無料（用途限定） ─ 500円

電子証明書 署名・認証各1枚 署名・認証各1枚 署名用2枚 署名・認証兼用 署名・認証各1枚 署名・認証各1枚 署名・認証兼用 HSPD-12注2 署名用1枚

注 1）強制配布のため、必ずしも利用率を表すものではない
　 2）HSPD-12：Homeland Security Presidential Directive 12、SIM：Subscriber Identity Module
出所）「電子政府ガイドライン作成検討会　セキュリティ分科会報告書」などをもとに作成
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獲得できる「Karma Cup（カルマカップ）」
というアイデアが採用され、サービスとして
実現した。

ソーシャルメディアを活用した民間企業の
こうした一連の取り組みはソーシャルCRM

（顧客関係管理）と呼ばれ、そのプロセスは
次のように３つに分類されている文献1。すな
わち、

①ソーシャルメディアに流れる消費者の声
を分析し、顧客の知恵を商品・サービス
設計に活かす「マーケティング」

②ソーシャルメディアをキャンペーンや見
込み顧客の管理に活かす「セールス」

③カスタマーサポートなどのオペレーター
がソーシャルメディアを通して行う「サ
ービス・サポート」

──である。スターバックスの例は①のマ
ーケティングに該当し、前述のDellの例は、
②のセールスと③のサービス・サポートに該
当する。

2	 ソーシャルメディアなどの民間
	 プラットフォームを活用し始めた
	 政府・自治体

近年では、民間企業だけでなく政府・自治
体がソーシャルメディアを活用する際に、民
間の情報プラットフォームを利用する事例が
国内外で増加している。

たとえば、カナダのトロント市は公式の
Twitterアカウントを複数運用し、住民から
の質問やそれに対する回答、各種交通機関の
運行情報の提供など、目的に応じて使い分け
ている。また米国のハンプトン市では、民間
の多様なソーシャルメディアを活用すること
で行政と住民とがコミュニケーションを取っ

ている。広報やPR用動画は「YouTube（ユ
ーチューブ）」で配信し、Facebook上には議
会やイベント会場、住民コミュニティなど７
つ の フ ァ ン ペ ー ジ を 開 設 し た。 ま た、
Twitter上にも経済開発局の融資情報や調達
課の調達情報など３つの公式アカウントを運
用し、ビジネスに関係する情報を提供してい
る。

わ が 国 で は、2009年 に 青 森 県 が 最 初 に
Twitterで公式アカウントを運用したのを皮
切りに、数多くの自治体が民間ソーシャルメ
ディアを組織的に活用し始めた。その顕著な
事例に、佐賀県武雄市の取り組みが挙げられ
る。同市は「日本ツイッター学会」を設立し
たことでも有名で、2010年９月からは職員を
挙げてTwitterを活用し始めた。さらに2011
年４月からは、ソーシャルメディアに専門的
に 対 応 す る「Facebook係 」注4も 新 設 し、
Facebook上で住民とコミュニケーションを取
っている。また、日本でTwitterのフォロワ
ーが最も多い自治体の茨城県は、YouTube
上でCMコンテストを開催している。また、
Twitter、ブログ、Webサイトを連動するこ
とでアクセス数を倍増させ、結果として地
域ブランドイメージの向上につなげた文献2。

自治体によるソーシャルメディアの活用の
プロセスを、前述のソーシャルCRMの枠組
みで分類すると、

①住民の声を行政サービスに活かす「マー
ケティング」

②地域住民に対する広報や地域ブランドの
向上などの「セールス」

③行政活動の見える化などの「サービス・
サポート」

──に分類できる。前述の武雄市による住
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民の声を活かす取り組みは①のマーケティン
グ、茨城県の地域ブランド向上の取り組みは
②のセールス、住民の質問に回答するトロン
ト市の取り組みは③のサービス・サポートに
該当する。

自治体だけでなく、政府による民間ソーシ
ャルメディアの活用も広がっている。たとえ
ば、首相官邸はTwitterで災害情報を発信し
ているほか、総務省、経済産業省、文部科学
省、厚生労働省など各省庁でもTwitterアカ
ウントを運用している。政府・自治体におけ
るTwitterの活用状況は、経済産業省が運営
する「オープンガバメントラボ」の「がばっ
たー」注5というサービスで一覧できる。

2011年３月11日に発生した東日本大震災以
降、ソーシャルメディアは災害に強いという
理由から、政府をはじめ、広報手段として
Twitterを運用する自治体が増加し、その数
は震災前の121件から、４月４日には148件に
なった（図１）。こうした動きに伴い経済産
業省は、2011年４月５日、政府のソーシャル
メディア活用指針と、公共機関がTwitterア
カウントを公式に運用する際の認証スキーム
を発表した注6。

政府・自治体によるこうした民間ソーシャ
ルメディアの活用の取り組みの背景には、

「オープンガバメント」確立の促進がある。
オープンガバメントとは、国民に対して透明
でオープンな政府を実現するための政策とそ
の背景となる概念で、①透明性、②市民参
加、③政府内および官民連携──の３つを基
本原則としている。2010年５月に高度情報通
信ネットワーク社会推進戦略本部（IT戦略
本部）から発表された「新たな情報通信技術
戦略」において、「オープンガバメント等の

確立」が掲げられた。
さらに、ソーシャルメディアではないが、

電子行政サービスでも民間の認証プラットフ
ォームが活用され始めている。オープンガバ
メントに向けた民間の認証プラットフォーム
の積極的な活用事例としては、政府が開設し
たWebサイトに民間企業の発行するID（民
間ID）を受け入れるという取り組みがある。
国内では、経済産業省が実施した「国民の声
アイディアボックス」という規制・制度改革
に向けて国民の声を集める実証実験のWeb
サイトで、Google（グーグル）やYahoo!（ヤ
フー！）などの民間IDと認証連携し、それ
らの民間IDで政府のWebサイトにログイン
することを可能にした。初期のユーザー登録
を省くことで簡便なサービス利用を実現し、
結果的に多くの国民から意見を集めることが
できた。

民間の認証プラットフォームや民間IDの
活用は、米国、フィンランド、韓国などでも
始 ま っ て い る。 米 国 で は、「OIX（Open 

図1　東日本大震災後に増加した政府・自治体のTwitterのアカウント
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出所）経済産業省「公共機関向けのTwitterアカウントの認証スキーム構築について」
　　　（2011年4月5日、http://www.meti.go.jp/press/2011/04/20110405004/2011040

5004.pdf）
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Identity Exchange）」と呼ばれるIDの情報連
携に関する各種制度やガイドラインを政府が
規定することで、電子行政サービスを民間
IDと連携させている。フィンランドでは、
電子行政サービスを利用する際の認証手段と
して、「Tupas」と呼ばれるフィンランド銀
行が発行するワンタイムパスワード（OTP）
トークン、および「Telcos」と呼ばれる民間
のモバイル証明書発行サービスが利用でき
る。一方、韓国は当初から、電子行政サービ
スの利用だけでは、新たにIDを取得するコ
ストに対して利用者のメリットは少ないと認
識していたため、認証局（電子証明書を発行
する機関）が発行したクレデンシャルの利用
を銀行や証券会社などに義務づけ、それを電
子政府でも使えるようにしたことで電子行政
サービスが爆発的に普及した。このように米
国、フィンランド、韓国では、電子行政サー
ビスの利用時にも民間の認証プラットフォー
ムが活用され始めている。

3	 ソーシャルメディア活用の
	 メリット

では、政府・自治体はなぜソーシャルメデ
ィアを活用し始めたのであろうか。それはソ
ーシャルメディアが、これまで住民との接点
の役割を担ってきた既存メディアでは困難な

価値を提供できるからである。
ソーシャルメディアのメリットは、既存メ

ディアとの対比で明らかになる。住民接点と
しての既存のメディアには、郵送、コールセ
ンター、電子メール、Webサイトなどがあ
りそれぞれ異なった特性を持っているため、
用途に応じて使い分けられてきた。既存メデ
ィアとソーシャルメディアを、

①リアルタイム性（情報を即時に提供でき
るか）

②インタラクティブ性（住民からの問い合
わせに職員が対応できるか）

③オープン性（情報や対応が広く国民に開
かれているか）

④ユニバーサル性（誰でも利用することが
可能か）

──で分類した（表２）。
ソーシャルメディアは、リアルタイム性、

インタラクティブ性、オープン性において、
既存メディアでは実現困難であった点を補完
している。ユニバーサル性については、現在
はまだ普及黎明期であるため低いが、政府・
自治体によるTwitterアカウント数などの増
加や国民のソーシャルメディアに対するリテ
ラシー（活用能力）の向上に伴って今後高ま
っていくことが予想される。

表2　政府・自治体が活用する主なメディアの比較
◦：大変優れている、〇：優れている、△：劣っている

リアルタイム性 インタラクティブ性 オープン性 ユニバーサル性

郵送 △ △ △ ◦

コールセンター 〇 ◦ △ ◦

電子メール ◦ ◦ △ 〇

Webサイト ◦ 〇 〇 〇

ソーシャルメディア ◦ ◦ ◦ △
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Ⅲ	 政府・自治体におけるソーシャ
	 ルメディア普及施策

1	 ソーシャルメディア導入における
	 普及施策

政府・自治体がオープンかつ多様な行政サ
ービスを提供するために、ソーシャルメディ
アは大きく貢献することができる。しかしそ
の活用には、成功事例・失敗事例から得られ
る示唆を踏まえたうえで取り組むべきであ
る。ソーシャルメディアの全般的な活用法に
ついては別稿文献2に詳しく記載されているの
で、本稿ではソーシャルメディアを国民に活
用してもらううえで特に留意すべき点を、導
入時・運用時のプロセスに分けて論じる。

まず導入時である。ソーシャルメディアの
導入には、自前による構築・運営と民間の情
報プラットフォームの利用という大きく２つ
の方法がある（表３）。

行政が自前で構築・運営している情報プラ
ットフォームの利用が伸び悩んでいる事例に
鑑みると、政府・自治体が民間プラットフォ
ームを活用するうえで最も重要なメリット
は、「既存の会員基盤を利用できること」で
ある。行政サービスは国民にとってなくては

ならないものであるが、他の民間サービスと
比較して利用頻度は低い。行政サービスを利
用してもらうために、ユーザー登録やID発
行の手続きを課すことは国民にとって大きな
負担となる。さらに、前述のとおりソーシャ
ルメディアはネットワーク外部性が働くサー
ビスであることから、多くの利用者を獲得す
ればするほどサービス自体の価値が高まる傾
向にある。そのため、既存の会員基盤を利用
できることは大きなメリットとなる。

そこで、政府・自治体がソーシャルメディ
アを活用する場合は、特別な目的がないかぎ
り、まず民間の情報プラットフォームの活用
を検討することが望ましい。

2	 ソーシャルメディア運用における
	 普及施策

次に、ソーシャルメディアの運用において
は利用目的を明確にし、提供する情報の特性
に応じて利用するメディアを分けたうえでそ
れらを有機的に連動させることが望ましい。

前述のとおり、ソーシャルメディアは政
府・自治体が活用している既存メディアとは
異なる特性を持ち、特にリアルタイム性、イ
ンタラクティブ性、オープン性に優れるもの

表3　ソーシャルメディア導入手法の分類

実現例 メリット デメリット

政府・自治体が自
前で構築・運営

● 独自システムを開発
● SNSのOSS（ オ ー プ ン
ソース・ソフトウェア）
を利用して自社SNSを運
用

● Webサイトで収集した情報
を自社で保有可能

● 自由に機能実装可能
● 既存のシステムや情報資産
の活用も可能

● 開発・運用コストが高額
● 長期の準備期間が必要
● 集客施策をすべて自社で実施

民間の情報プラッ
トフォームを利用

● Facebookにファンページ
を開設

● Twitterアカウントを開設

● システムの開発が不要
● 既存の会員基盤を利用可能
● 短期間で利用開始可能
● 専門性の高い技術的知識が
不要

● ソーシャルグラフの所有不可
● プラットフォームが提供する機
能以外の拡張は不可

● 情報システム運用を情報プラッ
トフォームに依存

出所）斉藤徹、ループス・コミュニケーションズ『ソーシャルメディア・ダイナミクス──事例と現場の声からひもとく、成功企業のソー
シャルメディア戦略』（毎日コミュニケーションズ、2011年）をもとに作成
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の、情報の特性によっては適さない場合もあ
る。たとえばTwitterは最新情報をリアルタ
イムに提供でき国民との対話も可能である
が、情報が次から次へと更新されてしまうた
め、重要な情報が埋もれてしまう可能性が高
い。そのため、国民や住民に広く知らせたい
情報は、Webサイトへの掲載が適している。

さらに、ソーシャルメディアとひとくくり
に し て も、Twitter、Facebook、YouTube
それぞれに、利用者に提供する情報の特性が
異 な る。 た と え ば 武 雄 市 は、Twitter、
Facebook、既存のWebサイトを使い分けて
おり、誰もがアクセスできるメディアとして
Webサイト、情報収集やコミュニケーショ
ンが気軽にできるメディアとしてTwitter、
ある程度の情熱や覚悟がある住民のためのメ
ディアとしてFacebookを位置づけている。

茨 城 県 の 場 合、CM動 画 コ ン テ ス ト は
YouTube上で開催したが、そのほかにも
Twitterやメールマガジンからの誘導や、ブ
ログなど多様なメディアを駆使して各メディ
アへのアクセスを倍増させている。なお、各
ソーシャルメディアを発信専用のメディアと
位置づけるか、あるいは住民と双方向にコミ
ュニケーションするためのメディアと位置づ
けるかによって、政府・自治体の運用面の負
荷が大きく変わるので、留意が必要である。

Ⅳ	 ソーシャルメディアによって
	 生じる新たなリスクと対策

1	 ソーシャルメディアの活用による
	 新たなリスク

民間企業や政府・自治体はソーシャルメデ
ィアを活用し始めているが、その普及によっ

て生じるリスクについても考慮しなければな
らない。ソーシャルメディア活用のリスク
は、運用面のリスクとして、

● 発言者・発言内容の信頼性の喪失や風評
被害・イメージの悪化

● 情報漏えい・プライバシーの侵害
● 金銭上の被害
制度面のリスクとして、
● 民事上または刑事上の法律違反
──に分類でき、これらは、政府・自治体

がソーシャルメディアを利用しない場合でも
生じうる（図２）。

まず「発言者・発言内容の信頼性の喪失や
風評被害・イメージの悪化」には、ソーシャ
ルメディア上で公的機関の職員が不用意な発
言をすることで生じる風評被害と、ソーシャ
ルメディア上に当該公的機関が存在しない場
合、それを悪用した第三者のなりすましが引
き起こす風評被害の２つがある。後者はしば
しば見落とされるリスクであるため、注意が
必要である。前者は職員としての発言であっ
ても個人としての発言であっても、当該機関
のイメージの悪化という意味では同様であ
る。特に匿名での発言は、発言者の気がゆる
み不用意な発言になる傾向があるが、インタ
ーネット上の発言において真に匿名であるこ
とは実際にはほとんどなく、そのことに本人
が留意することが重要である。

次の「情報漏えい・プライバシーの侵害注7」
には、従来の情報システムの利用とは別の観
点が求められる。ソーシャルメディアの利用
は多くの場合、政府・自治体のデータベース
には接続しない。そのため同データベースか
らの情報漏えいはほとんど心配する必要はな
いが、新たに生じうるリスクとしては、ソー
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シャルメディア独特の「フレンドリスト」
（人と人をつなぐリスト）や「フォロワー」
（購読者）に関係する情報漏えいやプライバ
シーの侵害があり、それらに注意しなければ
ならない。

たとえばTwitterでは、いわゆる「非公式
RT（リツイート：再配信）」がよく使われ
る。これは、ある人（元発言者）の発言内容
を引用した引用者が、自身のフォロワーに再
配信することである。多くの場合、元発言者
は自分の発言が引用され再配信されることを
誇りに思うが、元発言者が自らのフォロワー
だけに読んでもらうつもりで発信した発言を
引用者が再配信してしまうと、元発言者の意
図した範囲を超えて情報が公開されることに
なり、それがプライバシーの侵害になる可能
性が高い注8。

また、行政としては自らの政策に異議を唱
える個人の発言や行動を、さまざまなソーシ
ャルメディアを通じてトラッキング（追跡）
したい誘惑に駆られるかもしれないが、それ
がプライバシー侵害に当たる可能性があるか
どうか、実際にトラッキングする前に十分に
吟味しておく必要がある注9。

さらに、TwitterなどのようにAPI（Appli-
cation Program Interface：OSやミドルウェ
ア向けのソフトウェアを開発する際に使用で
きる仕組み）を公開しているソーシャルメデ
ィアが考慮すべき点は、担当者が不用意に
APIへのアクセス許可を与えてしまうと情報
漏えいやプライバシーの侵害が生じる可能性
があることである。たとえばTwitterでは、

「Twitterで認証する」としただけでも、個人
宛てのプライベートメッセージを含むすべて
のメッセージに対する読み取り権限を当該の
アプリケーションソフトに与えてしまう。ほ
とんどの場合、そうしたソフトはプライベー
トメッセージの読み出しなどはしないが、な
かには不正な動作をするアプリケーションソ
フトがある可能性も排除できない。したがっ
て、APIへのアクセス許可を与える際には十
分な調査と注意が欠かせない。

なお、ソーシャルメディアにかぎらずイン
ターネット上でいったん情報が流出した場
合、その情報の完全な回収は不可能であるこ
とを念頭に置く必要がある。
「金銭上の被害」は、ソーシャルメディアと
は一見関係なさそうであるが、意外な関係が

図2　ソーシャルメディアによって生じるリスクと対策

●　ソーシャルメディアと利用規約を締結
●　個人に対する利用規約の提示

生じるリスク 主な対策

信頼性の喪失や
風評被害・イメージの悪化

情報漏えい・プライバシーの侵害

金銭上の被害

●　利用ガイドラインの作成
●　公式アカウントの運用および多要素認証

民事上または刑事上の法律違反

●　元発言者の情報の流通範囲の想定
●　機微情報に対する配慮

●　悪意をもってなりすましをする個人・組織の調査
●　ソーシャルメディア運営事業者への注意喚起
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ある。米国では「Facebook詐欺」といわれ
る一種の振り込め詐欺が2010年ごろから問題
になっている。これは、Facebook上では利
用者の「フレンド」同士の信頼感が高いこと
を悪用した詐欺で、攻撃者の口座に振り込ま
せる犯罪である。たとえば、前述のAPIへの
アクセス許可を利用し、本人になりすまして

「慈善寄付のお知らせ」をフレンドに送り、
攻撃者の盗難口座に振り込ませるといった手
口である。

最後の「民事上または刑事上の法律違反」
は、ソーシャルメディアの規約にかかわるリ
スクである。多くのソーシャルメディアは独
自の規約を持っている。契約自由の原則があ
る民間企業では大きな問題にならない規約の
条項でも、行政機関や公務員が利用すると違
法になる可能性もあるため十分に留意すべき
である。

2	 新たなリスクに対する対策
では、ソーシャルメディアを活用すること

で生じうるこれらのリスクにはどのような対
策を講ずるべきであろうか。

職員の不用意な発言によって生じる「信頼
性の喪失や風評被害・イメージの悪化」につ
いては、ソーシャルメディアに対する担当職
員向けのリテラシー教育によりある程度回避
できる。具体的には、職員向けに利用ガイド
ラインを作成し、ソーシャルメディアの利用
申請手続きの過程を通してその理解度を確認
する。

なりすましに対応するには、当該機関がソ
ーシャルメディア上に情報発信をする、しな
いにかかわらず、公式アカウントをそのソー
シャルメディア上に設置するとともに、可能

であれば多要素認証（複数のパスワードなど
を用いた高度な認証）を利用してアカウント
の乗っ取りを困難にすることが有効である。
同時に、誤った情報や矛盾した情報が流れた
ときに、利用者が正しい情報を確認できるよ
う、当該機関のWebサイト上に公式見解を
示すページを必ず用意しておくことも有効で
ある。このページでは、どの情報が誤ってい
るか、どの情報が正しいのかをわかりやすく
まとめておくのがよい。
「情報漏えい・プライバシーの侵害」に関し
ては、発端の発言（元発言者）の想定してい
た情報流通の範囲を考えることが必要であ
る。たとえば、Twitterで元発言者が「鍵付
き」（閲覧者を制限する仕組み）で発言して
いるのであれば、その発言の再配信は慎まな
ければならない。また、Facebookで特定の
場所に「チェックイン」（位置情報を共有）
するときに、同時にそこにいる人として他の
利用者の位置情報を共有することの是非も十
分に考慮する必要がある。暗黙の了解がある
と思われても、念のため同意を得るほうが安
全であろう。

ソーシャルメディアを利用した個人の思想
信条の調査は、行政機関は厳に慎むべきであ
ろうし、意図して調査をしなくても結果的に
それが判明してしまった場合、機微な情報と
して十分に注意して取り扱うべきである。
「金銭上の被害」では、攻撃者は手を替え品
を替え攻撃を仕掛けてくるので、何か決まっ
た対策を講じておけばよいというわけにはい
かない。前述のFacebook詐欺については最
低限、①さまざまなソーシャルメディア上で
当該機関を名乗って発言している者がいない
かどうかをチェックし、②不正な情報が流れ
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ている場合には当該ソーシャルメディアおよ
びWebサイトなどで注意を喚起する──な
どの対策が必要であろう。当該機関がソーシ
ャルメディアを利用していないからといっ
て、ソーシャルメディア上での情報を訂正す
る必要がないというわけにはいかない。場

（ソーシャルメディア）があるのに、そこに
正しい情報を提供しないのは、当該機関とし
て適切な対処をしているとはいえない。そう
いう意味では、ソーシャルメディアにかかわ
らないという選択肢はすでにほとんどなくな
ってきているといえるのかもしれない。

最後の「民事上または刑事上の法律違反」
については、当該ソーシャルメディアと利用
規約を特別に締結すること、あるいは当該ソ
ーシャルメディア上の当該公的機関のページ
に必要な条文や、個人に対する利用規約を掲
示することなどが考えられる。場合によって
は、条例改正が必要になる可能性もあるので
十分に吟味すべきである。こうした事例とし
ては、米国ホワイトハウスのYouTubeのペ
ージ注10が有名である。同ページのプロフィ
ー ル 欄 に は、「Comments posted on and 
messages received through official White 
House pages are subject to the Presidential 
Records Act and may be archived. （投稿さ
れたコメントおよびホワイトハウスのオフィ
シャルページを通じて受け取ったメッセージ
は、大統領記録法の適用を受けて保存される
可能性がある）」と記載されている。そのほ
か、かつてはCookie（クッキー）に関連する
プライバシー侵害の懸念を晴らすためにさま
ざまな工夫がなされていた注11。日本の政府・
自治体がソーシャルメディアを利用する際に
も同様の検討と工夫が必要であろう。

Ⅴ	 オープンガバメントの
	 促進に向けて

1	 民間ソーシャルメディアの
	 災害時の活用

東日本大震災では、Twitterなどのソーシ
ャルメディアが情報源として活躍した。被災
地ならびに東日本各地域、さらにはそれ以外
の地域の利用者が、携帯電話端末などを使っ
てレポーターのようにそのときどきの状況を
刻一刻と発信し続けた。また、多数のフォロ
ワーを抱える有名人は、利用者からの「拡散
希望」というつぶやき（ツイート）を自らが
リツイート（さらにツイート）することで、
その有名人をフォローしている多くの人たち
へ情報を伝え続けた。つまり、有名人自体が
一つのメディアになっていたのである。この
ような状況のなか、政府・自治体は災害時に
ソーシャルメディアをどのように活用すべき
か。

まず考えられるのは、政府・自治体が利用
者として、Twitterなどリアルタイムに情報
発信が可能なソーシャルメディアを活用する
ことである。前述のとおり、国民や住民に知
らせたい情報を広く伝えるにはWebサイト
のような静的なメディアが適している。しか
し、リアルタイムで常に更新すべき情報は、
ソーシャルメディアによる周知が適してい
る。東日本大震災直後、岩手県釜石市の防災
無線は「津波の高さは３m」という初期の予
測情報を流し、その情報が一人歩きしてしま
った。こうした緊急時には、情報をリアルタ
イムで更新するとともに、できるだけ早く知
らせることも求められるため、情報は可能な
かぎりオープンでなければならない。情報が
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リアルタイムに更新され続けるソーシャルメ
ディアであれば、住民に対して最新の情報が
提供できる。今回の災害のような非常事態は
今後も起きる可能性があり、国民・住民がよ
り一般的に利用できるよう広めておく必要が
ある。

次に考えられるのは、政府・自治体が情報
を収集するためにソーシャルメディアを活用
することである。災害時のような状況では、
さまざまな場所から利用者が発信する情報を
収集し、それらに政府・自治体が保有する情
報とを組み合わせて適切な対策を講じなけれ
ばならない。利用者が発信する情報を活用し
たサービスの事例としては、「ウェザーリポ
ート」というサービスがある。これは、全国
のお天気サポーターから届けられる各地のリ
ポートをもとにした天気予報で、こうしたサ
ービスを天気予報だけでなく災害時の情報提
供にも活用し、被災状況を早期に把握するツ
ールとしてソーシャルメディアを役立てるべ

きであろう。
ソーシャルメディアは利用者の安否確認に

も役立つ。東日本大震災では、安否確認の情
報を登録・共有するためのソーシャルメディ
アとして、Googleが運営している「Person 
Finder（パーソンファインダー）」が利用さ
れ、60万件以上の情報が登録された注12。ま
た、非営利団体のオープンストリートマッ
プ・ファウンデーション・ジャパンの有志に
よって立ち上げられたWebサイト「sinsai.
info（シンサイ・インフォ）」では、地図と
リンクさせた災害情報の登録・共有が可能
で、登録されている職員や関係者、被災者の
安否を位置情報とともに確認することができ
る。もちろん、TwitterやFacebookのつぶや
きおよび更新履歴からも安否は確認でき、震
災時には実際にこれらを活用する民間企業も
あった。

ソーシャルメディアによって収集された情
報には不確かな内容も多数あるが、政府・自

図3　今後の理想的な情報収集・発信のサイクル（イメージ）

情報収集 情報収集

窓口（リアル
チャネル）など

リアルタイムで情報発信 リアルタイムで情報収集
（安否確認など含む）

定期的に情報発信
適宜フィードバック

政府・自治体

国民

Webサイト
ソーシャル
メディア

各種メディア情報発信
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治体が吟味することによって、被災地や被災
地周辺地域の住民に対して、少しでも早く有
益な情報を提供することができるであろう

（図３）。

2	 民間プラットフォーム活用の
	 未来

オープンガバメントに向けた政府・自治体
による民間の情報・認証プラットフォーム活
用の取り組みについて、ソーシャルメディア
にかぎらず、幅広く議論してきた。ここで
は、今後の施策に資するための視点として、
さらに議論を発展させて、いくつかの提言を
行いたい。

すでに述べたように、政府・自治体による
民間の情報プラットフォームの活用が促進さ
れれば、さまざまな分野における行政サービ
スの利便性向上や効率化が期待できる。民間
の情報プラットフォームを活用すれば、行政
は自前で新たにプラットフォームを構築する
必要がなくなるうえに、同プラットフォーム
の会員基盤や情報を利活用できる。国民は、
すでに利用している情報プラットフォーム上
で電子行政サービスが利用できるようになる
ため、初期登録などの手間を省くことができ
る。

民間の情報プラットフォームの活用によっ
て行政が提供できる可能性のあるサービスと
しては、たとえば、独居老人の生存確認であ
れば、ソーシャルメディアの利用履歴および
電気・ガス・水道などの利用状況、そのほか
普段の活動をデジタルデータに記録した情報

（ライフログ）から確認することができる。
ソーシャルメディアは高齢者にまだ浸透して
いないため利用者層にばらつきはあるが、ビ

ジネスマンにとってはすでに欠かせないツー
ルになっており、今後は多くの世代の人々が
利用するようになるだろう。自治体が戸籍を
整理したら、150歳以上の高齢者が存在した
という話は、行政の情報管理の信頼を失わせ
かけた。民間のライフログプラットフォーム
事業者が保有するログイン履歴などのライフ
ログを用いれば、効率的な生存確認が可能で
ある。もちろん、その場合は親族の同意を得
るなどプライバシーや個人情報保護に留意す
る必要がある。

また、政府・自治体が職員や専門家の人材
募集、ならびに必要な物資の調達を適宜行い
たいときもあるだろう。ソーシャルメディア
であれば、人と物を効率的にマッチングさせ
ることも可能である。たとえば、東日本大震
災では、各避難所が欲している物資と、提供
意向のあるボランティアを仲介するために、
Amazon.com（アマゾン・ドット・コム）の

「ほしい物リスト」が活用された。また、イ
ンターネット広告代理事業者であるサイバー
エージェントは、採用活動をソーシャルメデ
ィアで実施した。

さらに、決済や送金サービスにおいても民
間の決済プラットフォームを活用すべきであ
る。2010年４月から「資金決済に関する法律

（資金決済法）」が施行され、銀行でなくとも
送金サービスの提供が可能になった。それに
より、通信事業者やEC（電子商取引）事業
者などの事業者が送金サービスを提供し始め
ている。オンライン上の電子行政サービスに
付随して、本人確認をしたうえで送金サービ
スも提供できると、電子行政サービスがさら
に効率的に提供できるだろう。

上述のようなサービスを提供する場合、民
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間のサービスと政府・自治体とのサービスの
シームレスなID連携が実現できれば、国民の
利便性が高まり電子行政サービスが活用され
やすくなる。そのような環境にするには、前
述した民間の認証プラットフォームを活用す
べきである。野村総合研究所（NRI）は、行
政と民間をつなぐ認証プラットフォームの確
立によって電子行政サービスの利便性が向上
し、それによってビジネス創出が可能とな
り、最大で約10兆5000億円の経済効果がある
と試算している注13。

活用できる民間の情報プラットフォーム
は、ほかにも数多く想定できる。わが国のオ
ープンガバメントの確立に向けては、ソーシ
ャルメディアなどの民間の情報プラットフォ
ームを有効に活用し、電子行政サービスの利
便性向上や効率化につなげていくことが重要
である。国内大手SNSの「mixi（ミクシィ）」

「GREE（グリー）」には、2011年３月時点で
すでに2500万人前後の登録利用者がおり、
Facebookも800万 人、Twitterも1800万 人 近
い利用者がいる。大手のソーシャルメディア
の利用者を単純に合計しても7000万人以上が
対象になる。もちろん、重複している利用者
やアクティブでない利用者を考慮すると、対
象者は２分の１から３分の１程度かもしれな
い。しかし、利用者数は増加傾向にあり、電
子行政サービスを普及させるに当たっては、
これらのソーシャルメディアの活用が効果的
だろう。

以上のようなソーシャルメディアの拡大・
普及および民間の認証・決済プラットフォー
ムの動向を踏まえると、政府・自治体の電子
行政サービスにおいて民間プラットフォーム
の活用に取り組むことは、もはや時期尚早と

はいえないであろう。

注

1 IDとは、身分証明を表すIdentificationの意味
と、番号に紐づく情報までを含むIdentityの意味
があり、ここでは主に後者を指す

2 電子証明書は、書面による従来の印鑑証明書な
どの手続きに相当し、特定の発行機関や認証局
が発行する電子的な身分証明書である

3 同じ財やサービスの利用者数が増えれば増える
ほど、１人当たりの利用者がその財やサービス
から得られる便益が増加するという現象

4 「フェイスブック係を作る市長」（http://business. 
nikkeibp.co.jp/article/tech/20110310/218935/）

5 http://govtter.openlabs.go.jp/
6 経済産業省「公共機関向けのTwitterアカウント

の認証スキーム構築について」（2011年４月５日
プレスリリース）

7 情報漏えいとプライバシーの侵害はその意味す
るところが微妙に異なる。情報漏えいは、ある
情報が情報保有機関から単純に流出することを
指すのに対し、プライバシー侵害は、ある情報
が、当該主体が想定した情報共有範囲から情報
を取り出すことによって、当該主体の持つさま
ざまな主体との間の関係性を悪化させることを
指す

8 プライバシーの侵害が起きたかどうかは、流出
した情報がいわゆる「個人情報」であるかどう
かは直接関係ない。むしろ個人の思想信条を表
す「発言」や、個人と他の個人（友人など）と
の「関係」が流出するほうが、プライバシーの
侵害としては問題が多いと考えられる

9 発言者自身がトラッキングされることを念頭に
おいている場合もあるので、すべてのトラッキ
ングが一概にプライバシーの侵害を引き起こす
とはかぎらない

10 http://www.youtube.com/user/whitehouse
11 http://www.ipa.go.jp/about/NYreport/200908.

pdf（P.21参照）
12 2011年４月23日時点
13 試算結果の詳細は以下に記載されている。野村
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 総合研究所第148回メディアフォーラム：「『ID
エコシステム』導入の効果──国民ID制度に民
間 の 活 力 を 生 か す 」（http://www.nri.co.jp/
publicity/mediaforum/2011/pdf/forum148.
pdf）2011年２月21日、および同日付ニュースリ
リース：「『国民ID制度』に民間の活力を生かし
た『IDエコシステム』導入の効果は10.5兆円」

（http://www.nri.co.jp/news/2011/110221.
html）

参 考 文 献

1 亀津敦「企業はソーシャルメディアにどう対応
すべきか」『知的資産創造』2011年１月号、野村
総合研究所

2 シード・プランニング「2011年版ソーシャルメ
ディアと地域活性化事業の最新動向」2011年４
月

3 小林慎太郎「ソーシャルメディアに期待される
『 新 し い 公 共 』 と し て の 役 割 」『NRI Public 
Management Review』Vol.94、2011年５月、野
村総合研究所

著 者

伊藤智久（いとうともひさ）
消費財・サービス産業コンサルティング部コンサル
タント
専門は情報通信から金融・サービス分野などの各種
領域における事業戦略立案、CRM・マーケティング

戦略立案、法制度の構築支援

安岡寛道（やすおかひろみち）
消費財・サービス産業コンサルティング部上級コン
サルタント、駒澤大学経営学部非常勤講師、博士（シ
ステムデザイン・マネジメント学）
専門は情報通信から金融・サービス分野などの各種
領域におけるポイント・電子マネー・IDおよび決済
の事業戦略立案、CRM・マーケティング戦略立案、
オペレーション改革。また、eビジネスの新規事業
立ち上げ経験をもとにした各種新規事業の提言など

冨田勝己（とみたかつみ）
消費財・サービス産業コンサルティング部主任コン
サルタント
専門は情報通信から金融・サービス分野などの各種
領域におけるポイント・電子マネー・IDおよび決済
の事業戦略立案、CRM・マーケティング戦略立案

崎村夏彦（さきむらなつひこ）
DIソリューション事業部上席研究員、米国OpenID 
Foundation理事長、Kantara Initiative理事
専門はサイバースペース内での人やモノの識別・属
性情報の交換技術「デジタル・アイデンティティ

（DI）」、またそれにかかわる制度面・プライバシー
面の調査・研究およびソリューション企画。次期
OpenID規格群の共同著者



20 知的資産創造／2011年7月号

当レポートに掲載されているあらゆる内容の無断転載・複製を禁じます。すべての内容は日本の著作権法および国際条約により保護されています。
CopyrightⒸ2011 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. No reproduction or republication without written permission.

競争力強化に向けたMICE振興の
あり方（上）
都 市 の 集 客 機 能 強 化 に 向 け て

C O N T E N T S
Ⅰ　競争力強化に向けて期待を集めるMICE
Ⅱ　アジアで進むMICE振興戦略
Ⅲ　MICE開催地としてのわが国のポジション 

要約

NAVIGATION & SOLUTION

1	 成長エンジンとして期待を集める都市の集客機能強化に向けて、「MICE（マイ
ス）」が世界的に注目を集めている。それは、MICEのもたらす経済波及効果
が大きいこと、関連市場規模が大きく裾野が広いこと、MICEの開催がさまざ
まな取引やイノベーション（技術革新）の誘発に寄与すること──などによる。

2	 アジアをはじめ世界各国はMICE開催に注力している。たとえば中国では「第
12次５カ年計画」のもと、上海、北京、広州などで大規模施設の整備を推進し
ており、韓国は「展示産業発展法」を制定して展示会の統廃合を進めている。

3	 これに対してわが国の場合、MICEに対する本格的な取り組みは緒についたば
かりである。2010年を「Japan	MICE	Year」としてプロモーションを開始し
たが、世界的な認知度はまだ低い。

4	 グローバル社会におけるわが国の競争力を高めるための有力な手段として、今
後は、①グローバルプロモーションの充実強化、②存在感のあるMICE施設・
エリアの整備、③PPP（官民連携）による複合的な拠点形成──などを通じ
て、MICE振興を積極的に推進することが望まれる。

5	 東日本大震災や東京電力福島第１原子力発電所事故からの復興にMICEを活か
すことは重要である。開催自粛を抑制するとともに、津波防止に向けたコンベ
ンションなど、震災復興にも資するMICE開催を通じて外国人の訪日機会を増
やし、被災地を含む日本の安全性をアピールしていく活動が望まれる。

名取雅彦

Ⅳ　わが国のMICE誘致競争力強化に向けた課題
　　と振興方策の提案
Ⅴ　震災復興手段としてのMICEの推進

岡村  篤
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Ⅰ 競争力強化に向けて
 期待を集めるMICE

1	 注目を集めるMICE
「赤く巨大な逆ピラミッド」に鮮烈な印象を
持った人も多いことだろう。2010年５月１日
から10月31日の会期中、7308万人が来場した
上海万国博覧会の中国館である。同博覧会の
跡地は、浦東一軸四館地区の会議・展示機能
を中心に、文化、ビジネス、観光、居住など
の機能を集積させ、「５区一帯」と呼ばれる
上海市の21世紀を象徴する地区として整備さ
れる。近く20万m2に拡張予定の見本市・展
示場と合わせて、上海市が集客交流の場づく
りにいかに注力しているかがうかがわれる。

上海市にかぎらず、激しさを増すグローバ
ル競争のもと、都市の求心力を担う集客交流
基盤の整備が世界各地で積極的に推進されて
いる。たとえば、米国のニューヨーク市で
は、Jacob K. Javits Convention Center（ジ
ェイコブ K・ジャヴィッツ コンベンション
センター）の拡張と周辺整備が計画されてい
る。現在の施設を２ブロックにわたり約
7400m2（８万ft2）拡張するとともに、ホテ

ルの建設も予定されている。また、鉄道アク
セスの改善や劇場、商業施設、住宅などの立
地に向けたコンベンション回廊（Convention 
Corridor）整備の構想もある。英国のロンド
ンでも、ドックランズに位置する見本市・展
示場のExcel London（エクセル・ロンドン）
が拡張され、周辺へのホテルの立地が推進さ
れている。各地で展開される集客交流基盤の
取り組みは枚挙にいとまがないほどである。

世界各地におけるこうした集客交流基盤の
整備のねらいは、大規模な「MICE（マイス）」
の誘致と開催である。MICEとは、多くの人々
の集客交流をもたらす企業等の会議（Meeting、
以下、ミーティング）、企業の行う報奨・研
修旅行（Incentive Travel、以下、インセン
ティブトラベル）、国際会議（Convention、
以下、コンベンション）、展示会・イベント・
見本市（Exhibition & Event、以下、展示会・
イベント）の総称で、特に外国人が参加する
大規模なビジネスベースの集客交流の取り組
みを意味するケースが多い（表１）。

MICEという用語は1990年代から用いられ
るようになった。たとえば1995年に、オース
トラリアが自国のMICE振興に向けた国家戦

表1　MICE（マイス）の概念

区分 外国人（国内居住者を除く）参加型 国内型

Meeting ● （国内居住者を除く）外国人が参加する企業の会議や研修 ● 左記以外の企業の会議
Incentive
Travel

● 海外企業および国内企業による下記の旅行
①社員・職員を対象とする報奨旅行　　②取引先・顧客を対象とする招待旅行

● 国内企業のインセンティブ
トラベル（左記以外のイン
センティブトラベル）

Convention ● 国際会議
＊国際機関・国際団体（各国支部を含む）または国家機関・国内団体（各々の定義が明確

ではないため民間企業以外はすべて）が主催する会議で、下記の基準を満たす会議
①参加者数50人以上　②参加国3カ国以上　③開催期間1日以上

● 左記以外の会議

Exhibition & 
Event 

● 国際見本市
＊ISO（国際標準化機構）25639の定義：出展者の10%以上または来場者の5%以上が海外

から参加している見本市
● 国際イベント（外国人の集客が期待できるイベント）

＊文化イベント、フェスティバル（外国人の集客が期待できる芸術イベント、祭り：便宜
的に外国人向けガイドなどで紹介されているイベント、祭りと定義）

＊スポーツイベント（各種競技の大規模な国際大会）
＊博覧会（国際博覧会、地方博覧会）

● 国内見本市（左記以外の見
本市）

● 国内イベント（左記以外の
イベント）
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略「会議・インセンティブ・コンベンショ
ン・展示産業国家戦略（A national strategy 
for the meetings, incentives, conventions 
and exhibitions industry）」 を 策 定 し て い
る。特に近年は、都市の集客機能強化という
観点からMICEの重要性があらためて注目さ
れ、多くの国が重要な集客交流戦略として
MICE振興に取り組んでいる。

わが国は従来、コンベンションの誘致を推
進してきたが、観光庁が2009年に「MICE推
進アクションプラン」を策定して以降、遅ま
きながら対象範囲を拡大し、MICEとしての
集客交流を国を挙げて推進するようになっ
た。特に2010年には「Japan MICE Year」
としてMICEの誘致活動を開始し、東京や大
阪をはじめとする全国各地の地方自治体も積
極的にMICEの誘致活動に取り組んでいる。

2	 MICEが注目される理由
（1） 大きな経済波及効果

国や地方自治体、経済界がMICEに注目す
るのは、第１にMICEのもたらす経済波及効
果が大きいためである。MICEは、数日間の
会期を取って開催されるケースが多いため宿
泊を伴う海外からの参加者の割合が高く、開
催事業費も大きい。そのため、一般旅行者と
比較すると宿泊期間が長く、事業費まで勘案
すると１人当たりの消費額が多い。また、開
催期間後に周辺を観光するアフターコンベン
ションによる消費も期待できる。

2004年に策定されたタイのMICEプログラ
ムの背景には、一般旅行者より消費額の高い

「クオリティビジター」を増加させるという
考え方がある。2005年のタイのMICE関連の
外国人参加者は、一般旅行者の4.8％だが、

その消費額（外貨獲得高）は全体の10.5％を
占めている。これは一般旅行者以上の経済効
果が期待できるということであり、MICE関
連の訪問者を増加させることで効率的な外貨
獲得を目指すものである。

また、コンベンション施設、展示場・イベ
ント施設、スポーツ施設など、MICEのため
の施設建設がもたらす経済波及効果も大き
い。海外では、集客交流基盤施設の建設費の
起債に当たっては経済波及効果を試算し、建
設のメリットを納税者に示す例も散見される。

（2） 裾野が広い関連市場

第２の理由は、MICEの関連産業が多岐に
わたり、その効果が広範な産業や職種に及ぶ
ことである。会議や展示を伴うMICEは、通
常の観光でも支出される来場者の交通費、宿
泊費、飲食費、土産・買い物費に加えて、会
場・会場設営・装飾費、メディア・配布物の
制作費、展示・配布物の搬送費、会場受付、
警備、企画・運営等に関する経費など、
MICEならではの経費が支出される。各ブー
スで働くアルバイトなどへの支出も多い。そ
の結果、通常の観光以上に広範な業種への経
済効果が期待できる。

東京ビッグサイトの調査によれば、効果が
大きい業種としてはサービス業、商業、運輸
業などで、他にも農林水産業、金融保険業な
ど多様な業種にも効果が及ぶ。

（3） さまざまな取引機会や 
 イノベーションの誘発

第３に、MICEが多様な取引機会やイノベ
ーション（技術革新）を生み出す場を提供す
ることが挙げられる。企業・団体等の会合、
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企業などが実施するインセンティブトラベル
や展示会・イベントといったMICEは、取引
の場であるとともに、多くの参加者が新しい
情報を発信し共有する場でもある。

学会などのコンベンションでは最先端の学
術研究成果が報告され、関係者がその応用を
めぐって議論する。新しい技術の展示会・イ
ベントでは、それらを適用した試作品が公開
され、関係者の評価がその場で得られる。
MICEは、イノベーションを促進するこうし
た情報を受発信する貴重な場を提供している。

3	 MICEの市場規模
MICE全体の市場規模に関する調査は、わ

が国を含めてあまり実施されていないのが実
状である。こうしたなか米国のCIC（The 
Convention Industry Council）は2011年２
月、全米における包括的なMICE注1の調査を
発表した。国内型も含んだ調査ではあるが、
2009年の全米のMICE参加者数は約２億人に
のぼり、関連産業の支出額は約2634億ドルに
達する。主な支出項目を見ると、MICEの企
画運営・施設費などが57%、宿泊・飲食など
旅費関連が43%である。

こうしたそれぞれの支出額から他産業へ支
出される経費分を除き、新たに生み出された
給与・利益などの付加価値分のみを積み上げ
た結果（GDP〈国内総生産〉換算）は約
1060億ドル（米国のGDPの約0.8%）で、約
165万人の雇用分に相当する。1060億ドルは
自動車産業の付加価値780億ドルを上回る。
また、間接効果を含めた市場規模はやや高め
ではあるものの、約9072億ドル、GDP換算
で約4579億ドル（米国のGDPの約3.2%）と
試算されている（表２）。関連産業まで含め

ると、MICEは大きな経済波及効果を生んで
いることがわかる。

一方、タイの場合、2010年に開催された
MICEは、国外から約74万人の参加者があ
り、支出額は約17億ドルと推計されている。

わが国ではMICEに関する統計が整備され
ておらず、特にミーティングとインセンティ
ブトラベルの関連市場規模がはっきりしな
い。現在、入手可能な資料のなかでは日本イ
ベント産業振興協会「平成20年国内イベント
市場規模推計結果報告書」があり、これによ
れば、MICEの関連市場規模は支出ベースで
約２兆7000億円に達する。この額に、総務省
の2005年産業連関表の対事業所サービス業の
粗付加価値率59.4%を乗じると、同市場規模
は付加価値ベースで約１兆6000億円（日本の
GDPの約0.32%）と見積もられる。

ミーティングとインセンティブトラベルが
はっきりしていないため単純な比較はできな
いが、ミーティングとインセンティブトラベ
ルを除く日本のMICE市場規模は、米国の同
市場規模の推計値約588億3000万ドル（米国
のGDPの0.44％）に比べ、GDPに対するシェ
アはやや低いと考えられる注2。

Ⅱ アジアで進むMICE振興戦略

急速な発展を遂げるアジア・大洋州地域に
おけるMICE開催のニーズは拡大を続けてお

表2　米国におけるMICE開催の経済効果

経済効果 産出額
（億ドル）

付加価値額（GDP）
（億ドル）

雇用者数
（万人）

雇用者所得
（億ドル）

直接効果 2,634.43 1,060.96 165.0 595.12

間接効果 2,835.21 1,515.07 216.4 928.48

誘発効果 3,602.79 2,003.08 248.3 1,186.49

合計 9,072.43 4,579.11 629.7 2,710.09

出所）CIC（The Convention Industry Council）“The Economic Significance of Meetings 
to the U.S. Economy” February 2011
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り、同地域・諸国間でのMICEの誘致競争は
ますます激化している。なかでも競争力が特
に高いといわれている国が、ソウルや釜山を
有する韓国、コンベンション開催件数でアジ
ア首位に立つシンガポール、コンベンション
開催地として高い競争力を持つシドニーとメ
ルボルンを有するオーストラリアである。ま
た中国も、急速な経済成長を背景に、沿岸部
の大都市を中心にMICE開催地としての存在
感を高めており、わが国の脅威となっている。

いずれの国においても産業としてのMICE
の重要性は広く認識されており、その振興に
国を挙げて取り組んでいるといえる。本章で
は、シンガポール、韓国、中国、オーストラ
リアの概要を整理する。

1	 シンガポール
天然資源に乏しいシンガポールは、諸外国

からの民間投資の呼び込みによる成長戦略を
基軸にすえ、リー・クアンユー初代首相のも
と、「T3F（トランスポーテーション、テレ
コミュニケーション、ツーリズム、ファイナ
ンシャルセンター）」政策を推進してきた。
そのなかのツーリズム（観光）、特に１人当
たりの消費額が大きく地域経済に与える影響
も大きいMICEは、シンガポール政府がその
振興を国を挙げて推進してきた。その結果シ
ンガポールは、アジアで最も競争力のあるコ
ンベンションの開催地としてその地位を確立
するに至っている。

シンガポールでMICE振興の中核的な役割
を 果 た し て い る の が、MTI（Ministry of 
Trade and Industry：通商産業省）が管轄す
るSTB（Singapore Tourism Board：シンガ
ポール政府観光局）である。STBは、MICE

を含めた同国の観光産業全般の振興を役割と
しており、観光産業ビジョンの策定、観光関
連イベントの開催、海外市場でのプロモーシ
ョン活動などを展開している。また、STBは
世界22都市に海外事務所を設置し、同事務所
を通じて海外市場のマーケティング活動も行
っている。その内容は多岐にわたり、コンベ
ンション等の開催ニーズの把握や、主催者お
よび開催地を決定するキーパーソンとのコミ
ュニケーション、ビッドペーパー（立候補提
案書類）作成支援などである。海外事務所を
通じたこうしたマーケティング活動こそ、シ
ンガポールがコンベンション開催地としてア
ジアナンバーワンの地位を不動のものにして
いる要因の一つであろう。

また、シンガポールには、カジノやホテ
ル、MICE・飲食物販・エンターテインメン
ト 施 設 な ど で 構 成 さ れ るIR（Integrated 
Resort：複合観光施設）が、2010年に２施設
開業している。シンガポールでは過去、カジ
ノの建設・運営は認められてこなかった。し
かし、歴史的な観光資源や自然観光資源の少
なさ、および周辺諸国の観光開発の進展に伴
い、同国の観光産業の国際競争力が相対的に
低下することが危惧され、リー・シェンロン
首相の強いリーダーシップのもと国民的な議
論を経て、2005年にカジノを含むIRの導入
が決定された。

通常、会議場やイベント・展示場で構成さ
れるMICE施設は、単体で初期投資を含めた
採算性を確保することが難しい。わが国の
MICE施設の多くも、初期投資は地方自治体
などの負担となっている。一方、IRであれ
ば、その構成施設の一つであるカジノから上
がる多額の収益をMICE施設の初期投資に充
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てることができ、それによって純民間資本に
よる大型MICE施設の建設・運営が可能とな
る。また、カジノとMICE施設という２つの
集客機能を一施設内に設けることで、ホテル
や飲食物販、エンターテインメントといった
アフターコンベンション機能の設置が可能と
なり、結果としてMICE開催地としての競争
力強化を実現している。

2	 韓国
韓国は2006年に、次世代成長産業の一つと

してコンベンション産業を戦略的に育成する
ことを目的とした「国際会議産業育成基本計
画」を策定している。同計画では、2010年ま
でに韓国を世界で12位以内のMICE開催国に
押し上げることを目標に掲げている。UIA

（Union of International Associations：６万
を超える組織団体などにかかわる情報の調
査・収集・分析を行っている組織）の「国際
会議統計（UIA統計）」によると、国・地域
別のコンベンション開催件数で韓国は、2006
年 の16位（185件 ） か ら09年 に は11位（347
件）に上昇している。

また、韓国は2008年に「展示産業発展法」
を策定している。展示産業が、技術や製品、
情報の交流の場として国内産業の競争力強化
に大きく貢献するとして、国家の戦略産業に
位置づけたのである。

韓国ではこのように法律や計画により
MICE産業の育成・発展を促すことに力を入
れており、MICE施設の新設・拡充にも注力
している。その代表例が、ソウルに隣接する
高 陽 市 に 立 地 す る 韓 国 最 大 の 展 示 施 設
KINTEX（Korea International Exhibition 
Center：キンテックス）の規模拡張である。

KINTEXの展示面積は５万3451m2である
が、現在拡張工事が行われており、2011年内
には約10万m2になる。拡張後は、日本最大
の展示場である東京ビッグサイトの展示面積
約８万m2を上回るアジアを代表する国際展
示場となる。さらに、将来的には約17万m2

まで展示面積を拡張することも計画されてい
る。KINTEXは、この拡張によって稼働率
の低下は避けられないとしているが、年間を
通じた稼働率よりも、ピーク時の需要に対応
しうる展示面積の確保を重視しており、
KINTEXのミッション（使命）を、「地域へ
の経済波及効果の創出」「都市・国家のブラ
ンディング」の２点とし、その実現を最優先
した結果の施設規模拡張といえる。

また、MICE産業の競争力の基盤となる人
材育成についても、国家資格である「コンベ
ンション企画士」が設けられているほか、大
学にはMICE関連人材の育成を目的としたコ
ンベンション学科も多数設置されている。

3	 中国
中国では、上海、北京、広州といった沿岸

地域の大都市を核として急速に拡大してきた
同国経済を背景に、展示会を中心とする
MICE産業が急速に成長している。中国で開
催される展示会には、同国での販路拡大やビ
ジネスチャンスの獲得を目的に、世界各国か
ら多くの出展者が集まり、その規模は年々拡
大している。世界最大規模を誇る自動車展示
会の１つとなった上海モーターショーなどは
その典型例といえる。

このような展示会ニーズの拡大に伴い、中
国では大型の展示場が複数建設されている。
その代表例が上海新国際博覧中心である。上
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海新国際博覧中心はドイツの展示会場運営企
業３社（Deutsche Messe〈ドイツメッセ〉、
Messe Düesseldorf〈メッセデュッセルドル
フ〉、Messe München〈メッセミュンヘン〉）
などと、上海市の政府系企業である上海浦東
土地開発公社が共同出資し建設された展示施
設である。2011年１月時点での展示面積は12
万6500m2であるが、同年11月には屋内展示
面積が20万m2に達する予定となっている。

欧州の展示ビジネスの拠点として、ドイツ
には圧倒的な競争力を有する展示場が多数立
地しており、その展示会場運営企業には展示
ビジネスに関する知見とノウハウが蓄積され
ている。こうした企業は単に施設を貸し出す
だけでなく、数多くの展示会を独自に主催し
ているのが特徴である。展示場運営に関する
高度なノウハウを必要としていた上海市政府
と、アジアでの展示会運営ビジネスおよび自
社主催展示会のアジア展開を図りたいドイツ
の展示会場運営企業の思惑が一致したこと
で、上海新国際博覧中心のビジネススキーム

（枠組み）が成立したといえる。
なお、上海新国際博覧中心は巨大な展示面

積を有しながら稼働率は非常に高く、新たに
予約を入れるのは数年先まで難しいという。
上海では、拡大を続ける展示会ニーズに応え
るべく、上海新国際博覧中心に加え、冒頭で
述べたとおり、万国博覧会場跡地への展示場
建設なども予定されている。

また中国は、展示会ビジネスばかりではな
く、今後はコンベンションの誘致にも注力し
ていく計画である。2011年から実施されてい
る「第12次５カ年計画」のなかで、コンベン
ション産業を国家の産業の柱の一つにすえる
としており、コンベンションの誘致に関連し

た投資も拡大すると推測される。

4	 オーストラリア
観光が基幹産業の一つであるオーストラリ

アでも、MICEは高付加価値な産業として認
識されており、前述のように、1995年に他国
に 先 駆 け、 国 家 戦 略 と し て「A national 
strategy for the meetings, incentives, 
conventions and exhibitions industry」が策
定され、以来、国を挙げてMICE振興に取り
組んできた。その成果もあり、2000年代に入
ると、MICEはレジャーなど他の目的を上回
るインバウンド旅客数（海外からの旅客数）
の伸びを達成してきた。

ただし、2008年に策定された「2020年展示
法 オーストラリアのビジネスイベントに関す
る 国 家 戦 略（National Business Events 
Strategy for Australia 2020）」では、競争環
境が厳しくなるなかにあってオーストラリア
は機会損失を招いているとの認識が示され、
Tourism Australia（TA：オーストラリア政
府観光局）の予算増大などを通じたプロモー
ションの強化が取り上げられている。

また、オーストラリアでは、TAとともに、
各州に設立されている州政府観光局、市ある
いは地域ごとに設立されているコンベンショ
ンビューローがMICE振興の担い手となって
いる。同国のMICE開催地として、これまで
シドニーとメルボルンが高い競争力を有して
きたが、両都市の既存の施設がMICE誘致の
制約になっているとの認識のもと、複合的な
施設整備が推進されている。たとえばシドニ
ーの場合、国際会議場と展示場の複合施設の
Sydney Convention & Exhibition Centre（シ
ドニー国際会議・展示センター）に隣接する
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エンターテインメントセンターの再開発とと
もに会議施設の充実が構想されている。この
計画はダウンタウンのビジネスゾーンの再開
発とも併せて構想されており、コンベンショ
ン誘致において、シンガポールやソウルと並
び、今後、わが国にとって非常に強力な競合
相手になる可能性がある。

Ⅲ MICE開催地としての
 わが国のポジション

世界各地でMICEの振興が推進されるな
か、MICE開催地としてのわが国の存在感は
弱まっている。前章で述べたアジア・大洋州
諸国・地域の競争力と比較した場合、わが国
はどのような位置づけにあるのだろうか。

1	 コンベンション開催件数
前述のUIAの「国際会議統計」によれば、

2009年に世界で開催されたコンベンションは
１万1503件で、国別に見ると、米国1085件、
シンガポール689件、フランス632件、ドイツ
555件、日本538件、ベルギー470件、オラン
ダ458件、オーストリア421件の順となってい
る。都市別に見ると、１位はシンガポールの
689件で、２位ブリュッセル395件、３位パリ

316件と続いている。東京は134件で世界で11
位（表３）。アジア内では、2008年から順位
を１つ落とし、シンガポール、ソウルに次ぐ
第３位となった。

2	 展示施設
世界のイベント・展示場の整備状況を見る

と大規模化が進展している。特にEU（欧州
連合）には、ドイツのHannover Messe（ハ
ノ ー バ ー メ ッ セ、 展 示 面 積 約49万m2）、
Messe Frankfurt（メッセフランクフルト、
同34万6000m2）、イタリアのFieramilano（フ
ィエラミラノ、同34万5000m2）をはじめ大
規模な展示場が多い。成長著しいアジアでも
MICEの誘致に向けて、大規模施設の整備が
積極的に推進されている。たとえば、中国、
韓国、タイ、シンガポールなどが10万m2を
超える大規模展示施設を整備し、プロモーシ
ョンを強化している。これに対してわが国
は、最大の東京ビッグサイトでさえ８万
660m2にすぎず、規模的には世界ランキング
の50位にも入らない（次ページの表４）。

3	 業界関係者から見たMICE開催地
	 としてのわが国の位置づけ

世界のMICE業界関係者を対象に、観光庁

表3　世界のコンベンション（国際会議）の開催件数（2009年）

国別 都市別
順位 国名 件数 2008年の件数　順位 順位 都市名 件数 2008年の件数　順位

1 米国 1,085 1,079 1 1 シンガポール 689 637   1
2 シンガポール 689 637 3 2 ブリュッセル 395 299   3
3 フランス 632 797 2 3 パリ 316 419    2
4 ドイツ 555 440 6 4 ウィーン 311 249   4
5 日本 538 575 4 5 ジュネーブ 183 102  11
6 ベルギー 470 383 9 6 ベルリン 171 84 18
7 オランダ 458 428 7 7 プラハ 170 79 21
8 オーストリア 421 315 11 8 ストックホルム 159 59 32
9 イタリア 391 413 8 9 ソウル 151 125   7
10 スペイン 365 467 5 10 バルセロナ 148 193   5

11位 東京 134 150 6

出所）JNTO（日本政府観光局）「国際会議統計」2009年（原典はUIA）
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が2010年度（平成22年度）に実施したアンケ
ート「海外における我が国のMICEブランド
認知度調査」によれば、MICE開催地として
のわが国の評価順位は、アジア・大洋州諸
国・地域のなかで、オーストラリア、シンガ
ポール、香港、タイ、マレーシア、中国に次
ぐ７番目となっている（図１）。オーストラ
リアやシンガポールだけでなく、中国などの
新興国と比べても、MICE開催地としてわが
国は後塵を拝しているという結果は衝撃的で
ある。上述のアンケートは、コンベンション
や展示会・イベントだけでなく、MICE全体
の競争力についても調査しており、インセン
ティブトラベルなどが含まれていることを差
し引いても、現状でのMICE開催地としての
わが国の評価は高いとは言い難い。

Ⅳ わが国のMICE誘致競争力
 強化に向けた課題と
 振興方策の提案

アジア・大洋州で最高レベルの経済水準を
誇り、治安の良さも世界的に評価されている

わが国であるが、以上に示したようにMICE
については他国に後れを取っている。競争力
の強化を図るには、以下の課題と振興策に取
り組むことが望まれる。

1	 グローバルな視点に立った
	 マーケティング・プロモーション
	 の充実強化

まず指摘できるのが、海外のMICE市場に
関するマーケティング活動の不足である。わ
が国のMICE振興は緒についたばかりで、本
格的なマーケティング活動は今後、観光庁を
中心に進められる予定となっているが、これ
までは、国内のMICE業界関係者が行ってき
た感は否めない。MICE開催地としてのシン
ガポールの競争力の源泉の一つが、海外事務
所などを活用した徹底的なマーケティング活
動にあることは前述したとおりである。わが
国も、JNTO（日本政府観光局）の海外事務
所との連携や、民間企業が有する海外の
MICE業界関係者とのネットワークを活用し
て、マーケティング活動を強化することが望
まれる。

また、MICE開催地としてのわが国の存在
感を高めるには、魅力や価値を海外に発信し
ていくことが欠かせない。しかしながら、海
外 のMICE主 催 者 やPCO（Professional 
Congress Organizer）、ミーティングプラン
ナーの目から見ると、わが国はMICEの開催
地としての存在感に乏しい。シンガポールや
オーストラリアをはじめとして多くの国が
MICE全般の誘致・開催に積極的に取り組ん
でいるなか、わが国もMICEの積極的なプロ
モーションを推進する必要がある。すでに観
光庁が、MICE専門誌への広告掲載やMICE

表4　世界の見本市・展示場の展示面積

順位 施設名 国名 規模（m2）

1 ハノーバーメッセ ドイツ 495,265
2 メッセフランクフルト ドイツ 345,697
3 フィエラミラノ イタリア 345,000
4 広州交易会展示場 中国 340,000
5 ケルンメッセ ドイツ 284,000

…

22 インパクト タイ 140,000

…

35 上海新国際博覧中心（SNIEC） 中国 126,500

…

39 北京新国際博覧中心 中国 106,800

…

41 深圳会展中心（SZCEC） 中国 105,000

…

46 シンガポールエクスポ シンガポール 100,000

…
… 東京ビッグサイト 日本 80,660

…

出所）AUMA（http://www.auma.de/）より作成
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る。国内市場に大きな成長が見込めないな
か、今後わが国が主なターゲットにすべき
は、成長を続けるアジアのMICE市場である
ことは疑いの余地がない。

ターゲットとすべき市場が代われば、必要
とされるノウハウや知識、プロトコル（公式
な規則や手順）も当然変化する。しかし現時
点では、MICE誘致を担う国内の人材はその
変化に対応しきれていない状況である。その
一方で、競合国であるシンガポールは自国市
場の小ささから、常に海外市場をターゲット
に活動を展開してきたことでノウハウや知見
が蓄積されている。同じく韓国も、海外市場
のさらなる開拓のためにMICE分野の人材育
成の強化を図っている。わが国においても、
MICE誘致活動の国際的なノウハウに精通
し、プロトコルに対応できる関連人材の育成
を強化すべきであろう。

専門見本市・商談会への出展、キーパーソン
などの招請を行っているが、マーケティング
活動に基づいたさらなるプロモーションの強
化が期待される。

そのなかでは魅力的なコンテンツをいかに
打ち出していくかも課題であろう。たとえば
コンベンションの誘致においては、日本各地
に存在する歴史的・文化的建築物を活用した
レセプションの提案、インセンティブトラベ
ルの誘致においては、国際的に評価の高いわ
が国のサービス業と連携した研修パッケージ
の提案など、「そこでしか体験できない」ユ
ニークベニューを地域で創造していくことも
検討すべき課題であろう。

2	 MICE誘致にかかわる人材育成
コンベンションなどの開催地は、候補地間

のコンペティションで決定されることが一般
的である。このコンペティションに勝つに
は、主催者である、たとえば学会の国際本部
のキーパーソンへのロビー活動や、主催者サ
イドのニーズに応じたプレゼンテーション、
ビッドペーパーの作成などが不可欠となる。
しかし、欧州をはじめとする国外および国内
のMICE業界関係者からは、MICE誘致に中
心的な役割を担っているわが国のコンベンシ
ョンビューローなどの人材の一部に対して、
国際対応力の低さが指摘されている。

その経済規模の大きさから、わが国はアジ
ア内では最大ともいえるMICE市場を国内に
抱えてきた。したがって、わが国のMICE業
界関係者は、過去、主に国内市場を対象に誘
致活動をしてきた。しかし、アジアの著しい
経済発展と経済統合の深化などを背景に、ア
ジアのMICE市場は急速な成長を遂げてい
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図1　MICE開催地として優れた国・地域（複数回答可）

　　　　調査票配布数： 計412票配布
　　　　　●　ICCA会員企業・団体：Meetings Managementにカテゴライズ
　　　　　　　　　　　　　　　　される 270社・団体など
　　　　　●　World PCO Alliance所属企業： 15社
　　　　　●　INCON所属企業： 9社
　　　　　●　メルボルンMICEセミナー参加者： 35人
　　　　　●　AIME2011、日本ブース来場者： 83人
　　　　 回収数：計120票

注）AIME：the Asia-Pacific Incentives and Meetings Expo、ICCA：International
Congress and Convention Association、Meetings Management：会議運営団体

出所）観光庁「海外における我が国のMICEブランド認知度調査」（2010年度）より作成
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3	 存在感のあるMICE施設・
	 エリアの整備

MICE開催の場となるコンベンション施設
やイベント・展示場の整備が世界各地で進む
なか、MICE開催の場としてのわが国の存在
感が低下している可能性がある。イベント・
展示場は、中国、韓国、シンガポール、タイ
などアジアでも大規模化が進み、最近では展
示面積10万m2が一つのメルクマール（指標）
になっている。前述のとおりわが国最大の東
京ビッグサイトでも約８万m2でしかなく、
世界ランキングの50位に入らない。今後、国
内で開催される展示会に海外からの出展者や
来場者を呼び込んで国際化を図るためにも、
展示施設の規模拡大を検討すべきであろう。

コンベンションの誘致についても、施設を
整備することで競争力の強化を目指すべきで
ある。近年、コンベンションはその収益性を
重視する傾向が高まっており、それを受けて
主たる収入源の一つであるスポンサー企業の
展示スペースを拡大する動きが見られる。わ
が国のコンベンション施設の多くは展示スペ
ースを併設しているものの規模の小ささが課
題となっており、早急な対応が望まれる。

また、MICEを誘致するには、イベント・
展示場やコンベンション施設といったMICE
施設のスペック（仕様）だけでなく、ホテル
をはじめとする周辺地域へのアフターコンベ
ンション機能の集積や国際空港などからのア
クセス性といった都市集積・都市機能をも含
めたそのエリアの総合的な魅力が求められ
る。MICE開催地としての存在感を高めるた
めにも、グローバルに見た需要動向や既存施
設周辺の用地状況なども踏まえたMICE施設
およびMICEエリアの整備を推進することが

望まれる。

4	 PPPによる複合的な拠点形成
内外の実績が示すように、MICEの基盤と

なるコンベンション施設やイベント・展示場
などは大規模投資を伴い、初期投資を単体の
収益で回収するのは困難である。そのため海
外の地方自治体などが投資を決定する際は、
地域への付加価値や税収効果と合わせた検討
がなされている。たとえば米国の場合、ホテ
ル税や売上税を原資とするレベニュー債（事
業目的別歳入債券）などを適用することで、
コンベンション施設と周辺の宿泊施設、商業
施設、飲食店などを一体とする官民連携

（PPP）型の取り組みが可能になっている。
また、MICE施設の成否を判断する基準とし
て、施設稼働率よりも宿泊数や経済波及効果
を用いるケースも見られる。こうした先行事
例を参考に、わが国でも官民連携を通じて、
地域の産業基盤としてMICE拠点の整備・強
化を推進することが望まれる。

一方、前述したように、シンガポールで
は、採算性の低いMICE施設の建設・運営に
民間活力を導入する手段として、カジノを含
むIRという政治的決断がなされている。カ
ジノは、国際的に競争力を有するMICE施設
の整備に資する一方で、ギャンブル依存症や
治安悪化など、負の影響も懸念される。ま
た、カジノ税などの税収の使途など、MICE
振興の側面だけでは捉えることのできない課
題も多く含んでいる。わが国においても、カ
ジノを含めたIRの導入については、その可
否をも含め国民を巻き込んだ広い議論が必要
であろう。
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Ⅴ 震災復興手段としての
 MICEの推進

最後に、東日本大震災の復興手段としての
MICE振興の重要性について付記しておきたい。

JNTOによれば、2011年３月に日本を訪れ
た外国人旅行者数は、東日本大震災や東京電
力福島第１原子力発電所事故の影響から全国
的に減少して前年同月比50.3％となり、ツア
ーやホテルの解約が相次ぎ、外国人旅行者へ
の依存を高めていた宿泊業や小売業などが大
きな打撃を受けた。

被災地以外で開催されるため特段の支障は
ないと考えられるコンベンションやスポーツ
などの大規模イベントであっても、開催を見
直す動きが生じている。MICEの開催は、本
来、日本の安全性を海外に向けてアピールで
きると同時に、大きな経済波及効果を通じて
復興にも資することが期待できる。MICEの
開催に継続的な落ち込みがないよう、開催地
の安全性に関する正確な情報提供や、MICE
主催者への開催に向けた働きかけなどの対策
を継続することが重要である。

なかには震災後、適切なリスク評価を行っ
たうえで、問題がないとして日本で開催され
たコンベンションもある。こうした事例を紹
介することも有効である。「第23回国際血栓
止 血 学 会（ISTH 2011）」 や「Academy of 
International Business 2011 Annual Meeting

（国際ビジネス研究学会2011年次総会）」
「Worldsleep2011（日本睡眠学会第36回定期
学術集会）」などのように、観光庁長官の招
請レター送付と関係者の努力とが奏功して、
キャンセル阻止に一定の効果を上げた事例も
ある。観光庁長官ばかりではなく、首相ある

いは開催予定のMICEに関連する所管省庁大
臣など、トップの働きかけを拡大させ、継続
することが望まれる。

また、大震災後、津波防止に向けたコンベ
ンションの開催、被災地の耐災性向上に資す
る自律分散型のエネルギー・水循環システム
の構築、復興人材派遣など、海外からの積極
的な国際貢献活動の申し出がきっかけとなっ
たコンベンション開催の動きも増えている。
大小問わず、こうしたコンベンションをでき
るだけ多く実現し、震災復興にも資する
MICE開催を通じて外国人の訪日機会を増や
し、被災地を含む日本の安全性をアピールし
ていく活動が望まれる。

注

1 米国では「MICE」という用語はあまり使われ
ず、本報告書（「The Economic Significance of 
Meetings to the U.S. Economy」）においては、
Corporate/Business Meeting, Incentive 
Meeting, Convention/Conference/Congress 
Tradeshow, Other Meet ingを 包 括 し て

「Meeting」と定義している。実質的な内容を踏
まえ、本稿では「MICE」と表記している

2 2010年調査でMICEのタイプ別シェアを算出し
ていないため、支出額1060億ドルに2004年調査
におけるミーティングとインセンティブトラベ
ル以外のシェア55.5%を乗じて求めた

著 者

名取雅彦（なとりまさひこ）
公共経営コンサルティング部上席コンサルタント
専門は公共経営、都市・地域政策

岡村  篤（おかむらあつし）
社会システムコンサルティング部主任コンサルタン
ト
専門は産業政策、国際労働政策、集客交流産業振興
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海外エネルギー機器市場における
日本企業の課題と戦略

C O N T E N T S
Ⅰ　海外ローカル市場──海外に見られる「ガラパゴス的機器」市場
Ⅱ　海外のエネルギー機器市場
Ⅲ　成功事例から抽出される示唆──日本企業の海外進出に必要な視点

要約

NAVIGATION & SOLUTION

1	 携帯電話端末、自動車、鉄道など、ほぼ世界共通の仕様で開発・販売が展開で
きるグローバル市場が存在する一方で、規制やインフラの違いなどによって、
国・地域ごとに特異的なプレーヤーおよびシェア構造を形成するローカル性の
高い市場も存在する。

2	 なかでもエネルギー機器はローカル性の高い市場の代表的なもので、各国・地
域の気候やインフラ、建築様式、生活文化と関連してさまざまな機器があり、
それに応じた特徴的なプレーヤーおよびシェア構造が形成されている。昨今の
省エネルギー志向によってエネルギー機器の高効率化に注目が集まることで日
本メーカーの海外進出のチャンスは拡大しているものの、同市場における日本
メーカーのプレゼンス（存在感）は低い。

3	 日本メーカーが海外エネルギー機器市場の新規参入者として成功するには、住
宅用エネルギー機器では大規模卸との提携や現地メーカーの買収、業務用エネ
ルギー機器ではIT（情報技術）を活用したサービスの仕組み構築など、機器
選定の意思決定者にアクセスするための川下でのカバレッジ、および機能の確
立が重要である。

4	 日本メーカーの海外展開は、製品だけでなく商流も含めた自前主義を優先しが
ちだが、シェア拡大をねらうには、現地企業との提携やM&A（企業合併・買
収）を含めた非連続的な方法論も検討すべきである。

古賀龍暁 重田幸生 藤川真一
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Ⅰ	 海外ローカル市場──海外に見
	 られる「ガラパゴス的機器」市場

1	 勃興する海外の新エネ・省エネ
	 市場のローカル性

規制や補助金など政策主導により、先進国
のエネルギー機器市場には近年、新たな参入
チャンスが広がっている。IEA（国際エネル
ギー機関）は、平均原油輸入価格が2009年の
１バレル60ドル強の水準から、35年には113
ドル（09年実質価格）に上昇すると予測して
いる。また、短期の価格ボラティリティ（変
動性）は今後も高水準で推移する可能性が高
いとしており、自動車や電機の分野では新エ
ネルギー（以下、新エネ）の活用や省エネル
ギー（以下、省エネ）性がさらに求められる
ようになる。

このような流れのなかで、エネルギー消費
量を抑えた省エネ性の高いエネルギー機器の
開発は、日本メーカーが海外メーカーに対し
て差別性・先進性を有す分野であろう。日本
の製品やシステムは小型であるため、その設

計からしてすでに省エネ性が高いうえ、各部
品など細部のエネルギー効率も海外メーカー
に比べて高い。上述のようにエネルギー価格
が上昇する局面にある現在、日本メーカーの
製造する省エネ製品は、家庭のエネルギーコ
ストの削減ばかりでなく、エネルギーの安定
需給にも寄与するものであり、大きな競争力
を持ちうる。

こうしたエネルギー事情を背景に日本メー
カーは海外展開を進めている。ハイブリッド
自動車はその典型であろうが、住宅や業務用
施設で使用されるエネルギー機器に限ると、
日本メーカーのプレゼンス（存在感）は十分
ではない。たとえば、住宅用エネルギー機器
を見ても、日本メーカーの海外でのシェアは
なく、ローカルプレーヤー（現地の事業者）
で占められている（表１）。

このようにローカル性の高い市場が成立し
うるのは、インフラ・規制、気候、歴史・文
化、利権などが各国・地域ごとにさまざまで
あるからで、これらが日本メーカーなど他国
からの新規参入者にとっての高いハードルの

表1　住宅用エネルギー機器の比較──日本・米国・欧州

日本 米国 欧州

暖房機器 電気式
（ヒートポンプ）

石油式
（温風ファンヒーター）

ガス式
（ファーネス）

電気式
（ファーネス、
ヒートポンプ）

ガスまたは石油式
（ボイラー）

電気式
（ヒートポンプ）

（シェア） 50% 36% 52% 30% 56% 26%

給湯器 ガス式 電気式 ガス式 電気式 ガス式 電気式

（シェア） 95% 5% 45% 55% 不明 不明

暖房機器の主要
メーカー

（電気式）
パナソニック、ダイキン工業など
（石油式）
長府製作所、ノーリツなど

（ガス式または電気式）
キャリア、グッドマン、レノックス、
トレーンなど

（ガス式または石油式）
バイラント、ボッシュ、バクシ、リエロ
（電気式）
ボッシュ、バイラント、スティーベル・
エルトロン

給湯器の主要
メーカー

（ガス式）
リンナイ、ノーリツ、パロマなど

（ガス式または電気式）
A.O.スミス、リーム、ブラッド
フォード・ホワイトなど

（電気式）
ボッシュ、シーメンス、アトランティッ
ク、メルローニ、ファゴールなど

注）ファーネス：温風発生機。全館冷暖房システムの熱源として用いられる
出所）「電力中央研究所報告 報告書番号Y08026」（電力中央研究所、2009年）、「2005 Residential Energy Consumption Survey」（米国エネルギー省エネルギー

情報局、2005年）、「The European Heating Market」（フロスト・アンド・サリバン、2009年）より作成
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要因となっている。
　

2	 ローカル性の高い市場は
	 参入ハードルも高い

ローカル性の高い市場が存在する具体的な
要因としては、以下の３点を挙げることがで
きる。

①国・地域によって電力やガスなどのエネ
ルギーコストが大きく異なる

②住居の広さやコスト意識など消費者の生
活様式・生活意識が国・地域ごとに異な
る（そもそも気候の差が大きい）

③エネルギー戦略や環境戦略に対する政府
の意識が国・地域ごとに異なる

これらが日本の市場環境と異なるほど、日
本メーカーにとって参入するハードルが高い
市場となる。米国と欧州の市場を日本市場と
比較してみると、以下のような特徴がある。

● 米国市場
①エネルギー単価は日本よりも大幅に安い
（電力は２分の１、ガスは５分の１程
度）。また、米国内でも地域ごとに電力
やガスの単価が大きく異なり、単価の差
は３、４倍にも上る。

②空調や暖房は基本的に24時間稼働であ
る。また、地域によって住居の広さや保
有形態、所得が異なるうえ、気温・湿度
などによって空調や暖房に求められる仕
様も大きく異なる。たとえば、北東部の
ニューヨーク州と南部のテキサス州に求
められるこれらの違いは日本人でも想像
できるであろう。

③連邦政府だけでなく地方政府も新エネ・
省エネに積極的である。ただし、政策は

地域によって異なり補助金にも大きな差
がある。たとえば電気式ヒートポンプの
補助金は、カリフォルニア州では１台当
たり100ドルなのに対し、テキサス州は
600ドルである。

● 欧州市場
①米国と同じく、エネルギーコストは日本

よりも大幅に安い（電力、ガスともに２
分の１から３分の１程度）。また、電力
やガスの単価の差は、一番高い国と低い
国で２倍にも上る。

②欧州のなかでも特に欧州北部は冬の気温
が低くセントラルヒーティング（二次側
機器はラジエターなど）で屋内を一日中
暖めている。そのため地下にボイラーが
設置されているなど、日本の住宅構造と
異なる。また、セントラルヒーティング
の 温 水 を 活 用 し た ハ イ ツ ケ ル パ ー

（Heizkörper）と呼ばれるタオル掛け兼
浴室暖房器具が一般的であるなど、セン
トラルヒーティングを前提とした暖房機
器が多く販売されている。

③エネルギーコストをさらに下げるため
に、地方自治体やローカルのユーティリ
ティ（エネルギー供給事業者）は地域熱
供給を重視している。

以上のように比較すると、エネルギーコス
トが高く、全国で一元的なエネルギー単価お
よび供給体制が構築されている日本と、そう
ではない海外との市場環境は大きく異なるこ
とがわかる。こうした違いが、各国・地域市
場のローカル性を高めることになり、他国か
らの新規参入者にとって高い参入ハードルと
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なっている。

3	 海外ローカル市場攻略に向けて
このようにローカル性の高い市場におい

て、ローカルプレーヤーは、前節に挙げた３
つの要因を製品や事業基盤整備に反映させる
ことで、比較的小さな企業であっても長年に
わたりシェアを維持することができてきた。

また、これらローカルプレーヤーは企業規
模が小さいこともあって自国内での売上構成
比率が高く、国外にはそれほど展開できてい
ない。逆にいうと、ローカルプレーヤーが自
国内でのシェアを死守するためには、他国か
らの新規参入者に対抗できるよう国内市場を
熟知し、そのうえで、ローカルプレーヤーな
らではの事業基盤を整備しておくことが生命
線となる。

日本メーカーもローカルプレーヤーと同様

に、現地のすべての要因を理解したうえで進
出することが理想であるが、リソース（経営
資源）に限りがあることから現実には難し
い。それでは、日本メーカーはどのような点
を考慮して海外ローカル市場を攻略していく
べきであろうか。

Ⅱ　海外のエネルギー機器市場
　

1	 協業が鍵となる海外ローカル
	 市場の攻略

各国・地域のエネルギー機器市場で確固と
したポジションを獲得しているメーカーを具
体的に見ると、多様な事業・製品を展開する
日米の総合電機メーカーや空調メーカーなど
一部の総合企業を除けば、ほとんどが単一の
製品・事業を生業とする比較的小規模のメ
ーカーである（図１）。日本人にはなじみが

図1　エネルギー機器・エネルギー機器制御メーカーの例

出所）各社有価証券報告書、各社Webサイト公開情報より作成

ロッテ（韓国）
デスン（韓国）
キトラミ（韓国）
高木産業（日本）

キョンドンナビエン（韓国）
イメルガス（イタリア）
韓国リンナイ（韓国）

ダンフォス（デンマーク）
長府製作所（日本）

スティーベル・エルトロン（ドイツ）
リエロ（イタリア）

フェローリ（イタリア）
ニーベ（スウェーデン）

コロナ（日本）
アトランティック（フランス）

アリストン（イタリア）
バクシ（イタリア）
ノーリツ（日本）

フィースマン（ドイツ）
A.O.スミス（米国）

BDR（オランダ）
リンナイ（日本）
パロマ（日本）

バイラント（ドイツ）
ボッシュ・サーモテクノロジー（ドイツ）

ダイキン工業（日本）

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000億円
売上高
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ないメーカーも多いのではないだろうか。
前ページの図１で挙げた欧州や米国などの

メーカーは、おおむね売上高3000億円以下、
従業員数千人以下の規模である。これらのメ
ーカーは、（さらに大きなメーカーと比べ
て）小さく、企業としての機能や展開エリア
が不足するため、ユーティリティや他企業と
の協業に積極的なことも特徴的である。日本
メーカーでも、協業に積極的なメーカーはシ
ェア拡大に成功している。

そこで本章では、米国（住宅用）、欧州
（業務用）それぞれのエネルギー機器市場に
おける日本メーカーのシェア拡大について、

「協業」をキーワードに分析する。その際、
プレーヤーや政策の違い、およびそれらの違
いから生じる市場への参入ハードルの高さや
成功要因を考慮したうえで、住宅用市場と業
務用市場に分けて分析を行う。

2	 	住宅用エネルギー機器市場
（1）	 日本メーカーにとってハードルの高い	
	 米国ローカル市場

住宅用エネルギー機器市場の事例として
は、エネルギーコストや生活様式が地域によ
って異なり、複雑なローカル市場を形成して
いる米国を分析する。

米国の住宅用エネルギー機器市場の特徴
は、第Ⅰ章２節で前述した①エネルギーコス
ト、②消費者の生活様式・生活意識、③政府
の意識──の多様性に集約される。この多様
性を日本メーカーの事業展開の視点からまと
めると、

● 人口密度が低く需要が分散しているた
め、シェア獲得には効率的な営業施策が
必要である

その一方で、
● 効率的な営業施策を志向しても、顧客へ

の高度な説明能力が必要な高価な日本製
の機器の販売にはつながりにくい

──といったジレンマがあることを指摘で
きる。このジレンマを解決するには、マンパ
ワーをはじめとして、どうしても大きな資本
を投じる販売方法を取らざるをえず、そのた
め米国は、日本メーカーなど、低シェアから
スタートする新規参入者にとってはハードル
の高い市場である。

また、米国のユーティリティは比較的規模
が小さく数が多いうえに、電力・ガス併売の
事業者が多い。米国で最大規模のエクセロン
やPG&Eでさえ、売上規模は東京電力の３分
の１以下にとどまる。また、特定の電気機器
やガス機器などへの販売支援がしにくいこと
も、新規参入者のハードルを一層高くしてい
る。

　

（2）	 日本メーカーの既存戦略──３タイプ	
	 の販売展開

このようにハードルの高い市場で、すでに
米国に進出している日本メーカーはどのよう
に展開しているのであろうか。代表的な販売
展開例を図２にⓐⓑⓒとして挙げた。

図2　日本メーカーの米国に向けた住宅用エネルギー機器販売戦略

新規性が高い商品 すでに認知度が高い商品

利益重視

台数重視

直販・特約店の開拓

大規模卸との提携 現地メーカーの買収
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ⓐ直販・特約店の開拓
　　ノーリツ（ガス給湯・暖房器）やダイ

キン工業（ヒートポンプ式給湯・暖房
器）の米国展開は、日本での直販、もし
くは特約店体制に近い商流を志向し、自
社で工務店を探索して教育を進めてい
る。既存の工務店が新しい機器の調達や
施工、セールスに慣れていない段階で
は、費用対効果を測りやすい展開方法で
ある。この方法では、マージンや施工品
質、ブランドはコントロールしやすいも
のの、販売台数の拡大にはマンパワーを
必要とする。
ⓑ大規模卸との提携
　　リンナイ（ガス給湯・暖房器）は、米

国最大規模の卸業者であるファーガソン
への供給を軸に、そこに広告などマスマ
ーケティングの要素を加えて販売戦略を
組み立てている。うまく機能すればプル
型の販売戦略として効率的に機能する展
開方法であるが、費用対効果はⓐほど事
前には明確でない。比較的少ない人的リ
ソースで販売台数を拡大できる一方で、
マスマーケティングの費用対効果のリス
クを内包する。
ⓒ現地メーカーの買収
　　パロマは、1980年代後半に米国のリー

ムを買収した。上述のⓐⓑとの違いは、
すでに認知度が高かったリーム製のタン
ク式の電気・ガス給湯器をその商流ごと
手に入れ、台数シェアを一気に獲得した
点であろう。近年では、パロマが持つ高
効率ガス給湯器をリームの商流に乗せて
販売し、シナジー（相乗効果）を高めて
いる。

（3）	 日本メーカーの戦略

以上のⓐ、ⓑ、ⓒの展開例は、主に販売の
方法論が異なっていることがわかる。加え
て、「ⅰ 市場投入する製品のタイプ」および

「ⅱ 事業展開の目的」──も合わせて整理す
ると、日本メーカーの取る戦略は以下のよう
に大別できる。

ⅰ　市場投入する製品のタイプ
● ヒートポンプやタンクレス給湯器のよう

に、新規性や差別性は高いものの認知度
は低い製品

● ファーネス（温風発生機）やタンク式給
湯器のように、すでに認知度が高い製品

ⅱ　事業展開の目的
● 第一の目的を利益やブランド構築とする
● 第一の目的を販売シェアとする

これまで培ってきた日本の高効率のエネル
ギー機器を海外ローカル市場に展開する場
合、日本メーカーの多くが描くステップは、
図２のⓐ→ⓑであろう。イメージアップのた
めの典型例としてそのⓐ→ⓑのステップにつ
いて詳述する。

①利益やブランド構築を重視する第１ステ
ップ

　　価格やマージン、販売戦略に対する操
作性が高く、利益やブランドをコントロ
ールしやすい直販や特約店販売を構築す
る。日本で開発した新規性や差別性の高
い製品の販売に向いている。
②販売シェアを重視する第２ステップ
　　利益の獲得やブランド構築についてあ
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る程度確信を得た段階で、大規模なプロ
モーションを展開し、大規模卸と戦略的
な提携を結んで販売網を構築する。米国
市場ですでに認知されている製品の販売
に向いている。

（4）	 シェアを高めることができない	
	 日本メーカー

前項で紹介した米国市場における日本メー
カーの住宅用エネルギー機器の販売台数を
見ると、戦略ごとに差があることがわかる

（図３）。
どの戦略を取るかは、日本メーカーの組織

文化・風土やグローバルにおける米国市場の
位置づけによりケースバイケースになるが、
ここでは、ⓐとⓑⓒとの間には大きな壁があ
ることを指摘したい。

家庭用にかぎらず、エネルギー機器の更新
サイクルの目安はおおよそ７〜10年程度であ
る。ⓐに代表される独自展開を米国で行う場
合、販売台数の拡大には非常に長い時間がか
かる。国土が広く需要が分散している米国
は、工務店の開拓やマネジメントの工数が多

い割に、一つの工務店で開拓できる新規顧客
数が少ないためである。

高効率を売りにした日本のエネルギー機器
（ヒートポンプ空調や高効率ガス給湯器、ヒ
ートポンプ給湯器など）を販売する場合、普
及している既存製品とは施工が異なるため、
当初はⓐの戦略を取ることになる。仮に１販
売店当たり年間100台販売し、その台数が年
率10％で成長することを前提とし、さらに、
そのような販売店を年間10店ずつ開拓する
と、販売台数を０から15万台（輸出から現地
生産に移行するために必要な台数）まで伸ば
すには35年かかる。この「35年」は、中期計
画などに掲げる期間としては長すぎるであろ
う。したがって、一定の評価に値する販売台
数にまで伸ばすには、大規模卸との提携

（ⓑ）や現地メーカーの買収（ⓒ）など、シ
ョートカット（近道）策がいずれ必要な手立
てとなることがわかる。

すなわち、米国の住宅用エネルギー機器市
場のように需要の分布が低密度の市場で認め
られる程度の販売台数を達成するには、買収
などのような「非連続的な手段」が必須なの
であるが、日本メーカーの多くは、現状その
手段を取ることができずにいる。

　
3	 業務用エネルギー機器市場
（1）	 業務用エネルギー機器市場において	
	 重要なスペックイン活動

業務用エネルギー機器は、各国の環境規制
が市場に新しい動きをもたらしている欧州を
例に考察する。

家庭用エネルギー機器と異なり、業務用エ
ネルギー機器選定の意思決定には設備設計事
務所（以下、設計事務所）が大きくかかわ

図3　米国市場における日本メーカーの戦略タイプごとの販売台数

直販・特約店の開拓 大規模卸との提携 現地メーカーの買収

数百台
～数万台規模

10万台規模

500万台規模

10万台規模までの
ハードルが高い
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る。設計事務所に向けたメーカーの営業活動
は「スペックイン活動」と呼ばれ、自社製品
のスペック（仕様）が設計仕様書に書き込ま
れるよう働きかける（図４）。

業務用エネルギー機器でもローカルプレー
ヤーが存在し、地域別のメーカーを見ると、
市場が世界的にすでに統一されている空調
と比べると、地域に強いプレーヤーは多い

（表２）。

（2）	 新規参入者の３つの課題

業務用エネルギー機器市場への新規参入者
の課題は、以下の３点が挙げられる。
①既存の大手ローカルプレーヤーの存在
　　設計事務所へのスペックイン活動や施

工業者にとっての扱いやすさなどの面

で、既存の大手ローカルプレーヤーとそ
うした設計事務所や施工業者との関係構
築は進んでおり、そこに新規参入者が割
って入るのは容易ではない。
②営業・アフターのリソース確保
　　これまでどおりの方法で既存の製品に

より新規参入しようとすると、一度に大
量のリソースを確保しなければならな
い。営業やアフターでは、現地の設計事
務所や施工業者、エンドユーザーへのア
クセスも重要であることから、ある程度
の面密度で整備する必要があり、それで
投資が大きくなるのである。ドイツのあ
るBAS（ビルディング・オートメーシ
ョン・システム）メーカーは、900人の
社員のうち設備設計ができる社員が30〜

表2　日本と欧州の業務用エネルギー機器メーカー

日本 欧州

BAS 山武、パナソニック シーメンス、K&P、トレンド、プリバ

冷凍ショーケース 三洋電機、ホシザキ電機 リンデ／キャリア、アルネ

ボイラー リンナイ、ノーリツ ボッシュ、バイラント、フィースマン

注）BAS：ビルディング・オートメーション・システム

図4　業務用エネルギー機器の商流
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納品 納品
メーカー

卸
電気工事業者

納品 納品
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卸
空調工事業者

施主

設計仕様書
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50人程度おり、キーアカウントを持って
スペックイン活動を幅広く展開してい
る。新規参入者がこのような人材を一気
に確保して営業活動を展開することは困
難であろう。
③現地規格への対応
　　既存の大手ローカルプレーヤーとの厳

しい競争が予想されるなか、現地の規格
や言語への対応は、日本メーカーにとっ
てさらに高い参入ハードルとなる。

（3）	 課題解決の方向性

以上の業界構造や、事業体制の構築に要す
時間と投資による参入障壁を避けるために取
りうる方向性は、一般的には以下の３つが考
えられる。

● 既存の大手ローカルプレーヤーを上回る
製品価格・性能、営業体制の構築

● 機器選定の意思決定者に対する営業・ア
フター時の優れたサービスの提供

● 規制・規格の変更をてこにした参入

①既存の大手ローカルプレーヤーを上回る
製品価格・性能、営業体制の構築

業務用エネルギー機器での低価格戦略は困
難である。前述したように、業務用エネルギ
ー機器の性能を選定するのは設計事務所であ
るが、実際に機器を調達するのは施工業者で
ある。スペックイン活動がされている場合、
施工業者側には実質的なメーカーの機器選定
権はない。設計仕様書で事実上指定されてい
るメーカーの機器を施工業者が勝手に変更し
た場合、事故時の責任は施工業者側に課され
る。そのため、そうしたリスクを取ってまで
事実上の選定機器をわざわざ覆す施工業者は

いない。
設計事務所は自らは調達しないので、価格

は参考にこそするものの、それが機器の一番
の選定要因とはなりにくく、性能や設計支援
も含めた設計のしやすさなどが重視される。
空調機器において韓国メーカーが低価格攻勢
を仕掛けているが、価格競争を恐れる流通業
者は既存の流通ルートに流しにくく、DIYや
直販などの新規ルートに頼らざるをえないの
が現状である。

後発であるがゆえに既存の大手ローカルプ
レーヤーと比較して新規投資がかさむうえ
に、韓国メーカーに対抗するため価格競争を
仕掛けたとしても、日本メーカーは事業を継
続するだけの収益性を確保できないと推測さ
れる。

②機器選定の意思決定者に対する営業・ア
フター時の優れたサービスの提供

エネルギー価格の上昇に伴って、性能面で
は、ライフサイクルコストの面で捉えた省エ
ネ性が訴求のポイントとなる可能性がある。
各種資料をもとに、店舗における業務用エネ
ルギー機器の平均的なライフサイクルコスト
を分析すると、15年間では、機器コスト
15%、エネルギー（電気・ガス）コスト
65%、メンテナンスコスト20%となり、機器
のエネルギー効率の５%向上はイニシャルコ
スト20%以上に相当し、エネルギー効率の向
上が非常に重要であることがわかる。

また、業務用エネルギー機器については、
営業時やアフターに、エンドユーザーや設計
事務所などそれぞれに向けたサービスが提供
される。たとえばエンドユーザー向けのアフ
タ ー サ ー ビ ス で は、 ダ イ キ ン 工 業 の
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「AIRNET SERVICE SYSTEM（エアネット
サービスシステム）」がある。これは、空調
の運転状況をモニタリングすることで故障を
事前に診断し、省エネ性能を向上させるとと
もに機器の長寿命化などの効果も期待される
サービスである。機器コストよりもメンテナ
ンスコストが高い業務用エネルギー機器の場
合、こうした効率的なモニタリングサービス
は経済性にも寄与する。

さらに、営業時の設計事務所支援サービス
としてはアイルランドのディンプレックスの
例が挙げられる。同社は蓄熱暖房機の選定の
際に、地域や部屋の広さ、設置場所をもとに
最適容量の計算結果を設計事務所や施主に提
供することで、導入に当たっての設計事務所
などの業務を支援している注1。

IT（情報技術）を活用したこのようなモ
ニタリングサービスや積算支援は、機器のみ
の競争からバリューチェーン（価値連鎖）や
機器・サービス全体を通したライフサイクル
へと日本メーカーの展開の「場」を広げる有
効なツールとなりうる。機器単独による参入
が難しい場合、サービスサイドからのこのよ
うな参入は検討に値する。

③規制・規格の変更をてこにした参入
最後に規制・規格の変更や強化による市場

変化を捉えた新規参入の可能性について検討
する。

そもそも業務用エネルギー機器の事例で欧
州を選択した理由の一つは、英国にCRC

（Carbon Reduction Commitment）と呼ばれ
る事業者向けのCO2（二酸化炭素）削減規制
があり、この規制ではチェーン店を統合した
全体のCO2削減が求められるからである。そ

のため欧州では、見える化＋統合制御のニー
ズが高まっている。このような規制の動きを
受けてIBM、SAP、マイクロソフトなどの
ITベンダーは独自の情報システムを開発し、
それを顧客に提供するという動きが出てい
る。

　

（4）	 サービス競争力向上に向けた	
	 ITベンダーとの協業

今後競争力を高めるであろう省エネ性能の
優れた日本の業務用エネルギー機器の海外展
開は、既存のステークホルダー（利害関係
者）からの反発が予想される低価格戦略では
なく、各ステークホルダーにメリットがある
方法を強化することが望ましい。

現状は、各社がITを活用した囲い込みの
ためのサービスを強化している事例がある。
営業・アフター面での体制構築が急務の日本
メーカーにとって、ITを活用したサービス
の強化は、海外ローカルにおいて人的・物理
的なサービス網を整備するための時間と費用
を短縮する有効な手段となりうる。

具体的な方法の一つとして、グローバルに
活躍するITベンダーとの協業がある。有力
ITベンダーはすでに、大手業務用エネルギ
ー機器の顧客とは情報システムにおいて顧
客・ベンダーの関係を築いている。こうした
関係は、海外ローカルにおいて顧客接点を求
める日本メーカーが望む関係と合致する。ま
た、当然ながらITベンダーはハードウェア

（エネルギー機器）は持っていないのでハー
ドウェア・チャネルの補完関係も成立する。
すでに米国のBMS（ビルディング・マネジ
メント・システム）メーカー大手のジョンソ
ンコントロールはIBMと提携して事業拡大を
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図っている。

4	 海外エネルギー機器市場
	 参入のポイント

これまでの分析からわかるように、ローカ
ル性の高い海外のエネルギー機器市場の攻略
には、製品の性能だけではなく、サービスも
含めた川下への展開が必要であり、これは、
住宅用および業務用エネルギー機器市場の共
通点として挙げられる。海外のエネルギー機
器市場に関する考察として、ここまでの分析
をまとめておく。

● 住宅用と業務用エネルギー機器の共通点
　　市場参入の初期段階は、製品のバラエ

ティが少ないために販売・サービスの面
密度を高めることは難しい（販売管理費
が薄められない）。そのため、協業を含
めた効率的な展開が重要になろう。

● 住宅用エネルギー機器
　　日本製品は従来の機器とは根本的に方

式が異なることが多いため、機器の新規
性・差別性を打ち出せる販売体制が必要
になる。そのためには、まず直販・特約
店ルートの開拓が効果的である。次のス
テップとして販売シェアを獲得するため
には、大規模卸との提携や現地メーカー
の買収など、投資額や期間の面で展開を
効率化する手立てが必要になろう。

● 業務用エネルギー機器
　　営業段階で製品の競争力を差別化する

ことは難しい。そのため、設計事務所へ
のスペックイン活動は重要である。ま
た、その活動を成功させるには、モニタ
リングなど副次的製品（ITの活用）を

開発し、サービス面での競争力向上と効
率を高めることが重要になる。このサー
ビス開発やサービス体制の構築には、
ITベンダーとの協業が効果的であろう。

Ⅲ	 成功事例から抽出される示唆
	 ──日本企業の海外進出に
	 　　必要な視点

海外ローカル市場の開拓には、顧客に効率
的にアクセスするための川下展開および機能
開発が重要であると考えられる。しかし、現
地拠点の機能を前提とする有機的展開では展
開速度に限界があり、すぐに同市場の壁にぶ
つかる。海外ローカル市場の展開で川下展開
と機能開発が重要であるという仮説を裏づけ
るために、成功している企業の展開を参考事
例として整理した。

1	 欧州ダイキンのケース
	 ──直販体制の構築

欧州におけるダイキン工業の空調事業の展
開は、1990年代中盤から販売会社の買収を手
始めに、現地のネットワーク拡大に努めてき
た。現在では欧州の主要な空調市場（８カ
国）でダイキン工業の直販体制が整ってお
り、売上高は2000億円規模（1990年代中盤は
200億円前後）まで成長した。

2	 米国パロマのケース
	 ──メーカー買収

パロマは、米国の給湯器市場のトップメー
カーであるリームを買収することで、現地に
適合する製品と商流を一気に獲得したのは前
述のとおりである。そしてその後もリームに
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現地経営を任せることで成功を収め、リーム
はパロマの連結収益の大部分を稼ぐ柱となっ
ている。また、近年では、米国に広く展開す
るリームの販路を活用してパロマ製の高効率
給湯器の販売を進めている。

　
3	 ボッシュ──メーカー買収

欧州の暖房機器メーカーとしてトップを走
るドイツのボッシュは、現在のポジションを
得るまでにメーカーの買収を効果的に活用
し、各地域に適合したブランドと商流を獲得
している。ボッシュグループが現在保有して
いるブランドは、ボッシュのほか、ブデルス

（ ド イ ツ）、 ユ ン カ ー ス（同 ）、 ジ ー ガ ー
（同）、エルムルブラン（フランス）、ジェミ
ノクス（同）、ウォーセスター（英国）、IVT

（スウェーデン）、Nefit（オランダ）、ヴァル
カーノ（ポルトガル）、ダコン（チェコ）、
FHP（米国）など、欧州を中心に10社以上
に上る。事業環境が異なる欧州の各国市場に
対して、メーカー買収によってブランドと商
流を獲得することでシェア拡大を進めてい
る。

海外ローカル市場の攻略に成功しているこ
れらのメーカーは、川下での提携や買収を効
果的に活用し、新規参入者として不足しがち
なリソースをカバーして成功を収めている。

日本メーカーは、国内市場では、（消費者
や流通について勝手を知っているうえ流通側
との交渉力もあったため）プロダクトアウト

寄りの展開で成功を収めてきた。しかし、海
外展開においては商流が思うように拡大でき
ず、シェア拡大に至っていないケースが多
い。今後一定のシェアを獲得しさらなる成功
を収めるためには、機器単体の性能向上を図
るだけでなく、品ぞろえと商流を獲得するた
めに、ローカルプレーヤーとの提携やM&A

（企業合併・買収）を含めた非連続的な方法
論の検討が必要である。

注

1 蓄熱暖房機は欧州では一般的な暖房器具で、深
夜の割安な電気で蓄熱体を温め、24時間を通し
て安価・快適に部屋を暖めることができる。日
本の市場規模は2008年度で11万台（富士経済

『2009 電力・エネルギーシステム新市場』によ
る推計）
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産学連携教育を通じた
科学技術系博士人材の育成

C O N T E N T S
Ⅰ　国際競争力維持のための理工系博士人材育成
Ⅱ　博士人材育成の問題
Ⅲ　これまでの博士人材育成の状況
Ⅳ　先進的な博士人材育成の実践事例

要約

NAVIGATION & SOLUTION

1	 少子高齢化社会の到来や東日本大震災を契機に、日本社会の国際競争力の維
持・発展の手段として科学技術の重要性は一層高まっている。

2	 政府の「新成長戦略」（2010年６月18日閣議決定）では科学技術系の博士課程
修了者の人材活用を重要施策として位置づけているが、その一方で博士に対す
る社会や産業界の評価は必ずしも高くない。博士の人材の質と社会のニーズと
の「ミスマッチ」の要因として、特に大学院教育の問題がある。

3	 これまで大学院の教育指導は「属人的」で教員の経験と志向に強く依存してお
り、研究職志向が強い。そのため、企業への就職にも関心がある学生は、博士
課程に関心があっても、進学を諦め就職する。一方で企業はグローバル化対応
の一環として博士の重要性に徐々に気づき始めており、企業に貢献できる博士
育成のため、産学連携によるさまざまな博士人材育成に取り組んでいる。しか
し、その多くは必ずしも抜本的な改革にはつながっていない。

4	 国内外の大学院の先進事例を見ると、①正規教育課程に産学連携教育を組み込
む、②教員の人事評価における教育指導の比重をある程度重くする、③行政
の補助に依存しない産学連携体制を取る──といった工夫が講じられている。

5	 「ミスマッチ」解消には持続的な産学連携教育の実践が重要であり、そのため
には上述の事例にならった取り組みの導入促進とともに、産学連携教育の社会
的な普及促進の支援機能を持った機関が必要である。

佐藤将史 岩瀬健太

Ⅴ　今後の博士人材育成に必要な取り組み
Ⅵ　博士人材育成に重要な産学連携教育を成功
　　させるために
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Ⅰ	 国際競争力維持のための
	 理工系博士人材育成

政府が2011年２月に発表した10年のGDP
（Gross Domestic Product：国内総生産）速
報値によると、名目GDPにおいて日本は中
国を下回り、43年ぶりに世界第３位に順位を
下げることとなった。他の国々と比較して、
日本のGDP成長率が長らく低調であったこ
との結果である。

日本は少子高齢化社会に突入している。
2020年には人口の約３割が65歳以上の高齢者
となり、労働力人口が現在より減少するとい
われている。今後の日本は、これまで以上に
量ではなく質にこだわった人材育成を促進す
ることが競争力向上のために重要となる。

戦後の日本の成長は、科学技術の発展に伴
う工業力によって支えられてきた。IMD

（International Institute for Management 
Development：国際経営開発研究所）の国際
競争力比較において、世界30〜50位台に低迷
する項目がある一方で、科学関連項目はおお
むね10位以内を堅持している（図１）。この
ことから、現在もなお日本の科学技術は世界

的に評価されており、日本の強みとなってい
ることがわかる。

先の東日本大震災の発生以降、地震学や原
子力工学をはじめとしたさまざまな科学技術
分野の専門家が政府の会合やメディア、イン
ターネットなどを通じて社会への情報発信を
積極的に行ってきた。また、緊急地震速報や
衛星画像、ソーシャルメディアなど、高度か
つ多様な情報通信技術によって、重要な情報
を早期に把握することができた。加えて、行
政機関や経済団体、民間の研究機関による復
興計画や提言文書には、新しい災害予測や都
市・インフラ技術、資源・エネルギー技術に
関する研究開発が必要との意見が多く反映さ
れている。まさに今、私たちは国の重要基盤
として科学技術が不可欠であることにあらた
めて気づかされているといえよう。

日本が高い国際競争力を維持し、これから
の社会変革をリードしていくためには、産官
学を問わずさまざまな場において高度な科学
技術の知見を活用していくことが重要であ
り、そのためには、科学技術人材の育成、輩
出、活躍が一層重要となる。本稿では、その
一つである博士人材に着目し、日本の競争力

図1　日本の国際競争力を支える科学技術
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向上に資する博士輩出のためにあるべき人材
育成の仕組みを検討した。

Ⅱ	 博士人材育成の問題

1	 博士と社会の「ミスマッチ」
政府の「新成長戦略──『元気な日本』復

活のシナリオ」（2010年６月18日閣議決定）
では、「科学・技術力による成長力の強化」
を柱の一つとしている。その実現のための具
体的施策として、「理工系博士課程注1修了者
の完全雇用を達成することを目指す」と明言
されている。政府は日本の競争力を高めるに
は、科学技術系博士の能力を社会で広く活か
すことが重要と捉え、さまざまな施策を講じ
ている。

本来、博士とは、最高位の学位、最高度の
知見を有する人材である。かつては憧れのキ
ャリアの一つであったが、近年では博士の価
値が低く見られる傾向にある。特に、企業に
おける博士の評価は必ずしも高くない。博士
の待遇を見ると、ほとんどの企業で、業務上

の能力は修士と同等と評価され注2、給与体
系でも優遇されないケースがある。このよう
な博士の人材としての質と社会との「ミスマ
ッチ」を背景に、政府や産業界において、理
工系大学院教育の見直しについての議論が活
発になっている（表１）。

2	「ミスマッチ博士」輩出の
	 構造的問題

こうしたミスマッチはなぜ生じているの
か。さまざまな課題が複雑にからみ合った構
造的な問題が要因として考えられる。博士の
人材育成、活用については、大学、博士課程
学生（本人）、指導教員、企業におけるそれ
ぞれの課題が相互に関係している。

まず大学が抱える課題の一つは、大学院入
試の競争倍率が低いことによる進学者の質の
低下である。近年の大学院の拡大傾向に伴
い、修士課程および博士課程への進学は比較
的容易になっている。その証拠として、大学

（学士課程）入試の競争倍率が約６倍注3であ
るのに対し、大学院入試の競争倍率は修士課
程で約1.6倍、博士課程が約1.2倍である注4。
一方で英国・米国の大学院入試の競争倍率は、
大学にもよるものの、約４〜10倍である注5

（表２）。日本の大学院入試が広き門となって
いることは確実であり、特に博士課程に関し
ては、志願すればおおむね進学が可能といえ
る程度の競争倍率しかなく、なかには十分な
基礎学力もないまま進学している学生もいる
ことが想定される。

大学のもう一つの課題は、大学院の方針と
して、大学院生の教育指導を明確に重視して
いるケースがほとんどないことである。その
結果、学生の教育指導が各教員の個人的な熱

表1　理工系大学院教育に関する主要会議

名称 主催機関 活動時期

大学院における高度科学技
術人材の育成強化策検討
ワーキンググループ

総合科学技術会議
（内閣府）

2009年3月発足

大学分科会大学院部会理工
農系ワーキンググループ

中央教育審議会
（文部科学省）

2009年9月発足

産業技術委員会産学官連携
推進部会大学院博士課程検
討会

日本経済団体連合会 2007年3月 に「 イ ノ
ベーション創出を担う
理工系博士の育成と活
用を目指して」発表

表2　各課程の入試における競争倍率

大学種別 学部（学士） 大学院（修士）大学院（博士） 英米大学院

競争倍率 約6倍 約1.6倍 約1.2倍 約4～ 10倍

出所）稿末注3、4、5参照
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意や関心に大きく依存する属人的なものとな
っていることが、政府の会合でも指摘されて
いる注6。このような環境下では、教員ごと
に教育指導に濃淡が出ている可能性がある。

教育を担う教員においては、学生時代から
通して学術界のなかでのみキャリアを重ねて
きたケースが一般的であることが課題とな
る。教育指導に関心のある教員であっても、
学術界の外に関する経験や知識がなければ、
産業界をはじめとした社会ニーズの視点を持
った教育を行うことが困難だからである。

これらの結果として、博士課程学生は進学
時の基礎学力に差が生じているだけではな
く、進学後の教育指導の機会についても大き
な差が生じることになる。また、必ずしも現
行の社会ニーズに適合した教育指導を受けて
いないことから、考え方や視野の広さに課題
を残す可能性がある。

このようにして輩出されている博士の能力
に対して、雇用の立場から企業は必ずしも満
足していない。不満点は企業によって異なる
が、博士が積極的に採用されなかったり、配
属先が研究開発部門に限定されたりと、企業
における博士のキャリアが限られたものにな
ってしまう。それを知った修士課程や学士課
程の学生は、博士課程進学により将来のキャ
リアの選択肢が狭まることを避けるため、博
士課程進学よりも企業への就職を選ぶ。この
ような構造が、優秀な人材が博士課程に進学
する意欲を奪っていると考えられる。

このようにさまざまな要因がからみ合うな
かで、根本となっているのは大学が抱える教
育指導と進学時の選抜に関する問題であり、
ミスマッチ解消のためにはこれらを解決する
ことが最も有効である。本稿ではこのうち、

教育指導の問題に焦点を当てて論じる。

Ⅲ	 これまでの博士人材育成の
	 状況

1	 個々の研究室の裁量による
	 博士教育・指導の限界

理工系大学院での研究室における研究指導
は、専門能力修得のみならず、社会性醸成や
人格形成のうえで、最も重要な役割を担って
いる注7。しかしながら、育成すべき博士の人
材像に共通した見解が確立されないまま注6、
指導教員個人の考え方に依存した教育指導が
行われてきた注8。

こういった属人的な研究教育環境が、学生
の視野や考え方、キャリアを大きく左右して
いる。実際に野村総合研究所（NRI）が実施
した教員へのインタビューでも、教育指導の
方針やキャリアに関する考え方は、各人で全
く異なっていた。

このように強い属人性があるがために、教
員の教育・指導意識が低い場合や教員と学生
との間で意識・志向に乖離がある場合には、
学生が最適な教育・指導を受けられる教員を

図2　「ミスマッチ博士」輩出の構造

「ミスマッチ博士」
の継続的な輩出

大学教員 自らの経験をもとに
学生を指導

個人に依存した
研究指導

「ポスドク」注

から研究職へ

教員の影響を受けてアカ
デミア志向が一層向上

博士課程学生

アカデミア以外での活躍を望む修士
学生が博士課程への進学をためらう

注）Post-Doctoral Fellowの略。博士研究員。大学の博士課程修了の研究者が、博士
号（Ph.D）取得後、就職するまでの任期を決めた短期間に、大学などの研究機
関で研究職に就いている人
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選び、研究指導を受けることが困難な場合も
あると考えられる。

学生に対する教育指導の方針が体系化され
ていないにもかかわらず、指導教員個人の影
響を大きく受け、しかも教員の変更が容易で
はない育成システムであることで、現状の社
会ニーズに必ずしも適合しない専門性や意識
を持った「ミスマッチ博士」が輩出されてい
る。さらに、このシステム下で輩出された博
士が、次代の教員となることでミスマッチ博
士が再生産され続ける可能性がある（前ペ
ージの図２）。

このような育成システムの影響もあって、
現状の博士課程では学術機関の研究者に志望
が集中する傾向がある注9。この傾向による
博士課程のイメージは、博士課程進学を悩む
学生にも少なからず影響を与えている。

修士課程学生を対象に実施した文部科学省
の「様々な社会経済環境の変化を踏まえた博
士課程の今後の状況についての調査」アンケ
ート注10によると、博士課程進学の決断を妨

げる理由として「博士課程に進学するよりも
企業で働くほうが魅力的であること（42.1％）」
などのキャリアに関する理由が上位に挙がっ
た。特に、「研究者以外の職業への就職の見
込みがないこと（32.9％）」が、「企業の研究
者としての就職の見込みがないこと（26.4％）」
を大きく上回り、興味深い結果となった

（図３）。
学生は研究者だけでなく、さまざまなキャ

リアに関心がある。そのため、博士課程に進
学すると学部卒業者や修士課程修了者のよう
に「企業では働けない」、特に「研究職以外に
は就けない」というイメージは、学生が博士
課程進学を諦める要因となっている。本来は、
社会のための高度人材を輩出するはずの博士
課程であるにもかかわらず、就職への不安が
進学に対する関心を奪っていることは、教育
機関としての博士課程の課題の一つである。

　
2	 企業における博士の必要性の認識

博士人材の志望が学術機関の研究者に集中

図3　博士課程進学の決断を妨げる要因

出所）文部科学省「様々な社会経済環境の変化を踏まえた博士課程の今後の状況についての調査」（平成20・21年度先導的大学改革推
進委託事業）

博士課程に進学するよりも企業で働くほうが魅
力的であること
大学・公的研究機関の研究者としての就職の見
込みがないこと
研究者以外の職業（企業・官公庁への一般就職
など）への就職の見込みがないこと

在学中の生活水準が保障されていないこと

研究レベルについて行く事が難しそうであるこ
と

企業の研究者としての就職の見込みがないこと

博士取得後の社会的ステータスが低いこと

自分にとって魅力的な指導者がいないこと

自分の研究したいテーマが充実していないこと
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するのは、現状の育成システムの影響が大き
いと考えられるが、企業が博士人材の受け入
れに積極的ではないことも、この傾向に拍車
をかけている可能性がある。

これまで企業が博士人材の採用に積極的で
なかった理由としては、人材育成の自前主義
があり、博士人材を採用するより学部卒業者
や修士課程修了者を採用して、自社で育成す
る傾向が強かったことがその一因として挙げ
られる。

しかしながら、昨今の不況の影響や、急速
に進展するグローバル化などの社会変化のな
かでは人材育成へのコスト負担が大きくなっ
てきており、従来の自前主義による人材育成
にも限界が生じる可能性がある。実際に、グ
ローバル化対応や高い専門性を有する即戦力
の確保のために、近年は外国人人材の新卒採
用や技術職・営業職等の中途採用が増えつつ
あり、企業による自前主義は今まさに転換期
を迎えつつあるといえる。

急速に進展するこのような社会変化とそれ
に伴う企業の人材育成方針の転換は、博士人
材が企業で活躍する機会を高める可能性があ
る。実際に、製造業をはじめとして、すでに
グローバルで事業を展開している企業では、
完全な自前主義ではなく、博士人材を積極的
に採用している。その一つの理由として、グ
ローバル社会において「博士号」は重要な肩
書き・ステータスと見なされており、研究開
発部門にとどまらず、ビジネスにおけるさま
ざまなシーンでその肩書きが重要視されてい
るという点も挙げられる。

他の産業に比べてグローバル化の進展が早
かった製薬など製造業の一部では、「博士
号」という肩書きの重要性を認識しているも

のの、一般的に国内企業における博士号の重
要性はまだ認識されていない。しかしなが
ら、グローバル化が進むなかで、多くの企業
がそのことに気づくまでにそれほど長い時間
はかからないと考えられる。

また、日本の企業が今後さまざまな国際標
準や特許を諸外国に先駆けて取得していくう
えでは、高度な専門知識・技術を駆使した研
究開発や新しい視点での事業企画、高い専門
知識と語学力を要する国際交渉力が必須であ
り、あらゆるシーンにおいて博士人材がその
専門性を活かして多様な活躍をすることが望
まれる。

業界や業種により逼迫度などに多少の差は
あるだろうが、このように、今後は企業にお
いてさまざまなシーンで博士人材が活躍する
チャンスがあり、また日本の発展のためにそ
れが必要とされる一方で、企業が求めるレベ
ルに博士人材が達していないということは大
きな課題である。産学が連携して、今の社会
に必要とされる博士人材の能力を今一度検討
し、その能力を有する博士人材を育成するこ
とで、企業などに代表されるアカデミア以外
の分野でも活躍できる社会システムを構築す
ることが、従前以上に必要とされている。

2007年３月20日に日本経済団体連合会が発
表した「イノベーション創出を担う理工系博
士の育成と活用を目指して──悪循環を好循
環に変える９つの方策」においても、グロー
バル競争を勝ち抜くために、産学官が綿密に
連携し、高度な理工系博士人材を育成、活用
することが不可欠である旨が明記されてお
り、産業界の今後のアクションとして、「理
工系博士人材の育成、活用の重要性につい
て、産学官の関係者の意識改革を促すととも
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に、企業と大学との人事交流の促進、企業に
よる大学教育への支援などの実現に向けて働
きかけていく」とされていて、産業界として
も博士人材育成に積極的に参加し優秀な人材
を確保しようとしている。

3	 産学連携による理工系
	 博士人材育成の課題

企業などで活躍できる博士人材を育成する
ために、近年、多くの大学が社会との接点を
増やし、「ミスマッチ」を改善するための取
り組みを実施している。教員と学生との属人
的な関係を改善するための主な取り組みとし
ては、コースワーク教育の導入等があり、産
学連携による社会との接点を増やすための取
り組みとしては、キャリアセンターや産学連
携センターの設置、キャリア教育、寄附講座
の開講、共同研究およびインターンシップ等

がある。これらの取り組みにより、博士人材
が社会のニーズに目を向ける機会を提供して
いる。

しかしながら、これらの取り組みには課題
もあり、必ずしも抜本的な改革には至ってい
ない。

現状の博士人材育成の課題を改善するに
は、各研究科や専攻レベルで表３に示した取
り組みも含めて、体系的な教育システム構築
のための見直しが今一度、必要となろう。

Ⅳ	 先進的な博士人材育成の
	 実践事例

本章では、表３に示した、産学連携教育に
よる博士人材育成が抱える３つの課題につい
て、それぞれの解決策の示唆となる国内外の
先進事例を紹介する。

表3　産学連携による博士人材育成における現状の課題

課題 該当する主な取り組み

課題①：教育課程には体系的に組み込まれていない取り組みが多く、特定の学生のみに効
果がある

● キャリアセンター、産学
連携センターの設置

● キャリア教育
● 寄附講座
● インターンシップ

● 寄附講座や外部の人材を招いた講義などは、教育課程において体系的に位置づけら
れておらず、単発的な取り組みである場合が多い。したがって希望する者のみが参加・
受講する形式が多く、関心のない学生はそもそも参加・受講しない

● 定員が決まっていることも多いため、定員オーバーした場合は、希望しても参加で
きないことがある

課題②：教員個人の考え方によって異なった方針で実施される場合や教員の協力が得にく
い場合がある

● 共同研究
● コースワーク
● インターンシップ● 現状の共同研究は指導教員の属人的な人間関係によって成立している場合が多いた

め、指導教員の影響を大きく受けることに変わりはない
● あくまで研究を第一目的とし、人材育成活動としての色合いが見られない取り組み
もある

● コースワーク教育の導入などにおいては、教員の十分な協力が得にくい場合もある
課題③：政府の競争的資金などの補助金に頼った取り組みが多く、普及性・持続性に欠け

る
● キャリア教育
● 寄附講座
● 共同研究● 競争を勝ち抜き補助金を受けられる機関の数が限られるうえ、多くの取り組みが多

額の補助金を必要としたものであるため、育成の取り組みを他の大学や研究科に普
及拡大させることは容易ではない

● 補助金は原則として期限つきであるため、交付期間終了後に代替の資金確保ができ
なければ、自身の取り組み規模を縮小せざるをえず、持続性を確保することが困難
である
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1	 正規教育課程への組み込み
「課題①：教育課程には体系的に組み込まれ
ていない取り組みが多く、特定の学生のみに
効果がある」に対する示唆として、米国教育
省が実施している、博士課程（Ph.D.コース）
を 対 象 と し た 補 助 金 プ ロ グ ラ ムGAANN

（Graduate Assistance in Areas of National 
Need）がある（表４）。

社会ニーズに適合した知識や能力を修得す
るには、産学連携研究や長期のインターンシ
ップ活動などを通じ、学術機関に限定せずに
研究教育活動を行うことが有効である。
GAANNは、政府によって国家に必要と定め
られた７つの重点研究分野を対象として、数
カ月から１年程度の長期インターンシップを
組み込んだ形式で、Ph.D.コース後期３年間
の研究計画の作成を各大学に求めている。長
期インターンシップなどの産学連携教育を組
み込んだ教育課程を設計した研究科に補助金
を与える仕組みとなっており、その研究科に
所属する学生は、当然全員が産学連携教育プ
ログラムを受講することになる。

　
2	 教育活動へのインセンティブの
	 付与
「課題②：教員個人の考え方によって異なっ
た方針で実施される場合や教員の協力が得に
くい場合がある」に対しても、教育に対する
教員のコンセンサスを得るうえでも、前節の
GAANNが大きな示唆を与える取り組みとな
る。

一般に、学生を長期インターンに派遣する
ことは、学生を手放すことになる大学側、特
に所属研究室の指導教員からの反発が想定さ
れる。しかしGAANNではそういった状況を

避けるため注11、学生ではなく大学（各研究
科）を応募者に定めている。学生の研究指導
計画を作成する際に、長期インターンシップ
を組み込む必要があり、選考基準では、大学
への通学と並行することが望ましいとされて
いる。そのため、教員自身がインターンの受
け入れ先企業などと綿密に連携した研究指導
計画を作成することが不可欠である。結果と
して、GAANNは学生だけではなく、教員に
対しても社会ニーズと接する機会を提供する
仕組みとなっている。

また、米国の大学では大学院の教員も含
め、研究活動、教育活動、資金獲得活動など
が一定の割合で人事評価の指標として設けら
れており、教育の重要性が明示されているの
が一般的である注12。GAANNのような制度
は有効であるが、教員による積極的な教育活
動が推進されるための基盤となる制度設計が
あることが、米国の大きな特徴となっている
ことにも留意すべきである。

3	 企業などの協力に基づく
	 資金・体制の確保
「課題③：政府の競争的資金などの補助金に
頼った取り組みが多く、普及性・持続性に欠
ける」に対しては、企業をはじめとした行政

表4　米国の博士長期インターンシップの取り組み

実施機関 米国教育省

対象分野 バイオ、化学、情報科学、工学、数学、保健、物理

募集対象 大学院相当の学位プログラムの研究科（学生個人は応募不可）

応募要件 上記7分野に関してPh.Dコース後期3年の研究計画を提出。特
に以下の項目が評価される
● 学生の人材育成に資する研究になっていること
● 企業などへの長期インターンシップが組み込まれていること
● グループワークを取り入れた研究になっていること

競争率 応募約350件に対し112件が選定される

補助金 1件当たり年間約3万ドル
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以外の機関からの出資や協力によって持続的
な産学連携教育を行っている取り組みがあ
る。

（1）	 企業と大学の包括提携

大学院の教育課程において、行政の助成を
受けることなく企業が出資および協力してい
る連携事例として注目されるのが、ソニーと
慶應義塾大学のケースである。

2009年度から開始した「包括的人材育成協
働プロジェクト」は、学術界のみならず産業
界の次代も担えるエンジニアの輩出を目的と
している。理工学研究科を中心とした大学院
生を対象としており、①寄附講座設置、②中
長期インターン受け入れ（半年〜１年）、③共
同研究──を実施している。これら３つの取
り組みは教育課程の一環として単位認定さ
れ、それぞれについて、ソニーが講師の派遣
やインターン受け入れ体制の確保、研究機材
の提供を行っている。現段階では、本事業は
修士課程を主対象としているが、修士修了後
に就職予定の学生にかぎらず、博士課程に進
学予定の学生にとっても企業の事業内容や考
え方などを学ぶための重要な機会になってい

る。
ソニーが本事業に取り組む背景には、CSR

（Corporate Social Responsibility：企業の社
会的責任）としての中長期的な人材育成に加
え、大学との組織的な交流を通じたオープン
イノベーション注13促進の意図がある。開始
後、2011年で２年が経ち、本プロジェクトを
介してソニーは、企業としてのイメージ向上
や新しい知見の獲得といった価値を得た。一
方で、講義の感想や受講生の増加傾向から、
学生が高い満足度を得ていることがわかり、
企業と大学、学生の間にwin-winの関係注14

が築かれている。それが高い評価となり、ソ
ニーには複数の大学から問い合わせがあると
いう注15。

　

（2）	 会費制コンソーシアムによる
	 体制の構築

他方で、複数の企業が連携し会費制によっ
て１企業当たりの負担を少額に抑えながら、
産学連携教育の実現を図っている取り組みが
ある。

2011年度から学生の受け入れを開始する
「スーパー連携大学院」は、国内14大学と複
数の企業・団体によって立ち上げられた、産
学官連携に基づく博士育成の取り組みである

（図４）。アカデミア以外の多様な分野で活躍
する「イノベーション博士人材」の育成を目
標としている。

立ち上げ期に当たる2008年度から10年度ま
では文部科学省の助成事業の一環であった
が、11年度から政府の助成によらない自立的
な運用を展開していくこととなり、10年11月
に「スーパー連携大学院コンソーシアム」が
設立された。同コンソーシアムは会費制で、

図4　スーパー連携大学院の事業スキーム
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正会員になることで運営への関与や研究教育
活動への参加、博士人材の雇用などが可能に
なる。

　
Ⅴ	 今後の博士人材育成に必要な
	 取り組み

1	 産学連携教育を支える
	 ３つの基本方針

社会ニーズにマッチした博士人材を育成す
るためには、産学連携教育がきわめて重要な
立ち位置を占める。産学連携教育が有効かつ
持続的な取り組みとして博士人材の育成に役
立つには、以下の３つの方針を押さえておく
ことが必要である。

１つ目は、正規の教育課程の一環として産
学連携を組み込み、少なくともすべての学生
が何らかのレベルの産学連携教育を受講する
ことである。これは必ずしも博士課程のみで
実施する必要はなく、修士課程段階での必須
事項とする方向もありうる。これにより、企
業への就職に関心のある学生だけでなく、学
術界への関心がある学生にとっても社会ニー
ズを学ぶ機会を提供できる。

２つ目は、教員がより積極的に教育指導に
従事するようになるためのインセンティブの
設計である。従来の大学教員は研究活動と論
文執筆を何よりも重視する傾向にあったが、
教育指導や人材育成に関心を持つ教員を少し
でも増やすための制度設計が必要である。

３つ目は、行政の補助金に頼らない、企業
などとの包括的な連携に基づく、活動資金お
よび体制の確保である。複数の企業との連携
体制を構築するなど、産学連携教育を持続的
に実施するための工夫が必要である。

2	 産学連携教育の社会普及を
	 促進する機関

前節の３つの方針は、大学各自で押さえる
べき基本方針であるが、その実践に当たって
はさまざまな阻害要因がありうることから、
これらの基本方針の徹底は決して容易ではな
い。そのため、産学連携教育は必ずしもすべ
ての大学に普及、定着するとはかぎらない。
一方で、産学連携教育ノウハウの共有や、困
難に直面している大学への指導など、実践的
な支援機能があれば、博士人材育成の取り組
みは格段に早く普及していくであろう。

この点で参考となる機関として、米国には
非営利の学術団体AAAS（American Associ-
ation for the Advancement of Science： 米
国科学振興協会）がある。AAASは、資金や
体制、ノウハウを十分に持たない大学を幅広
く支援する機関として重要な役割を果たして
いる。世界中に約13万の会員（個人あるいは
組織）を有する国際的な団体で、その運営は
主に科学雑誌等の出版による収入、政府機関
や企業等からの投資や寄付金によって賄われ
ている。

AAASは組織のミッション（使命）とし
て、科学と社会をつなぐ支援活動の実践を掲
げている。博士号を持つ職員を多数有し、小
学校から大学までの教育機関や学術機関、さ
らに行政機関や企業を支援対象としてさまざ
まな活動を行っている。特に大学に対して
は、社会ニーズに適した研究開発計画のコン
サルティングや、行政機関および企業との連
携活動のコーディネートなど、実践的な支援
をしている注16。

現在、日本には資金配分を役割とした研究
支援機関があり、これらがさまざまな形で大
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学への支援を行っているが、現状では、
AAASのように分野を問わず科学技術人材
の実践的な育成を推進できる専門機関は存在
しない。

日本のこれまでの産学連携教育を通じた博
士人材育成の取り組みは、強力な資金源や支
援体制を有する特定の大学や研究科に限定さ
れる傾向があり、普及性や持続性に欠けてい
た。もし「日本版AAAS」（仮称）が設立さ
れれば、博士人材育成の取り組みがより広く

普及拡大するであろう。さらに、博士人材が
活躍できる就職先の一つとしても、この機関
が果たす役割は大きい（図５）。

Ⅵ	 博士人材育成に重要な産学連携
	 教育を成功させるために

社会ニーズに適合した博士人材をより多く
育成、輩出するためには、産学連携教育が重
要である。それを成功させるには、各大学
は、産学連携教育を正規教育課程として組み
込むこと、教員による教育活動へのインセン
ティブ設計をすること、そして企業などとの
包括的な協力体制を構築することが必要であ
る。さらに産学連携教育が社会的に普及する
ためには、各大学で蓄積されたノウハウを集
約し、課題を抱えている大学や企業を実践的
に支援する機能や機関も必要である（図６）。

これからの日本には、政府資金や大学の現
場の活動に依存した仕組みから脱却し、民間
資金がより積極的に投入される仕組みづくり
が必要である。しかし、外部の民間機関から
体制的、金銭的な協力を得ることは容易では
なく、今後の大きな課題となるであろう。問
題意識を共有できる大学と企業が手を組み、
博士人材育成の成功例を地道に積み上げてい
くことこそ、より多くの企業の関心と信頼を
集めるための道筋である。今後の日本の成長
のために、一つでも多くの大学や企業が新し
い形の博士人材育成に挑戦することを期待し
たい。

また日本版AAASのように、科学技術人材
育成のノウハウを集約し、実践的に広く提供
できる機能を構築することも重要である。こ
のような機能を持った機関の設立によって、

図6　産学連携教育による博士人材育成の要件
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より普及性と持続性のある博士人材の育成の
仕組みが確立されることを願う。

本稿は野村総合研究所が受託した文部科学省「様々
な社会経済環境の変化を踏まえた博士課程の今後の
状況についての調査」（平成20・21年度先導的大学
改革推進委託事業）の結果に、新たに行った自主調
査の結果を加えたものである。

注

1 本稿における「博士課程」とは、大学院の後期
３年間の課程（博士後期課程）を指す。前期２
年間の課程（博士前期課程、または修士課程）
は「修士課程」とする

2 日本経済団体連合会「企業における博士号取得
者の状況に関するアンケート調査結果・要旨」
2007年２月

3 学士、修士、博士ともに文部科学省「学校基本
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「ビッグデータビジネス」の興隆と
対応すべき課題
大 量 デ ー タ の 高 度 な 活 用 に 向 け て

C O N T E N T S
Ⅰ　「ビッグデータビジネス」の興隆の背景
Ⅱ　ビッグデータで扱うデータの多様化と高度活用の進展
Ⅲ　ビッグデータを活用したビジネスのあり方
Ⅳ　ビッグデータビジネス進展に向けた課題と対応のあり方

要約

NAVIGATION & SOLUTION

1	 「ビッグデータビジネス」とは、昨今の革新的な情報・通信技術を活用して大
量のデータ（ビッグデータ）を収集・解析することで、社会・経済の問題解決
を図ることや業務の付加価値を一層高めるための事業を意味し、今後急速な立
ち上がりが予想される。同ビジネスは、時々刻々と変化する消費者の行動や機
器利用・業務付随データなどを、収集・蓄積・分析することで実現される。

2	 ビッグデータの活用により、①もともとのサービス自体の魅力増大、②効率的
な研究開発の実現、③適時適切な情報配信──が進むことが想定される。ま
た、リアルタイムでのフィードバックを個別に行うことが技術的に可能となり
つつあり、経営資源の適切な活用や社会インフラの効率的な整備に有用と考え
られる。

3	 ビッグデータ活用の環境は整備されつつあるものの、その活用支援を事業とし
て成立させるための課題はいまだ多い。利用サイド事業者に対してビッグデー
タ活用の経済合理性の認識を促すビジネスモデルを整備することや、身近な課
題である保有データの不整合の解消を入り口に導入を図ることなど、市場進展
のための工夫が求められる。

4	 ビッグデータビジネスの健全な進展には、ビッグデータを活用できる人材の育
成、およびプライバシーに関連する情報や営業機密といった機微なデータの取
り扱いに関する指針整備や技術的解決が不可欠である。

鈴木良介
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Ⅰ	「ビッグデータビジネス」の
	 興隆の背景

2010年代の情報・通信分野における大きな
潮流の一つとして、「ビッグデータビジネ
ス」の立ち上がりが予想される。

ビッグデータの明瞭な定義はいまだ存在し
ないが、大きく３つの観点から語られること
が多い。

第１は「データサイズ」の観点である。ペ
タバイト（1015）、エクサバイト（1018）と
いった、これまでに取り扱ってきたデータサ
イズを大きく超えるサイズのデータは代表的
なビッグデータといえる。ただし、「ペタバ
イト以上ならばビッグデータ」と言い切れる
ものではなく、従来あるデータ処理の状況下
において一般的であったデータサイズを大き
く上回ることをもってビッグデータと呼ばれ
ることも多い。

第２は「データ把握・収集の頻度」の観点
である。たとえ、把握・収集や処理の対象と
なる個々のデータサイズが極端に大きなもの
でないとしても、データが非常に高い頻度で
把握・収集されるとするならば、その処理に
は従来とは異なる方法が求められる。これ
は、データの解像度の向上とも言い換えられ
る。たとえば、Webサービス提供事業者が、
ユーザーのそれぞれの振る舞い（クリックな
ど）の背後にどのような意図があるのかを分
析するためには、高いデータの解像度が求め
られるのは当然であるし、そのためにはデー
タは高い頻度で把握・収集することが求めら
れる。

第３は「データの多様性」の観点である。
定型的な数値データ、テキストデータにとど

まらず、Webサービスへのユーザーからの
書き込み、膨大な数の監視カメラによって収
集される映像データ、デジタルサイネージ

（電子看板）を閲覧する人の顔写真、位置デ
ータ、各種のセンサーからのデータなど、多
種多様なデータの活用に対する関心も高まっ
ている。これらもビッグデータの一部を構成
する重要な観点である。

このようなビッグデータの位置づけを踏ま
えて本稿では、「ビッグデータビジネス」と
いう言葉を、「昨今の革新的な情報・通信技
術を活用して、ビッグデータを収集・分析す
ることにより、社会・経済の問題解決を図る
ことや、業務の付加価値を一層高めるための
事業」の意に用いる。

過去にも、データ解析から付加価値を生み
出すこのような取り組みは、さまざまな形で
試みられてきた。「データマイニング」「ビジ
ネスインテリジェンス」、あるいは「センサ
ーネットワーク」や「ユビキタスネットワー
ク構想」「ライフログ」なども似たような考
え方のもとに提唱された概念であるといえ
る。しかし、それらのなかには市場拡大に至
っていない概念や現状では活用場面が特殊な
分野に限定されているものも少なくない。

ビッグデータビジネスが興隆する要因は、
データ解析結果を自社事業に役立てようとす
る「利用サイド事業者」、およびデータ解析
のツールやサービスを提供する「提供サイド
事業者」の双方に求めることができる。以下
ではそれぞれの動向を整理する。

1	 利用サイド事業者の動向
利用サイド事業者においてビッグデータを

活用しようという機運が高まっている背景に
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は、事業を推進する際の合理性・効率性の追
求要請がより高いものとなっている点が挙げ
られる。

たとえば、米国には「Data is King」を標
榜し、データ分析に基づく事業の効率化やサ
ービス品質の向上を常に追求し続けている事
業者がいる。苛烈さを増す競争環境のなか
で、このようにより効率的で確実な施策を求
める意向は、ビッグデータビジネスの促進に
つながるであろう。

また、分析対象となりうるデータの飛躍的
な増大と、分析を支援するツール類の充実も、
ビッグデータビジネスを後押しする（図１）。
以下、整備が進みつつあるビッグデータ活用

の環境について述べる。

（1）	 クラウドコンピューティングによる
	 サーバーへのデータ蓄積

第１に、利用サイド事業者におけるクラウ
ドコンピューティング（以下、クラウド）の
利用が進みつつあり、それがビッグデータの
活用を後押しするものと考えられる。なぜな
らば、クラウドの利用環境では、多くのデー
タがサーバーに集約・蓄積されるからであ
る。サーバーにデータを集約・蓄積させるこ
とは、ビッグデータをつくるうえでの基本的
な環境整備である。データの集約と蓄積に際
しては、もちろん、データの整合性をどのよ

図1　ビッグデータビジネスの興隆に関連する要因と新たな動向

データを把握する・収集する データを蓄積する
処理可能な状態にする データを処理・分析する

各種センサー技術の成熟

ミドルウェアとして通信
の活用、およびクラウド
コンピューティングとの
連携を促す「Android（ア
ンドロイド）」OS

二次利用可能な統計デー
タなど

情報発信や閲覧・購買・
コミュニケーション動態
の把握（公開APIからの
データ収集）

移動体通信
モジュールの活用

人手による入力データ

業務付随データ
（事業者保有データ）

▼大量処理の基盤

クラウドコンピューティング環境　（IaaSほか）

▼大量に蓄積する

DWH（データウェアハウス）

▼大量のデータを処理する

● NoSQL
● Hadoop
● Scipy
● NumPy

など
▼データを分析可能な
　状態とする

MDM（マスターデータマネ
ジメント）

▼秘匿と活用の両立

▼蓄積せずに処理する（リアルタイム処理）

CEP（複合イベント処理）、ストリームコンピューティング

可
視
化
技
術

トレーニングを重ねた
優れたアルゴリズム

注）API：アプリケーション・プログラム・インターフェース、Hadoop：ハドゥープ（第Ⅰ章2節参照）、IaaS：インフラストラクチャー・アズ・ア・サービス、
NoSQL：ノットオンリー SQL、Numpy：ナムパイ（第Ⅰ章2節参照）、OS：基本ソフト、Scipy：サイパイ（第Ⅰ章2節参照）

● PPDM（プライバシー保護データマイ
ニング〈匿名化、秘密計算、再構築計
算〉）

● SDC（統計的開示抑制）
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うに確保するかという課題を事前に解決して
おく必要がある。
「データの収集と分析から自社事業に役立つ
知見を導き出す」という観点は、従来から多
くの事業者が持っていた関心事項であるが、

「サーバーにデータが集約されること」の効
用については、クラウド利用が拡大しつつあ
る昨今にあっては特に注目すべき事項といえ
る。クラウド利用環境下においては、サーバ
ー側へデータが自ずと蓄積されるためであ
る。

（2）	 API公開やAndroid活用による	
	 多種多様なデータの把握・収集

第２に、
● データの把握・収集に関する技術の進展

や製品の充実が進んでいること
● 政府公開データのような二次利用が可能

なデータが増大していること
● グーグルやフェイスブックなどの大規模

Webサービス事業者のAPI（アプリケー
ション・プログラム・インターフェー
ス）公開により、各事業者が利用可能な
データが増大していること

──が挙げられる。
スマートフォン（高機能携帯電話端末）を

含む携帯電話端末の普及と高機能・高性能化
は、データの把握・収集を容易にした好例で
ある。たとえば、GPS（全地球測位システ
ム）機能の搭載により、各端末の位置データ
をリアルタイムで把握することができる。電
子マネー機能を具備することで決済情報の把
握も可能である。さらに、スマートフォンユ
ーザー向けにさまざまなアプリケーションソ
フトの開発と提供が可能となっていること

も、同ソフト開発者にとっては多くの種類の
データを把握・収集することを容易にした。

併せて、グーグルが公開しているOS（基
本ソフトウェア）「Android（アンドロイ
ド）」は、データの効率的な吸い上げが進展
しつつあることの象徴的事例といえるであろ
う。なぜならば、Androidを活用すると、多
くの電子機器が従来と比べ容易にネットワー
クに接続されるようになるからである。たと
えば、Androidは携帯電話端末用のOSとし
て広く知られているが、それにとどまらず、
カーナビゲーションやデジタルフォトフレー
ム、セットトップボックス（多機能受信機）
など、各種の電子機器のOSとして利用され
始めている。これにより、従来パソコンや携
帯電話端末では取得が困難であったより多種
多様なデータがクラウド上に蓄積され、活用
に供されるようになることが期待される。

Webサービスが開示するAPIを介して利用
可能となる各種データや、自らWebサイト
を運営している事業者であれば、自社サイト
を訪問するユーザーのログデータなども、活
用対象とすべきビッグデータの好例である。

（3）	 クラウドのデータ処理・分析のための	
	 計算機資源

第３に、クラウドのようなサービスが、ビ
ッグデータを処理・分析するための計算機資
源として便利かつ安価に利用できるようにな
ったことも、ビッグデータの活用を後押しし
ている。クラウドの登場は、前述した「デー
タ集約・蓄積」のみならず、「データ処理・
分析」にも影響を及ぼしている。

分析対象データと分析に向けた意欲はある
ものの、そのための計算機資源をはじめ設備



60 知的資産創造／2011年7月号

当レポートに掲載されているあらゆる内容の無断転載・複製を禁じます。すべての内容は日本の著作権法および国際条約により保護されています。
CopyrightⒸ2011 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. No reproduction or republication without written permission.

投資の予算が乏しい事業者は少なくない。た
とえば、Webサービスを新たに提供し始め
た事業者でいえば、閲覧者が自社サイト上の
どのページをどのように移動したり、どのペ
ージを長く見ていたりしたかといった「動
線」を詳細に分析したいというニーズがあ
る。このようなニーズに対しクラウドサービ
スは、事業者がデータ分析目的に過大な設備
投資をすることも、分析に多くの時間をかけ
ることもなく大量計算を可能とし、ビッグデ
ータ活用の障壁を低くしたことになる。

2	 提供サイド事業者の動向
ビッグデータを蓄積・分析するためのハー

ドウェア・ソフトウェアの開発や、支援サー
ビスを行う提供サイド事業者においても、ビ
ッグデータビジネスに注力する意向が高まっ
ている。なぜならば、クラウドの登場を契機
に、新しい収益源を開拓する必要性が増大し
ているからである。

提供サイド事業者としては、IT（情報技
術）ベンダーやシステムインテグレーター、
通信事業者などの情報システム開発に関連す
る事業者が該当する。これらの事業者の多く
にとって、取り扱うデータの中身にまで深く
踏み込んだ理解が求められるビッグデータビ
ジネスに関与することは容易ではない。それ
にもかかわらず、同事業者がビッグデータビ
ジネスに注力してこれまでとは異なる収益源
を求める背景にも、クラウドの普及がある。

従来の情報システムやITサービス市場は、
クラウドの利用進展に伴い縮小することが予
想される。クラウドに対する利用サイド事業
者からの期待として、「情報システムにかか
る総費用の低減」が大きい以上、自社での設

置・管理を前提とする情報システムからクラ
ウドを活用する情報システムへの移行時に
は、市場の縮小は避けられないためである。
そのため、提供サイド事業者が事業規模を維
持し成長させるためには、従来は扱ってこな
かったビッグデータ活用のような領域であっ
てもそれを新規事業領域として開拓し、収益
を維持・拡大することが必要になる。

もちろん、市場が全体的に縮小傾向にある
なか、既存の提供サイド事業者が講ずること
のできる施策は、ビッグデータビジネスへの
注力だけではない。顧客を増加させるための

「グローバル展開」や、特定の大手事業者か
ら異業種、中小事業者の市場開拓まで「顧客
セグメントの拡大」を図る方向性もある。

こうしたさまざまな施策のなかでビッグデ
ータビジネスは、「顧客単価の漸減を食い止
めるための施策」と位置づけられる。提供サ
イド事業者が、クラウドの利用・進展に伴っ
て縮小する情報システム部門の予算のみを収
益源とするかぎり、顧客単価の増加には限界
がある。提供サイド事業者は、今後、情報シ
ステム部門以外の事業部門を開拓する必要性
が増す。各事業部門への訴求という観点にお
いても、ビッグデータからの知見の導出は、
汎用性と説得性のある施策と考えられる。

以下に、ビッグデータの活用を促す提供サ
イド事業者による製品の充実や技術開発の具
体的な事例を示す。

まず、数百テラ、ペタバイトクラスのビッ
グデータを蓄積・活用するためのデータウェ
アハウスや、ビッグデータを分析可能な状態
にするためのマスターデータマネジメント

（MDM）関連の技術およびサービスが挙げ
られる。また、ビッグデータを処理する基盤
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ソフトである「Hadoop（ハドゥープ）」や、
プログラミング言語「Python（パイソン）」
の数理分析モジュールである「NumPy（ナ
ムパイ）」「Scipy（サイパイ）」といった数理
的な処理を、安価で強力に推し進めるツール
群も充実しつつある。

また、ビッグデータを高速に処理するため
の技術として、「複合イベント処理（CEP：
Complex Event Processing）」にかかわる技
術にも留意する必要があるだろう。CEPの利
用事例としては、高速での証券取引やクレジ
ットカードの不正利用検知、情報システムの
稼働状況検知などが代表的である。

これらの製品にはIBMやオラクル、日立製
作所などが力を入れている。特にIBMは、か
ねてより本領域に注力してきたことに加え、
昨今提唱している「スマータープラネット」
構想のなかでもその活用事例を示すなど、本
領域における存在感をより高めている。近年
では上述の各社とも、関連するデータ活用事
業のラインアップ整備を進めるべく、他社買
収なども進めている。

次に、データの秘匿と活用を両立させるた
めの技術として、「プライバシー保護データ
マ イ ニ ン グ（PPDM：Privacy Preserving 
Data Mining。匿名化、秘密計算、再構築計
算などの総称）」や「統計的開示抑制（SDC：
Statistical Disclosure Control）」 な ど が あ
る。これらにかかわる研究はビッグデータの
みを念頭に置いているわけではないが、ビッ
グデータに対しても活用が期待される。

2011年当初より、自社の新たな取り組みを
ビッグデータと関連づけて発表する提供サイ
ド事業者も増加しつつあり、製品やサービス
の充実や技術開発は今後より一層進展するこ

とが予想される。

Ⅱ	 ビッグデータで扱うデータの
	 多様化と高度活用の進展

では、ビッグデータの活用からどんな効用
を得ることができるだろうか。以下、「結局
のところ、ビッグデータビジネスが目的とす
るところは何なのか。ビッグデータはどのよ
うに活用しうるものであるのか」という点に
ついて整理したい。

1	 ビッグデータで得られるメリット
ビッグデータ活用やビッグデータビジネス

の効用、すなわち大量データの蓄積・分析で
得られるメリットは、「フィードバック先」
と「リアルタイム性」の２つの視点から整理
することが有効である。

（1）	 フィードバック先の視点

第１のフィードバック先の視点とは、ビッ
グデータの解析結果のフィードバック先が、

①ユーザー個人などの「個別フィードバッ
ク」

②あるサービスの利用者全体などに対する
「系全体フィードバック」

──のどちらなのかということである。た
とえば、ある携帯電話端末ユーザーの位置デ
ータの活用を想定した場合、ユーザーの現在
位置を踏まえ、そのユーザーに対して当該位
置に最適化された情報（たとえば、そのユー
ザーが数時間前にWebで閲覧していた商品
を、近くにある店舗が今まさに割安で販売す
るキャンペーンを実施しているなど）を配信
することが個別へのフィードバックである。
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一方、あるイベント開始前に参加者が会場
近くに集合しているなど、ある時間帯・ある
地点に特定の属性の人がたくさん集まってい
ることを踏まえ、デジタルサイネージのよう
な屋外広告でイベント関連情報を流すといっ
た対応は、系全体フィードバックである。

（2）	 リアルタイム性の視点

第２のリアルタイム性の視点とは、取り扱
うデータが、「ストック（過去の蓄積）型」
なのか「フロー（リアルタイム）型」なのか
である。上述の位置データの例にならえば、
利用している電車の過去１年間の路線データ
に基づいて、ダイヤの乱れに関する情報配信
を最適化することはストック型の活用であ
り、今まさに移動している場所や向かおうと
している場所に基づいて、情報配信を最適化
するのがフロー型といえる。

この２つの例からもわかるように、ストッ
ク型であるかフロー型であるかは相対的で、
きれいに二分できるものではない。上述の例
でいえば、過去のデータ（ダイヤの乱れ）を
どこまで蓄積すればストック型と呼べるのか
の明確な区切りはない。

また、フロー型であればあるほどユーザー
にとって利便性が高まるわけでもなく、分野

（領域）によっては過去情報のストックをき
ちんと分析して結果をフィードバックしたほ
うが、ユーザーにとって利用価値があるケー
スもある。第２のリアルタイム性の視点は、
データの入手から活用までに許されるタイム
ラグともいえる。

以下では、上述の２つの視点で類型化した
ビッグデータの活用事例を概観する（表１）。

2	 ビッグデータ活用事例
（1）	 系全体フィードバック・ストック型

従来から小規模には行われてきた一般的な
データ活用である。自社のWebサイトを訪
問した顧客がどのページを閲覧し、次にどの
ページを閲覧したのかといった過去の一定期
間に蓄積された動線データを分析し、ユーザ
ーが必要とする情報をより容易に取得できる
ようにサイトを改良するといった利用法であ
る。

電子商取引（EC）ではない実際の店舗で
は、POSデータ（販売情報データ）に基づい
て商品の入れ替えや陳列棚の最適化を行って
いるが、このようなデータ分析事例もこのタ
イプに相当する。マーケティングの世界で語
られる「スーパーでＡを買う人の多くは一緒
にＢを買う」といった事例も同様である。

表1　ビッグデータ活用の類型化と具体的な事例

蓄積したデータの分析結果をフィード
バック【ストック型】

データをリアルタイムに分析してフィー
ドバック【フロー型】

系全体フィードバック ● 製品開発
● アルゴリズム改良
● Web動線、陳列棚の配置最適化
　…

● スマートグリッド（次世代送電網）
● スマート～
　…

個別フィードバック ● EC（電子商取引）サイトにおけるリコ
メンデーション（商品推薦）
　…

● 行動ターゲティング広告
● クレジットカードの不正利用検知
● HFT（高頻度トレーディング）
　…

何をもって「リアルタ
イム」とするかは、業
種業態、データの利用
目的によって異なる

1

2

3

4
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（2）	 個別フィードバック・ストック型

ECサイトにおけるリコメンデーション（商
品推薦）が代表的事例である。「これまで○
○を買った人に案内しています」といったも
のである。以前に消費者が買った商品に対し
て、「いらなくなったら売りませんか」とい
う案内も同様の考え方といえる。

この事例でいえば、中古品として売り出し
てくれそうかどうかといった判断や、販売を
促すタイミングを、ECサイトのユーザー全
体の傾向に基づいて分析・検討し、そのうえ
で個々のユーザーに対して働きかけるという
ことが想定される。

（3）	 系全体フィードバック・フロー型

時々刻々と流れてくる大量のデータを収
集・分析し、系全体が調和するように制御し
たり、あるいは系全体の付加価値をより高め
るようにしたりする事例が相当する。典型
が、近年、高い注目を集めているスマートグ
リッド（次世代送電網）やスマートシティな
ど、「スマート」を冠した社会システムにお
けるビッグデータ利用事例である。

たとえばスマートグリッドの場合、電力需
要家である工場・オフィス・世帯が個々に使
用している機器の電力使用量のデータを収集
し、それに太陽光や風力などを含む発電量の
データを加味することで送電網全体の需給を
最適化する。

（4）	 個別フィードバック・フロー型

時々刻々と変化する状況に応じて、適時適
切な情報や対応を個々のユーザーなどに対し
て提供するような事例が相当する。具体的に
は、Webサイトの閲覧状況などを踏まえた

「行動ターゲティング広告」や、HFT（高頻
度トレーディング）に代表される「株式売買
のアルゴリズム取引」が挙げられる。

3	 ビッグデータの活用をより高度化・
	 精密化する技術の進展

前項の（1）から（4）までの事例の傾向を
見ると、（1）の系全体フィードバック・スト
ック型の重要性が低下したわけではなく、相
対的に（4）の個別フィードバック・フロー
型の事例が増えている。（4）は、近年になっ
て降って湧いたニーズでは必ずしもない。収
集・分析対象となるデータが、従来そもそも
取得できなかったり技術的に分析困難であっ
たりしたものが、昨今の技術の進展と普及を
受けて実現可能になりつつあり、それにより
新たなニーズとして捕捉されてきたのであ
る。

従来、（1）の系全体フィードバック・スト
ック型には、（4）の個別フィードバック・フ
ロー型としたほうがより望ましい場合が多
い。そもそも実現したかったことが技術的に
可能になりつつあるためである。

たとえば商品の売れ筋分析の場合、従来
は、一定期間をかけて収集し、定期的に分析
した品目ごとのデータ（販売実績情報）を、
商品の採否や陳列に活かすという利用方法が
一般的であった。しかしながら、個別かつリ
アルタイムでのデータ活用が可能となれば、
店舗の在庫状況や特定商品に対する顧客の関
心（ある陳列棚の前を何度も行き来したり手
に取っていたりするなど）をもとに、その顧
客に対して商品を推薦することも可能となる
であろう。

インターネット広告の配信においては、す
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でに（4）の個別フィードバック・フロー型
のデータ活用が進展している。複数のWeb
サイトを取りまとめ、それらを一つの広告媒
体として提供するサービス（アドネットワー
クサービス）が増加しているが、このサービ
スにおいて提供されている行動ターゲティン
グ広告などが事例として挙げられる。これ
は、一人のネットユーザーが訪問した複数サ
イトの閲覧動向を踏まえ広告を配信するよう
な技術である。

たとえば、複数の新車情報サイトや自動車
ローンのサイトを閲覧しているネットユーザ
ーの場合は自動車購入意欲が比較的高いと推
察される。そのようなユーザーに向けて近く
の自動車販売事業者が、週末に予定している
新車展示会の広告を配信するというようなサ
ービスがすでに実現している。

ストック型とフロー型を分ける視点として
挙げた「フィードバックのリアルタイム性」
は、近年、特に携帯電話向けサービスやイン
ターネット関連サービスできわめて重要なテ
ーマとなっている。140文字以内の「つぶや
き」を発信するサービスである「Twitter

（ツイッター）」は、従来のブログやSNS（ソ
ーシャル・ネットワーキング・サービス）サ
イトへの投稿と比較すると、よりリアルタイ
ム性が高く、新たなマーケティングツールと
して注目されつつある。

同様に注目されるサービスとしては、2010
年以降、米国を中心に急増している位置デー
タを活用するLBS（ロケーション・ベース
ド・サービス）がある。その代表的な事例に
は、「Google Latitude（グーグルラティチュ
ード）」や「foursquare（フォースクエア）」
がある。これらは、自動的に、あるいは自己

申告で得られた位置データに基づき、たとえ
ば待ち合わせをしている知人に現在位置を示
したり、近くの店舗から広告配信を受けられ
たりするといったサービスが提供されてい
る。「友人との待ち合わせ」や「あなたが今
いる場所の近くの店舗の広告」といった基本
的な利用シーンを想定しても、ユーザーの現
在位置に基づき配信されるこのような情報は
適時適切であることが不可欠で、リアルタイ
ム性が求められる。

また、クレジットカードの不正利用検知や
情報システムに対する不正アクセス検知は、
比較的古くから実用化されてきた（4）の個
別フィードバック・フロー型のデータ活用事
例といえる。このように情報セキュリティ強
化のためにビッグデータ活用が進むことも想
定される。たとえば、多数の監視カメラの映
像をリアルタイムで自動解析し、異常があれ
ば管理者に注意喚起を促すような事例などは
このタイプに相当する。このようなサービス
は一部ではすでに実用化されており、今後の
適用拡大が見込まれる。

Ⅲ	 ビッグデータを活用した
	 ビジネスのあり方

1	 利用サイド事業者にとっての
	 ビッグデータ活用の経済合理性

提供サイド事業者は、利用サイド事業者の
ビッグデータの活用を手助けすることで収益
を得ることが期待される。こうした期待に応
えるには、利用サイド事業者に、「ある程度
費用をかけてでも、ビッグデータの活用によ
ってそれに見合うだけの収益向上やコスト削
減が実現される」ことを認識させる必要があ
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る。以下、想定される状況をいくつか例示す
る。

たとえば、家電製品や自動車などの一般的
な機器の利用状況に関するビッグデータを収
集・解析することで、次に当該機器を開発す
る際に適切な課題設定が可能となる。それら
の機器の購入後、ユーザーはどの程度の頻度
で使っているのか、どのような機能や設定を
好んでいるのかといった使用状況を自動的に
収集し、集まったビッグデータの分析を通じ
て全体の使用傾向や課題が把握できるように
なる。そのような取り組みを通して、ときに
は、メーカーがユーザーによかれと思って装
備した機能が使われていなかったり、過剰性
能であったりすることが明らかになる場合も
あるだろう。

一方で、想定外の使われ方をして生じた故
障の原因把握や、あるいは性能を強化すべき
ポイントも見えてくる。こうしたデータ活用
を通じて、メーカー側の見当違いの設計やむ
だに投じられていた開発投資を見直す効果も
期待できる。

また、個々人の趣味や嗜好、行動履歴など
に関するビッグデータの収集・分析は、商品
のきめ細やかな推薦や広告配信の最適化な
ど、マーケティング分野にも活用されよう。
行動ターゲティング技術に象徴される「適切
な人に適切な情報を配信する」という考え方
は、適切な情報配信が売り上げに直結する事
業部門にとっては必須の施策で、今後のビッ
グデータビジネスの進展が特に期待される分
野である。これにより、広告および販売促進
関連費用の効率化が期待される。

広告や販売促進、あるいは各種の研究開発
には、日本国内だけでも数兆円規模の費用が

投じられている。利用サイド事業者にとっ
て、「これらの費用の投資対効果は不明瞭で
はないか」「より効率的な打ち手を講ずるこ
とができるのではないか」という問題意識は
尽きない。これらの妥当性をビッグデータに
基づき検証することには一定の価値が認めら
れるであろう。そのことこそ、ビッグデータ
活用を支援する事業者（提供サイド事業者）
の商機となる。

加えて、直接的な収益につながらなくと
も、機器・サービスの魅力や効率を高めるた
めにビッグデータを活用するという考え方も
重要である。ビッグデータビジネスであって
も原則は収益性の追求であるものの、短期的
には「収益性よりも特定データの収集のほう
が重要」という状況も想定される。これもま
た、中長期的には商品の競争力が強化される
という観点において、経済合理性が期待でき
るものである。

たとえば、電話番号案内のようなサービス
を無料で提供することを通じて、自社が開発
する音声認識アルゴリズムを改善するような
ケースが相当する。アルゴリズム改善を目的
としたサービスでは、収益性よりもアルゴリ
ズム改善のためのデータ収集に重きを置き、
そこで改善されたアルゴリズムをサービスの
競争力向上のために活用し、それにより中長
期的に収益を高めるといったビジネスモデル
が考えられる。

ビッグデータを活用することにより経済合
理性の高い仕組みを構築できることがわかっ
たとしても、現在稼働している仕組みをビッ
グデータ活用型の仕組みに入れ替えること
は、一般的には抵抗が生じやすい。そのよう
な背景もあって、新興国のインフラ整備や情
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報システム、サービスの整備のなかでビッグ
データを活用しようとする取り組みがある。

たとえばノキアは2000年代初頭より、ケニ
アをはじめとする国々で「ノキア・データギ
ャザリングプロジェクト」を推進している。
これは、社会インフラが未成熟な新興国を中
心に、携帯電話を用いたインフラサービスを
提供しようとするプロジェクトである。具体
的には、農業関連情報（農産物の市況や気候
状況など）の配信や感染症予防のためのデー
タ収集と配信、国勢調査の実施支援といった
サービスを提供しつつ、こうした領域のビッ
グデータを収集し、展開可能な知見を導出し
ようとしている。これは、経済合理性をより
打ち出しやすい国や顧客に対してビッグデー
タ活用型のサービスを提供しようとする好例
といえる。

上述の事例からもわかるように、ビッグデ
ータを「活用する」段階になると、情報シス
テム部門の所掌範囲を超えて事業そのものと
密接に関係する。情報・通信技術はこの数十
年、利用サイド事業者の業務効率化に寄与し
てきた。しかし、こうした効率化を超えた新
しい付加価値の提供と支援の領域においては
いまだ十分な役割を果たしきれていない。今
後ビッグデータビジネスが進むことで、情
報・通信技術がこの新しい領域に付加価値を
提供しうるものと考えられる。

2	 経済合理性を明確に示すビジネス
	 モデルや仕組みの導入

提供サイド事業者が、利用サイド事業者に
対してビッグデータ活用の経済合理性をより
明確に示すには、ビジネスモデルを洗練させ
る必要がある。ビッグデータの活用を促す状

況変化は、前節までに論じた個別の技術や製
品の進展にとどまらない。ビッグデータを

「つくる」ためにデータをサーバーに効率的
に集約するビジネスモデルや仕組みをつくり
上げることが、ビッグデータ活用を促進する
うえでは重要になる。その事例として、「通
信の隠蔽」と「ゼロクリックサービス」につ
いて説明する。

● 通信の隠蔽
通信の隠蔽とは、ユーザーが通信サービス

を受ける際に費用やリテラシー（読み書き能
力）などさまざまな負担から解放され、自由
自在かつ無意識にサービスが利用できるよう
にする仕組みである。言い換えれば、「通信
サービス利用に伴う費用の隠蔽」や「通信サ
ービス利用に伴う契約や設定・操作負担の隠
蔽」である。

● ゼロクリックサービス
ゼロクリックサービスとは、利用者がデー

タをサーバーに送るための手続きを一切せず
にすむようにする仕組みである。通信の隠蔽
と併せて提供されることで、人々の持つデー
タを、端末からサーバーへ集約させるプロセ
スにおいて大きな効果を発揮する。なぜなら
ば、ユーザーが意識しないまま生じた通信の
料金をユーザーに課すことは困難だからであ
り、したがって、ゼロクリックサービスは通
信の隠蔽のもとで提供されるのが自然である。

通信の隠蔽の具体例としては、Amazon.
com（アマゾン・ドット・コム）の「Kindle

（キンドル）」端末を用いた電子書籍サービス
が挙げられる（図２）。
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Kindle端末のユーザーは、同社のサーバー
にある大量の電子書籍から希望するコンテン
ツを、おおむねいつでもどこからでもダウン
ロードして閲覧できる。このようなサービス
が可能なのは、Kindle端末が携帯電話網対応
の通信モジュールを内蔵し、かつ通信費用を
Amazon.comが負担しているからである。ユ
ーザーは、通信契約の必要もなければダウン
ロードに伴う通信費用も直接には負担しな
い。すなわち、ユーザーは通信サービスに伴
う負担を何も感じず通信の存在すら意識する
ことなく、読書という効用のみを手軽に享受
できるのである。
「ビッグデータをつくる」という観点がより
明確な事例としては、2010年から開始された
Kindleの付随サービス「Popular Highlights

（ポピュラーハイライト）」が参考となる。こ
れは、ユーザー（読者）が電子書籍を読みな
がら文章に引いた下線の箇所を他のユーザー

と共有する仕組みである。
このサービスを導入した結果、Amazon.

comは「大勢の読者が面白いと感じた文章の
ビッグデータ」を保持することが可能になっ
た。「ある本のなかでみんなが面白いと感じ
た一節」に関する情報は、書籍販売上、ある
いは新規出版計画を立案する際にきわめて有
用と考えられる。このようなサービスは、通
信が隠蔽された形で提供されていたために容
易に開始できたといえよう。

一方、ゼロクリックサービスの事例として
は「Eye-Fi（アイファイ）」が挙げられる。
Eye-Fiは、Wi-Fi（無線LAN）接続機能を備
えた外部記憶媒体（SDカード）で、デジタ
ルカメラで撮影した写真や動画を、オンライ
ンフォトアルバムなどに自動的にアップロー
ドしてくれる。初期設定をすればユーザーは
撮影する以外の余計な作業を一切せず、「撮
影した写真が自動的にサーバーにアップロー

図2　Amazon.com（アマゾン・ドット・コム）の電子書籍サービスにおけるビジネスモデル（「通信の隠蔽」
　　 の事例）

注）簡略化するため、電子書籍の権利者（著者）に関する記載などは省略している
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ドされる」という効用を得る。その結果、大
量の画像データが容易にサーバーに蓄積され
ることになる（図３）。

クラウドと各種端末とをより円滑に連携さ
せてビッグデータの活用につなげていくため
には、通信の隠蔽やゼロクリックサービスと
いった仕組みを適用することが重要であるこ
とを、Amazon.comのKindle端末の電子書籍
サービス、およびEye-Fiのデジタルフォトの
アップロードサービスの事例で見た。

これらからもわかるように、クラウド上に
さまざまなビッグデータが収集・蓄積される
ためには、パソコンや携帯電話端末にかぎら
ず、さまざまな機器がクラウドに接続可能な
状態であることが求められる。なぜならば、
ある機器とその機器が取り扱えるデータとは
強く結びついているため、多種多様なデータ
を得るには、パソコンや携帯電話端末などの
汎用機器だけでは不十分だからである。

電子書籍端末やデジタルカメラ、あるいは

デジタルフォトフレームのような多種多様な
機器がクラウドと連携するに当たっては、ユ
ーザー（特に一般消費者）が積極的にそれぞ
れの機器に対してデータの送信を設定し、通
信費用を負担することは想定しにくい。その
ため、本節で紹介したような通信の隠蔽なら
びにゼロクリックサービスといった観点を踏
まえた仕組みづくりが必要となる。

3	 データ活用環境に関する現状の
	 不整合を踏まえた事業化

ビッグデータの利用サイド事業者に対し
て、提供サイド事業者がビッグデータの関連
ツールやサービスを提供する場合の訴求方法
としては、データ活用の不整合の改善を目的
とした事業も想定される。

すでに蓄積してあるデータを活用しようと
しても、「データが分析可能な状態で蓄積さ
れていない」ケースは多い。たとえば、顧客
コードや製品コードが部門やエリアによって

図3　「Eye-Fi（アイファイ）」のサービスモデル（「ゼロクリックサービス」の事例）

デジタルカメラで撮影された写真は、WiFi
（無線LAN）接続を介して、一度Eye-Fiのサー
バーに送られ、その後、あらかじめ設定さ
れたオンラインフォトアルバムサービスな
どにアップロードされる

撮影した写真・映像

WiFi（無線LAN）圏内

Eye-Fiのサーバー

メモリーカードと通信
機器を兼ねたEye-Fi
カード（SDカード）

オンラインフォトアルバムサービス

デジタルカメラ
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不統一であるような状況である。このような
データがいくら大量にあっても「ゴミはいく
ら集めてもしょせんゴミ」であり、そこから
有用な知見を導出するのはきわめて困難であ
る。

整合の取れていないそうしたデータを、分
析可能な状態に整理するサービスも登場して
い る。 前 述 のMDMが そ の 一 例 で あ る。
MDMは、利用サイド事業者が取り扱うさま
ざまな種類のデータを一元的に管理できるよ
うに加工するサービスである。データの高度
活用を提供しようとする提供サイド事業者の
なかには、まずはMDMでデータの整合性を
確保し、そののちに業務に活用可能な知見を
導出するための仕組みを提供するなど、段階
的に売り込みの強化をしようと考えるところ
もある。

Ⅳ	 ビッグデータビジネス進展に
	 向けた課題と対応のあり方

1	 最大の阻害要因は人材不足
ビッグデータの活用が促進されるなかにあ

って大きな阻害要因となっているのは、「人
材」不足である。ビッグデータの収集・分
析・活用を主導できる人材、すなわち統計学
や情報科学のリテラシーに富む人材の数が不
足している。

きわめて大量のデータを前にしたとき、全
員が「ここから何らかの有用な知見を得られ
るのではないか」という期待を抱くわけでは
ない。極端にいえば、「日本人全国民の過去
一年間の購買状況」といったデータが仮に存
在したとしても、それらのデータを前にして
知見導出の可能性を感じる人は少なく、大半

の人は途方に暮れてしまうであろう。
利用サイド事業者の立場であれば、「それ

ならば専門家に外注すればよいではないか」
という発想が出てこよう。しかし、情報シス
テム構築の外注と同様、目的に沿った成果を
得るには、発注側（利用サイド事業者）に最
低限の知識・スキル（技能）・リテラシーが
必要であり、それがなければ何をどのように
外注してよいのかすら判断できない。外注先
と円滑なやり取りをする人材にも事欠くとい
うのが、一般的な利用サイド事業者の状況と
思われる。

利用サイド事業者に、ビッグデータの活用
ができる人材がほとんどいないという現状に
鑑みると、まずは社内に、「この方向でデー
タ解析をしてみよう」「この部分は外部の専
門家に深掘りしてもらおう」と考えることの
できる人材を増やすための、地道な裾野拡大
が求められる。

たとえば、パソコンで用いる解析ソフトの
インターフェースを、利用サイド事業者の社
員にとって親しみのあるデザインにすること
も有用であろう。統計分析に慣れていない社
員の底上げを図るためには、その社員がふだ
ん用いている一般的な表計算ソフトの付属機
能・改良機能として簡便な分析機能を提供す
ることなども、対応策の一例として想定でき
る。

また、提供サイド事業者の立場であれば、
上述した利用サイド事業者側の人材不足の状
況を踏まえた形での機器やサービスの提供が
不可欠であり、それは商機でもある。しかし
ながら、提供サイド事業者の多くも統計分析
や数理モデリングを担う人材は不足してい
る。
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このことに関連しては、米国の事例となる
が、グーグルのチーフエコノミストであるハ
ル・ヴァリアン（Hal Varian）氏が2009年の
インタビューのなかで、「今後10年間でセク
シーな職業は統計家である」と語っている注1。
また、シリコンバレーでは、「Hadoopが使え
て統計リテラシーがある人材」は、創業した
ばかりのベンチャー事業者から大手事業者ま
で広く募集対象とされる人気職種となるなど
の動向もうかがわれ、提供サイド事業者にお
いてすでに人材の奪い合いが始まっている様
子が見て取れる。

2	 次の課題はプライバシー・
	 機密情報の不正利用対策

ビッグデータビジネスが進展していく過程
では、プライバシーや営業機密の取り扱いが
大きな課題となる。

プライバシーに関連するデータとしては、
年齢・性別・職業などの属性、趣味や嗜好に
関するデータ、資産状況や健康状態に関する
データ、居住地・連絡先、あるいはコンテン
ツの閲覧および購買の履歴などが想定され
る。

たとえば、GPS機能付き携帯電話端末から
収集・蓄積された個人の移動情報や行き先の
データが悪用されると、個々人の日常の行動
パターンが他人に知られ、尾行などに悪用さ
れてしまうおそれがある。

また、個々のデータについては利用者自身
が開示を許可したものであっても、複数のデ
ータが関連づけられることで利用者本人が望
まない事実までもが知られてしまうことも懸
念事項といえる。

さらに、データの取得や公開・流通が容易

になるなかで、データ取得者自身には悪意が
なくても、そのデータが公開されることで不
利益を被る人が出てくる可能性もある。こう
した懸念はかねてより指摘されている。たと
えば、「たまたま通りすがった人が、たまた
ま記録した内容には時刻と場所がスタンプさ
れている。人々が、自分のもつ、自分にとっ
ては何の意味もない情報に対して低額でアク
セス権を認めるということは十分考えられ
る。これを利用して、時刻と場所の指定によ
りサーチをかける。集まった『断片』をつな
いで再構成すれば、欲しい情報が手にはいる
ことになる。（中略）結果、日常の何気ない
所作すら、どのような形で収集され、誰かへ
の情報として流れていくかわからないという
事態を招くことになるのではないか」注2と
いう懸念が、1999年にすでに示されている。
これは、把握・収集可能なデータが増大して
いる現状にあって、まさに懸念されるべき事
項といえるだろう。

ビッグデータビジネスを健全に推進してい
くには、これらの懸念を解消しつつ、データ
分析の成果を享受できるように対策を講じて
いくことが必要となる。これには万能の施策
はなく、個々の施策の積み重ねが求められる
ところであるが、近年検討が進められている
対策のうち、以下に、「環境オプトイン」と

「 プ ラ イ バ シ ー 保 護 デ ー タ マ イ ニ ン グ
（PPDM）」の２つの概要を示す。

● 環境オプトイン
データの取得に関する制度的な対策として

環境オプトインに関する研究が進められてい
る。環境オプトインとは「特定の環境におい
て、誰もが『この事業者は、プライバシーに
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配慮して、安心安全にパーソナル情報を取り
あつかっていること』が判る合意形成」注3

とされている。
たとえば、ある店舗に設置された監視カメ

ラの映像を分析してマーケティングに用いる
ような場合には、店舗の入り口にその旨をあ
らかじめ掲示しておくべきとする考え方であ
る。この考え方はいまだ検討段階にあるが、
こうしたことへの制度的な対策は必要になる
だろう。

● プライバシー保護データマイニング
次に、ビッグデータの活用段階にも求めら

れる対策が想定される。一例に、データ分析
の結果得られた知見をプライバシーや営業機
密を守りつつも活用しようとする際の技術的
対策として、プライバシー保護データマイニ
ングに関する研究がある。データマイニング
をしつつも、一人ひとりのプライバシーは保
護したいという、一見相反するようなテーマ
について、2000年以降、学術レベルでの検討
が進められている注4。

本技術の活用によって、「個々人のプライ
バシーが暴露されることは一切ないが、それ
らのデータに基づく全体動向については共有
できる」といった形でのデータ活用が技術的
に可能になることが期待されており、今後の
研究の進展を注視する必要がある。

以上、述べてきたように、ビッグデータビ
ジネスは事業的にも技術的にも大きな可能性
を秘める一方で、高いチャレンジ要素（課
題）を包含しており、産業界全般で進むクラ
ウド利用と併せて、2010年代の情報・通信分
野における注目すべきテーマの一つになると

考えられる。
ビッグデータビジネスの健全な進展には、

ビッグデータを活用できる人材の育成、およ
びプライバシーに関連する情報や営業機密と
いった機微なデータの取り扱いに関する指針
整備や技術的解決が不可欠である。ただし、
機微なデータの取り扱いへの配慮は必要では
あるものの、配慮のあまり、ビッグデータの
活用を全く控えてしまうこともまた、事業の
推進や社会システムを効率的に整備していく
うえで不健全である。困難ではあるものの、
ビッグデータの活用と保護を両輪として進め
ていくことが求められる。
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する調査・コンサルテーション。情報・通信の効率
的かつ安全な活用に関し、クラウドコンピューティ
ングやビッグデータ活用の観点から検討している
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動き出した中国株式先物市場
霍  昀 　中国株式先物市場は、目下リテール中心の構造であるが、今後の

規制緩和や商品種類の拡大により、機関投資家を含む市場へと転換
すると見られる。先物ブローカーは、競争激化のため収益性の悪化
に苦しんでいるが、外資系ブローカーも含め、将来の利益確保のた
めコストを負ってでもこの競争に参加しようとしている。

けが口座を開設できる。具体的には、
投資知識のしかるべき試験に合格
し、50万元（約625万円）の証拠
金を預けることが必要となる。この
ような設計思想は、レバレッジが可
能な先物取引から投資家を保護する
観点もあるが、市場の不安定化を回
避したいCSRCの意図もある。中国
現物株市場では、どのようなリテー
ル顧客も参加できるがゆえに、投機
的な動機を持つ個人が多く参加し市
場を不安定化させる要因になってい
ることを意識していると見られる。

また、CSRCは次の洗練された参
加者として機関投資家を呼び込もう
としている。機関投資家については、
現在運用会社が公募ファンドで先物
を扱うことが可能である。しかしな
がら運用会社の活動は低調である。
その理由としては、①保有規制や投
資制約が存在すること注4、②既存フ
ァンドで先物を用いるには目論見書
の変更を要すること、③買い持ちし
か経験していない中国運用会社にと
って先物の利用はいまだに挑戦であ
ること──などが挙げられる。

とはいえ、今のリテール中心の時
代は長くは続かないのではないか。
市場が安定し次第、CSRCは機関投
資家の参加制限を緩和していくもの

この特性は先物市場でも同じである。
新しくスタートしたCSI300注3指数
先物のブローカレッジ収入（８億ド
ル）は、世界全体の上場株式先物に
おける収入（70億ドル）の約10%
を占めるが、その97%はやはりリ
テール口座からである（図１）。６万
を超える株式先物口座数のうち、機
関投資家は1000程度にとどまり、
残りはすべてリテール口座である。

中国株式先物市場は、現在のとこ
ろ一部の限定されたリテール顧客と
機関投資家にのみ開放されている。
前者の場合、一定の資産を持つデリ
バティブ取引の知識に長けた顧客だ

顧客層──リテール投資家か
ら機関投資家向けの市場へ

2010年４月、中国初の株式先物
市場が上海に開設された。同市場は、
2020年に向け国際金融ハブとして
の地位確立を目指す上海市の戦略の
一つで、金融当局であるCSRC注1に
よる市場開放の一環といえる。

中国株式市場は、その顧客構造が
他の国々と大きく異なっている。わ
れわれの推計では、世界全体の現物
株のブローカレッジ収入400億ドル
に対し中国での収入は約140億ドル
に達している注2が、その90％はリ
テール口座からの収入と見ている。

図1 顧客構造の比較（2010年）

注）リテール投資家（中国）：個人投資家および非公式ヘッジファンド注11

　　機関投資家（中国）：株式ブローカー（自己勘定取引）、運用会社、QFIIおよびその他認可された
　　会社注12

　　機関投資家（米欧）：運用会社、ヘッジファンド、高頻度トレーダー
出所）NRIアメリカによる推計
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と見られる。たとえば2010年７月
に試験的に販売された先物を含む私
募ファンド注5は、適格運用会社によ
る商品として富裕層を対象に募集さ
れ、運用会社を先物取引に慣れさせ
る意味合いもあった。また、運用会
社は先物投資を含む新規の公募ファ
ンドも準備し、さらにCSRCは、
QFII注6向けのガイドラインをまさに
施行したところである注7。海外市場
の知識を持つQFIIが公式なガイドラ
インに沿って参入してくることは、
中国先物市場の活性化に貢献するで
あろう。

先物ブローカー──競争過多
が収益性を圧迫するものの、
先行者利益を追求

先物市場の潜在的な成長性は誰も
が認めるところだが、激しい競争

（137ブローカー注8が参入）のために
ブローカーの収益性は非常に低い。
彼らの収入がほぼゼロとなる手数料
を設定（取引所手数料相当額、また
はそれ以下の金額のみを顧客に請
求）し、参入段階の利益を犠牲にし
てまで顧客シェアを取りに行ってい
るもようである。2006年以降、現
物株ブローカーは先物ブローカーの
株を100%保有できるようになり、
約60社の現物株ブローカーが先物
ブローカーを買収した。背景には、
両者で取次業者契約を結び、現物株
顧客へ先物口座を斡旋することで、
親会社の顧客基盤を有効活用しよう
という意図がある。一方、そのよう
な関係を持たない会社は、今はむし
ろ商品先物の業務注9に集中している。

外資系ブローカーも国内系と同様
に事業機会をつかもうとしている。
外資系の場合、中国先物ブローカー
の株式の一部を取得することで参入
できる注10。2010年末時点では３つ
の外資系ブローカーが参入を果たし
ている。JPモルガンは中山期貨の
株式の49%を保有、ニューエッジ

とCITICグループ（中信集団）は42
対58の持分比率で中信新際期貨を
設立、またRBSは銀河期貨の持分
16%を取得した。それ以外に、指
数先物の投資戦略についての調査レ
ポートを提供し、参入前の関係づく
りを進める業者もある。

各社アプローチは異なるが、明ら
かなのは先行者になることが利益に
つながるということである。それは、
①証拠金が一社のブローカーにより
管理されること、②機関投資家は現
物および先物を一度に扱う統一的プ
ラットフォームを必要とすること
──を背景に、最初にサービスを提
供することで囲い込みができると考
えられるからである。それゆえ先行
者として、規制緩和の後に先進的な
商品やサービスを幅広く提供できる
関係を中国運用会社と構築すること
が重要と見られる。その際、外資系
の、海外市場の直接的な情報力、先
進的なトレーディング技術、プライ
ムブローカレッジの経験も切り札と
なるであろう。一方、国内系には顧
客関係や中国金融市場のメカニズム
についての長きにわたる見識があ
り、しかも目下の規制が国内系に有
利という事実もある。

リテール顧客が大半を占める構造
にあって、われわれは当局が市場開
放へ早急に動くとは見ていないが、
構造変化は徐々に浸透し、専門的な
機関投資家の参入が続くと考えてい
る。もし運用会社やQFIIの活動が拡
大すれば、年金・保険・信託などの
他の機関投資家の参入もゆくゆくは
許可されるのではないだろうか。ま
た、CSI300指数先物が現在唯一利
用可能な商品であるものの、さらな
る挑戦に耐えられる深みが先物市場
に備わったとCSRCが判断すれば、
新たな先物商品の登場も期待でき、
この新天地での先物ブローカーの事
業機会も拡大していくのではないだ
ろうか。結局のところ、中国のデリ

バティブ市場の大きな成長性は疑い
がなく、魅力を秘めた市場といえる
だろう。 （要約：末吉英範）

注

1 中国証券監督管理委員会（Chinese 
Securities Regulatory Commi-
ssion）

2 世界全体の収入はホールセールのみ
の額だが、中国の収入は、ホールセ
ールおよびリテールの双方を含む

3 CSI300は、上海および深圳証券取
引所から選ばれたA株300銘柄で構
成される時価加重型の株価指数

4 株式指数先物のポジションは純資産
の10%を超えてはならない。また
投機や裁定目的の利用は許可され
ず、ヘッジのみが認められる

5 私募ファンドの場合、投機および裁
定目的での先物利用についての制限
はない

6 適 格 海 外 機 関 投 資 家（Qualified 
Foreign Institutional Investor）は、
上海および深圳証券取引所のA株を
売買できる海外機関投資家の資格で
あり、2002年に導入された

7 CSRC公 告2011年12号「QFII株 式
指数先物取引ガイドライン」（11年
５月４日）。ヘッジ目的にかぎり最
大３社の先物ブローカーとの取引が
可能

8 CFFEX（中国金融期貨交易所）の
会員数

9 中国の先物ブローカーは、株式指数
先物のほかに商品先物も扱える

10 CEPA（Closer Economic Part-
nership Arrangement：中国本土と
香港間の経済貿易緊密化協定）によ
り、香港企業が中国本土のジョイン
トベンチャーに投資できる持分は
49%以下に制限される

11 規制されていない運用助言会社で、
富裕層向けのサービスを提供する

12 そのほかには、サンシャイン・ヘッ
ジファンド（規制下にある運用会社
が信託会社のプラットフォームを通
じて設定したファンド）が含まれる

『金融ITフォーカス』2011年６月号
より転載
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失敗しないデータ移行のポイント

システム移行時の重要課題
情報システムの利用が一般的に

なった今日では、新システムを導
入する際には旧システムからのデ
ータの移行が欠かせない。データ
の移行を行わなければ、顧客や取
引といった重要な情報が新システ
ムに継承されず、業務を継続して
行うことはできなくなるであろ
う。

一方で、データ移行に失敗すれ
ば、その影響は甚大である。移行
したデータに誤りがあれば、新シ
ステムが稼働できなかったり、処
理結果が不正となったりする。金
額計算や残高更新といった処理で
結果不正が起きた場合、顧客から
のクレームはもとより、信頼の失

墜を招くことは避けられず、とき
には法令違反に問われる可能性も
ある。

データ移行を行う場合、通常は
移行ツールを開発して、データを
新システムに合わせて加工・編集
する。移行ツールといえどもシス
テム機能（アプリケーション）で
あることに変わりはないが、デー
タ移行ツールの開発には、通常の
アプリケーションとは異なった難
しさがある。では、その要因とは
何であろうか。ここからは、デー
タ移行を難しくする要因について
考察する。

データ移行の難しさ 
上述のように、データ移行には

困難が伴う。ここではその理由と
していくつかのポイントを挙げて
みたい（図１）。

①データ移行の上流工程の特性
データ移行がアプリケーション

開発と大きく異なるのは、アプリ
ケーション開発では要件定義に当
たる移行仕様の決定を開発者が行
う点ではないだろうか。アプリケ
ーション開発の場合、要件定義や
外部設計といった工程を通じて、
システムのユーザーによって要求
事項が明らかにされる。

これに対して、新システムでデ
ータを正しく動作させるための要
求事項はユーザーが決めるわけで
はない。正しく動作させるために
は新システムの機能仕様の把握が
必要であり、移行データの仕様を
決めるためには旧システムとの仕
様の違いを理解する必要もある。
また、旧システムの本番データに
は、仕様書に記載されないデータ
も存在しうる。こうした特性がデ
ータ移行の難しさの要因となる。

②短時間で大量データを処理する
ことが必要
限られた時間で大量のデータを

処理しなければならない点もデー
タ移行を難しくする要因である。

池谷武文

N R I  N E W S

最近の新システムの導入には、旧システムからのデータ
移行が欠かせない。データ移行の失敗は業務やサービスに
影響するだけでなく、経営にダメージを与える大規模なシ
ステム障害を起こすおそれもある。データ移行はアプリケ
ーションソフト（以下、アプリケーション）開発とは異な
る難しさがあり、特に移行仕様を決定する工程での有識者
の確保と調査結果の文書化が重要となる。また、限られた
時間内に大量のデータを移行するための性能確保や作業ミ
スへの対策も必要である。データ移行を失敗しないために
は、こうしたポイントを押さえ、プロジェクトの特性に応
じた対策をしっかり行うことが求められる。
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本番移行の当日は、データ移行処
理以外に、システムの切り替え、
データ移行の検証、新システムの
稼働確認などの作業も必要であ
る。また、もし移行に失敗した場
合に旧システムへ戻すための時間
も確保しておく必要がある。本番
移行に際してデータ移行処理に当
てられる時間は想像以上に短いの
である。そのため、大量データの
移行処理に不具合があった場合
に、処理をやり直すことは時間的
に難しい。データの移行処理は、
予定された時間内で間違いなく完
了することが求められる、非常に
難易度が高い作業である。

③ミスが許されないというプレッ
シャー
データ移行のミスは、本番移行

後に重大な障害となるケースが多
いため、データ移行は１つのミス
も許されない。その一方、移行ツ
ールでは処理が難しい作業や、直
前に発見された例外データへの対
処など、人手による作業がどうし
てもつきまとう。こうした作業は、
真夜中や明け方など精神的な集中
が難しい時間帯に行われる場合
や、予定とは別の担当者が行わな
ければならない場合など、作業ミ
スが起こりやすい状況下での作業

となることが多い。データ移行は、
ミスを誘発しやすい環境で、しか
も失敗が許されないというプレッ
シャーのなかで、限られた時間内
に確実に行うことが要求される難
しい作業なのである。

「BESTWAY/JJ」における
データ移行

野 村 総 合 研 究 所（NRI） は、
1998年からパッケージとして提供
してきた「BESTWAY」の次世
代版として、ASP（アプリケーシ
ョン・サービス・プロバイダー）
形式の共同利用型アプリケーショ
ンサービス「BESTWAY/JJ」を
2009年７月から運用開始した。 

これに伴い、従来のBESTWAY
ユーザーをBESTWAY/JJに移行
する作業をこれまでに９回、ほぼ
２カ月おきのペースで行い、約80
ユーザーの移行を完了させた。な

かでも2010年５月のゴールデンウ
ィークの際の移行作業は、32ユー
ザー、約150万口座、取引件数で
約１億件という大規模なものであ
った。本番移行前の２回のリハー
サルのほか、性能評価やアプリケ
ーションの仕様変更を検証するリ
ハーサルなどを含め、移行イベン
トの回数は40に上った。移行にか
かわった作業者の数も膨大であ
る。本番移行に参加した人数は、
NRI関係者だけでも100人を超え、
これにユーザー側の参加人数を加
えればこの数倍の規模である。

BESTWAY/JJは、多くの新機
能が追加されるとともに、性能や
スケーラビリティの向上が図られ
た新システムで、旧システムとは
全く異なるアーキテクチャーで構
築されている。データ構造も旧シ
ステムとは大きく異なり、データ
ベースの数だけでも旧システムの

図1　データ移行の難しさ

上流工程では…

データ移行処理では…
●　限られた時間内に大量のデータを処理
●　やり直しの時間がなく、処理の誤りが許されない

●　利用者ではなく、開発者が移行仕様の決定を主導
●　もれのない正確な調査と、業務を踏まえた判断が必須

データ移行ではミスが許されないが…
●　人手による作業が欠かせない
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およそ８倍という規模である。デ
ータ移行では、BESTWAY/JJの
データ仕様に合わせて旧システム
側で項目値の変換を行ったが、過
去の取引履歴などを含む全データ
を移行したこともあって、データ
移行処理は時間的に非常に厳しい
ものとなった。

データ移行に際しては、業務の
継続性を基本方針とした。すなわ
ち、移行のために業務に制約を設
けることをせず、あたかも前から
BESTWAY/JJを利用していたか
のようにデータを移行したのであ
る。この方法では、業務に制約を
設けて移行データの範囲や量を最
小限とする場合に比べ、データ移
行の難易度は格段に上がる。

さらに、BESTWAY/JJは共同
利用型のサービスであり、多数の
ユーザーが利用するマルチユーザ
ーシステムであるため、本番稼働
中のユーザーに影響を与えずに移
行を行わなければならない。

データ移行に失敗しない
ために

以下では、データ移行に失敗し
ないための具体的なポイントは何
かについて、BESTWAY/JJのデ
ータ移行を例に考察したい（図２）。

①新旧システムの精細な仕様調査
まず大事なのは、新旧のシステ

ム仕様の調査を精細に行うことで
ある。そのためには、必要な要員
を体制として確保する必要があ
る。調査で必要なのはシステム仕
様の知識にとどまらない。移行仕
様の決定においては、新旧のシス
テム仕様の違いが業務にどう影響
するのか、業務への影響を抑える
ためにどのようなデータ移行を行
うべきかが判断できる業務面の知
識も欠かせない。

BESTWAY/JJでは、開発者が
新旧のシステムの仕様と現行の業
務とを調査し、業務に影響を与え
ないという基本方針に従って、す

べてのデータベースおよびデータ
項目に対して移行仕様を具体化し
た。 ま た、 旧 シ ス テ ム で あ る
BESTWAYにはさまざまな機能
オプションがあり、利用形態はユ
ーザーごとに異なる。そのため
BESTWAY/JJへの移行仕様もユ
ーザーごとに変える必要があり、
その多くを手作業で実施した。

②仕様調査結果の記録
仕様調査の結果を文書などで明

確に残すことも重要である。移行
仕様がどのような事実と判断に基
づいて決定されたかがわからなけ
れば的確なレビューはできない。
また、テストで確認すべき項目を
網羅できず、テストもれや確認も
れも発生しやすい。 

システムと業務をよく知り、デ
ータ移行の経験が豊富なメンバー
を確保したうえで、調査結果を確
実に残しながら移行仕様を決めら
れるかどうかは、データ移行を成
功させる重要なポイントである。

③データ移行ツールの性能確保
データ移行ツールの性能もポイ

ントとなる。移行ツールの性能は
テストやリハーサルで評価するこ
とが必要なのは当然であるが、ツ
ールの設計・製造工程での性能の

図2　データ移行に失敗しないポイント

①新旧システムの仕様を精細に調査

②仕様調査の結果をしっかり残し、判断の妥当性を検証

③移行ツールの性能を設計・製造段階からつくり込む

④作業結果の確認の徹底、作業手順書の作成などにより本番へのミスの流出を防止

⑤作業しやすい環境により作業者への負荷を軽減
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つくり込みも重要である。データ
移行ツールは大量のデータを扱う
ため、性能が出ない場合にチュー
ニング程度ですませるわけにはい
かず、つくり直しとなるリスクが
高い。移行時間の短縮には、一部
のデータを事前もしくは事後に移
行する方法や、手作業にしたほう
が時間がかからないのであれば、
あえてツール化しないといった方
法もありうる。

こうしたさまざまな点を考慮し
て全体として最適な方法となるよ
う、作業工程や成果物、品質管理
プロセスをしっかりと計画・実施
し、ツールの設計・製造の段階で
性能をつくり込んでおくことが重
要である。

④作業ミスへの対策
最後に作業ミスへの対策である

が、人手で作業を行う以上、ミス
は起こるという前提で考えるべき
であろう。BESTWAY/JJの移行
でもかなりの手作業が発生した
が、手作業に関して最も重視した
のは作業結果の確認作業である。

実現すべきことができたかどうか
の確認を徹底することにより、手
順の不備やチェックもれ、担当者
の思い込みなど、あらゆるミスを
最後の出口で検出できるように工
夫した。ミスを出口で検知し、本
番への流出を食い止められれば、
結果として作業ミスは問題とはな
らない。

⑤作業しやすい環境により作業者
への負荷を軽減
もちろん、作業ミスを起こさな

いための取り組みも重要である。
BESTWAY/JJでは、手作業につ
いてはすべて手順書を作成したう
え、手順書の作成者とは別の担当
者が事前にテストを行い、実際の
作業ではダブルチェックを徹底し
た。併せて、作業ミスが起きにく
い状況をつくるため、作業の種類
ごとに担当者をある程度固定化し
て熟練度の向上を図り、また、手
作業の全体量をコントロールして
作業時間を適正化するようにし
た。

さらに、作業担当者の食事や休

憩に配慮し、弁当やホテルなども
手配した。移行作業の担当者は、
ミスが許されないプレッシャーの
もとで、長時間にわたって緊張を
強いられるため、こうした配慮も
重要となる。

以上、BESTWAY/JJの実例を
もとに、データ移行を難しくする
要因および失敗しないためのポイ
ントについて述べた。データ移行
の難しさは本稿で述べたかぎりで
はなく、またプロジェクトの特性
によっても変化するであろう。
BESTWAY/JJへのデータ移行作
業は今後も続くが、すべてが同じ
内容というわけではない。NRIは
これまでの経験とノウハウに基づ
いて、これから支援させていただ
くデータ移行にも万全の準備をも
って臨みたい。

『ITソリューションフロンティア』
2011年６月号より転載

池谷武文（いけやたけふみ）
BESTWAY開発部上級アプリケーショ
ンエンジニア
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ITサービスレベルの向上および効率的なIT運用
のためにITILが注目されて久しいものの、その導
入率は10％以下という調査結果がある。では、実際
のIT運用現場では何が求められ、どのような対策
が現実的に有効なのであろうか。本セミナーでは、
最も重要な「サービスサポート」プロセスにおける
注意点を挙げ、具体的な最適化方法を紹介した。
■IT運用の見える化・効率化・自動化を再考する

IT運用の共通課題としては、①運用の多様化、
②IT全般統制、③ヒューマンエラー、④維持管理
コストの削減、⑤ITILの導入、⑥運用管理ツール
の有効活用──の６点が挙げられる。運用コストを
削減しつつ、ITサービスの品質を上げることが求
められているのである。

野村総合研究所（NRI）のデータセンターでは、
運用業務の見える化・効率化・自動化のためのさま
ざまな施策を推進している。たとえば、「NRI標準
フレームワーク」としてシステム開発時のフレーム
ワークを規定し、このなかに運用設計の工程も組み
込むことで、開発初期段階から運用設計を並行させ
ている。あいまいになりがちな開発と運用の役割分
担を明確にして運用業務の見える化・効率化を実現
するとともに、自動化を積極的に進めている。
■「サービスサポート」プロセス最適化の注意点

次にNRIのプロジェクトを例に、実際に担当した
SEが運用プロセスの具体的な改善方法を紹介した。
ITILでは「ピープル」「プロセス」「プロダクト」
の３つのＰが重要であると謳っているが、プロセス
とプロセダクトに注力して立派な舞台を教科書的に
整えても、その上で役者（ピープル）が演じなけれ

ば効果は上がらない。役者が演じやすい舞台を整え
ることと役者の教育の両方が必要である。

運用プロセスを定着させるには、インシデント入
力画面で迷わないようにする、メールテンプレート
を充実する、承認ワークフローを効率化するなど、
利用者にやさしい舞台が必要である。利用者側は、
運用現場で気づいた改善項目を積極的に共有し、継
続的に改善する文化を定着させる必要がある。
■ITIL導入率10％以下の壁を越える

最後に、ITIL導入が進まない原因と解決策をまと
めた。ITILの日本上陸から約８年が経過しても導入
率が10％に満たない原因には、①日本の運用環境に
マッチしていない、②導入効果が見えにくい、③初
期コストがかかる──などが挙げられる。それらの
解決には、いつでも修正・改修でき、初期コストが
かからないツールの導入がポイントになる。その解
決策として「スモールスタート・クイックウィン」
を 実 現 す るSaaS形 式 の サ ー ビ ス デ ス ク ツ ー ル

（Senju Service Manager SaaS版）を紹介した。
セミナー終了後には、参加者固有の運用課題の相

談を受け、デモ画面を見ながらプロセス改善につい
て意見を交換した。NRIでは、IT運用改善に関する
セミナーを毎月実施し、運用管理ツールのハンズオ
ンセミナーを並行して開催することで、具体的な運
用プロセス改善を体感していただいている。

F O R U M  &  S E M I N A R
IT運用プロセス改善セミナー

なぜITILは導入されない？
IT運用現場が求める改善策とは
主催：千手事業部　2011年3月4日

本セミナーについてのお問い合わせは下記へ
　Senjuインフォメーションセンター
　（http://senjufamily.nri.co.jp）
　電話：0120-736-580
　電子メール：senjuinfo@nri.co.jp

当レポートに掲載されているあらゆる内容の無断転載・複製を禁じます。すべての内容は日本の著作権法および国際条約により保護されています。
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